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参考１－１ 

石川県地域防災計画（地震災害対策編）修正（案） 新旧対照表 

現       行 修   正   案 備 考 

 

 
 
 
                                

石川県地域防災計画 
 

地震災害対策編 
 
 

（令和４年修正） 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                       
                                                                
 
                                                                       

石川県地域防災計画 
 

地震災害対策編 
                  
 

（令和５年修正） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 
 

第 1 章 総則 
 

第１節～第２節（略） 

 

第３節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関の管理者は、それぞれの所掌事務又は業務を

通じて石川県の地域に係る地震防災に寄与すべきものである。それぞれが

地震防災に関して処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 章 総則 
 

第１節～第２節（略） 

 

第３節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関の管理者は、それぞれの所掌事務又は業務を

通じて石川県の地域に係る地震防災に寄与すべきものである。それぞれが

地震防災に関して処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 
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現       行 修   正   案 備 考 

第４節 本県の特質と既往の地震災害 

１～３（略） 

４ 既往地震とその被害 

石川県は、有感地震の数が全国的にも少ない地域である。しかし、平均して

３０年に１度は、被害地震が発生している。県内に被害をもたらした地震とそ

の被害状況は、次の表のとおりである。（※有感地震とは、計測震度が０.５

以上のものである。） 

（１）県内に被害をもたらした県内・外発生地震とその被害状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

５（略） 

 

第５節～第８節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 本県の特質と既往の地震災害 

１～３（略） 

４ 既往地震とその被害 

石川県は、有感地震の数が全国的にも少ない地域である。しかし、平均して

３０年に１度は、被害地震が発生している。県内に被害をもたらした地震とそ

の被害状況は、次の表のとおりである。（※有感地震とは、計測震度が０.５

以上のものである。） 

（１）県内に被害をもたらした県内・外発生地震とその被害状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

５（略） 

 

第５節～第８節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

第２章 地震災害予防計画 
 

第１節 防災知識の普及 

１～２（略） 

３ 学校教育における防災教育 

児童生徒が正しい防災知識を身につけることは、将来の地震災害に強い県民

を育成する上で重要である。 

そのため、教育委員会及び学校長は、学校における防災訓練等をより実践的

なものにするとともに、学校の教育活動全体を通じて、継続的な防災教育を推

進する。 

なお、防災教育を含めた安全教育については、各学校で「学校安全計画」、

「危機管理マニュアル」を点検し、教職員の共通理解の下で、学校全体で取り

組みを進める。 

（１）～（２）（略） 

４～６（略） 

 

第２節 県民及び事業者等のとるべき措置 

１（略） 

２ 県民のとるべき措置 

  平素から次のことに留意し、万一の場合に備えておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 地震災害予防計画 
 

第１節 防災知識の普及 

１～２（略） 

３ 学校教育における防災教育 

児童生徒が正しい防災知識を身につけることは、将来の地震災害に強い県民

を育成する上で重要である。 

そのため、教育委員会及び学校長は、学校における防災訓練等では、消防団

員等が参画した体験的・実践的なものにするとともに、学校の教育活動全体を

通じて、継続的な防災教育を推進する。 

なお、防災教育を含めた安全教育については、様々な機会における指導を密

接に関連付けながら、学校安全計画に位置づけ、教職員の共通理解の下で、学

校全体で取り組みを進める。 

（１）～（２）（略） 

４～６（略） 

 

第２節 県民及び事業者等のとるべき措置 

１（略） 

２ 県民のとるべき措置 

  平素から次のことに留意し、万一の場合に備えておく。 
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現       行 修   正   案 備 考 

３～４（略） 

 

第３節 自主防災組織の育成 

１（略） 

２ 地域住民等の自主防災組織 

（１）組織の育成 

県及び市町は、住民の自主的な防災組織の重要性を認識し、多様な世代が

参加できるような地域ぐるみの自主防災組織の設立や意識啓発及び防災リ

ーダー等の育成、強化を図り、組織率の向上、活動の活性化及び地域ごとの

連携を促進する。 

その際、自主防災組織が有効に機能し、円滑な避難や避難所運営が行われ

るためには、地域の実情を把握し防災知識等を有する防災士等の防災リーダ

ーが必要であることから、自主防災組織リーダー育成研修会の実施などを通

じてその計画的な育成に努めるとともに、フォローアップ研修を通じて、そ

の技術・技能の維持向上を図る。 

なお、特に女性防災士の育成など女性の参画促進や、地域の実情に応じた

防災資機材の整備に努めるものとし、必要な財政措置等を講ずる。 

また、県は、自主防災組織アドバイザー派遣制度を活用するなど、自主防

災組織のより一層の結成促進を図るとともに、「自主防災組織活動マニュア

ル」を作成し、活動内容の充実を図る。 

（新設） 

 

 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

３（略） 

 

 

 

 

 

 

 

３～４（略） 

 

第３節 自主防災組織の育成 

１（略） 

２ 地域住民等の自主防災組織 

（１）組織の育成 

県及び市町は、住民の自主的な防災組織の重要性を認識し、多様な世代が

参加できるような地域ぐるみの自主防災組織の設立や意識啓発及び防災リ

ーダー等の育成、強化を図り、組織率の向上、活動の活性化及び地域ごとの

連携を促進する。 

その際、自主防災組織が有効に機能し、円滑な避難や避難所運営が行われ

るためには、地域の実情を把握し防災知識等を有する防災士等の防災リーダ

ーが必要であることから、自主防災組織リーダー育成研修会の実施などを通

じてその計画的な育成に努めるとともに、フォローアップ研修を通じて、そ

の技術・技能の維持向上を図る。 

なお、特に女性防災士の育成など女性の参画促進や、地域の実情に応じた

防災資機材の整備に努めるものとし、必要な財政措置等を講ずる。 

また、県は、自主防災組織アドバイザー派遣制度を活用するなど、自主防

災組織のより一層の結成促進を図るとともに、「自主防災組織活動マニュア

ル」を作成し、活動内容の充実を図る。 

    防災分野における連携に関する協定 

 

 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

３（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１ 基本方針 

（１）（略） 

（２）県及び市町は、防災ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・ボラ

ンティア等の三者で連携し、平常時の登録、研修や訓練の制度、災害時にお

ける防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボランティア活

動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等につ

いて整備を推進するとともに、そのための意見交換を行う情報共有会議の整

備・強化を、研修や訓練を通じて推進する。 

 

２～３（略） 

４ 防災ボランティアの育成 

（１）（略） 

（２）県及び市町は、防災ボランティア活動に関する普及啓発を行い、県民や学

生、企業、ＮＰＯ・ボランティア等に積極的に参加を呼びかける。 

（新設） 

 

 

 

（３）～（５）（略） 

 

第５節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１ 基本方針 

（１）（略） 

（２）県及び市町は、防災ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・ボラ

ンティア等の三者で連携し、平常時の登録、ボランティア活動や避難所運営

等に関する研修や訓練の制度、災害時における防災ボランティア活動の受入

れや調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確

保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、そ

のための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて

推進する。 

２～３（略） 

４ 防災ボランティアの育成 

（１）（略） 

（２）県及び市町は、防災ボランティア活動に関する普及啓発を行い、県民や学

生、企業、ＮＰＯ・ボランティア等に積極的に参加を呼びかける。 

    防災分野における連携に関する協定 

 

 

 

（３）～（５）（略） 

 

第５節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第６節 防災体制の整備 

１ 基本方針 

  地震災害時における応急、復旧対策を円滑に推進するには、平常時から防災

に係る組織体制の整備、充実に努めるとともに、各対策に必要な機能をできる

限り集約化していくことが必要である。このため、県及び市町は、応急復旧活

動のみならず、予防活動にも活用できる拠点として防災活動施設を整備する。 

また、県、市町及び防災関係機関は、それぞれの機関の防災中枢機能を果た

す施設・設備の充実及び災害に対する安全性の確保、総合的な防災機能を有す

る拠点・街区の整備、推進に努めるとともに、保有する施設・設備について、

代替エネルギーシステムや電動車の活用を含め自家発電設備、LPガス災害用バ

ルク、燃料貯蔵設備等の整備を図り、十分な期間（最低３日間）の発電が可能

となるような燃料の備蓄等を行い、平常時から点検、訓練等に努める。 

さらに、地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により

地域の防災力向上を図るため、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現

場における女性や高齢者、障害者などの参画を拡大し、男女共同参画その他の

多様な視点を取り入れた防災体制の確立に努めるほか、令和２年における新型

コロナウイルス感染症対策の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑制

など感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する。 

 

２ 県の活動体制 

（１）～（２）（略） 

（３）市町、防災関係機関等との緊急連絡体制等の構築 

 ア～エ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

（４）～（９）（略） 

（新設） 

 

 

 

（１０）～（１５）（略） 

 

第６節 防災体制の整備 

１ 基本方針 

  地震災害時における応急、復旧対策を円滑に推進するには、平常時から防災

に係る組織体制の整備、充実に努めるとともに、各対策に必要な機能をできる

限り集約化していくことが必要である。このため、県及び市町は、応急復旧活

動のみならず、予防活動にも活用できる拠点として防災活動施設を整備する。 

また、県、市町及び防災関係機関は、それぞれの機関の防災中枢機能を果た

す施設・設備の充実及び災害に対する安全性の確保、総合的な防災機能を有す

る拠点・街区の整備、推進に努めるとともに、保有する施設・設備について、

再生可能エネルギー等の代替エネルギーシステムや電動車の活用を含め自家

発電設備、LPガス災害用バルク、燃料貯蔵設備等の整備を図り、十分な期間（最

低３日間）の発電が可能となるような燃料の備蓄等を行い、平常時から点検、

訓練等に努める。 

さらに、地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により

地域の防災力向上を図るため、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現

場における女性や高齢者、障害者などの参画を拡大し、男女共同参画その他の

多様な視点を取り入れた防災体制の確立に努めるほか、令和２年における新型

コロナウイルス感染症対策の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑制

など感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する。 

２ 県の活動体制 

（１）～（２）（略） 

（３）市町、防災関係機関等との緊急連絡体制等の構築 

 ア～エ（略） 

 オ 県は，他の関係機関と連携の上，災害時に発生する状況を予め想定し，各

機関が実施する災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）

を作成するよう努める。また，災害対応の検証等を踏まえ，必要に応じて同

計画の見直しを行うとともに，平時から訓練や研修等を実施し，同計画の効

果的な運用に努める。 

（４）～（９）（略） 

（１０）安否不明者の氏名等の公表等 

   県は，発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）の氏名等の

公表や安否情報の収集・精査等を行う場合に備え，市町と連携の上，あらか

じめ一連の手続等について整理し，明確にしておくよう努める。 

（１１）～（１６）（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（１６）災害廃棄物の処理体制の整備 

県は、災害廃棄物等の処理に関する基本方針を策定し、市町等へ周知を

図るとともに、大量の災害廃棄物の発生に備え、国、関係機関等とともに、

広域的な連携体制の整備に努める。 

また、県は、災害廃棄物に関する情報や中部ブロック協議会の取組等に

関して、ホームページ等において公開する等、周知に努める。 

 

 

（１７）（略） 

３ 市町の活動体制 

（１）（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（２）～（１５）（略） 

４～５（略） 

 

第７節 通信及び放送施設災害予防 

１（略） 

２ 通信用施設設備の整備 

（１）県の整備 

県は、有線通信の途絶に備えて、市町及び防災関係機関に対する災害時に

おける迅速かつ的確な無線通信による情報の収集、伝達を図るため、衛星携

帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、防災行政無線のほか、

可搬型衛星無線等の整備を図る。 

また、ヘリコプターテレビシステム、高所監視カメラ、救急医療情報シス

テム等の整備の充実を図るほか、被災市町から県への被災状況の報告ができ

ない場合を想定し、県職員が情報収集のため被災地に赴く場合に、どのよう

な内容の情報をどのような手段で収集するかなどを定めるよう努めるなど、

情報の収集、伝達に万全を期す。 

 

 

（１７）災害廃棄物の処理体制の整備 

県は、災害廃棄物等の処理に関する基本方針を策定し、市町等へ周知を

図るとともに、大量の災害廃棄物の発生に備え、国、関係機関等とともに、

広域的な連携体制の整備に努める。 

また、県は、災害廃棄物に関する情報のほか、災害廃棄物処理支援ネッ

トワーク（D.Waste-Net）、災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）、

中部ブロック協議会の取組等に関して、ホームページ等において公開する

等、周知に努める。 

（１８）（略） 

３ 市町の活動体制 

（１）（略） 

（２）国、県との連絡体制等の整備 

市町は，他の関係機関と連携の上，災害時に発生する状況を予め想定し，

各機関が実施する災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライ

ン）を作成するよう努める。また，災害対応の検証等を踏まえ，必要に応じ

て同計画の見直しを行うとともに，平時から訓練や研修等を実施し，同計画

の効果的な運用に努める。 

（３）～（１６）（略） 

４～５（略） 

 

第７節 通信及び放送施設災害予防 

１（略） 

２ 通信用施設設備の整備 

（１）県の整備 

県は、有線通信の途絶に備えて、市町及び防災関係機関に対する災害時に

おける迅速かつ的確な無線通信による情報の収集、伝達を図るため、衛星携

帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ

－ＬＴＥ）、防災行政無線のほか、可搬型衛星無線等の整備を図る。 

また、ヘリコプターテレビシステム、高所監視カメラ、救急医療情報シス

テム等の整備の充実を図るほか、被災市町から県への被災状況の報告ができ

ない場合を想定し、県職員が情報収集のため被災地に赴く場合に、どのよう

な内容の情報をどのような手段で収集するかなどを定めるよう努めるなど、

情報の収集、伝達に万全を期す。 
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現       行 修   正   案 備 考 

（２）市町の整備 

ア 市町は、住民等に対する災害時の情報の迅速かつ的確な収集、伝達を図る

ため、地域の実情に応じて、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、全国瞬

時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭを

含む。）、衛星携帯電話、携帯電話（緊急速報メー機能を含む。）、ソーシ

ャルメディア、ワンセグ、Ｌアラート（災害情報共有システム）等の多様な

情報伝達手段の整備促進を図り、通信の確保に努める。 

また、ＩＰ通信網やケーブルテレビ網等のほか、ヘリコプター映像等の外

部からの被災情報を入手するため、防災行政無線衛星系（VSAT）の活用を図

る。 

さらに、孤立化が懸念される山間地集落等には、衛星携帯電話等の災害に

強い通信機器の配備に努める。 

 

 イ（略） 

（３）～（６）（略） 

３～４（略） 

 

第８節 消防力の充実、強化 

１～７（略） 

８ 救助・救急体制の整備 

（１） （略） 

（２） 体制の整備 

ア 県及び市町は、職員の安全確保を図りつつ、効率的な救助・救急活動を行

うため、関係省庁との連携体制の強化を図るとともに、職員の教育訓練を行

い、救助・救急機能の強化を図る。 

 

イ（略） 

 

第９節（略） 

 

 

 

 

 

 

（２）市町の整備 

ア 市町は、住民等に対する災害時の情報の迅速かつ的確な収集、伝達を図る

ため、地域の実情に応じて、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、全国瞬

時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭを

含む。）、衛星携帯電話、携帯電話（緊急速報メー機能を含む。）、公共安

全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ）、ソーシャルメディア、ワンセグ、Ｌアラート（災

害情報共有システム）等の多様な情報伝達手段の整備促進を図り、通信の確

保に努める。 

また、ＩＰ通信網やケーブルテレビ網等のほか、ヘリコプター映像等の外

部からの被災情報を入手するため、防災行政無線衛星系（VSAT）の活用を図

る。 

さらに、孤立化が懸念される山間地集落等には、衛星携帯電話等の災害に

強い通信機器の配備に努める。 

 イ（略） 

（３）～（６）（略） 

３～４（略） 

 

第８節 消防力の充実、強化 

１～７（略） 

８ 救助・救急体制の整備 

（１） （略） 

（２） 体制の整備 

ア 県及び市町は、職員の安全確保を図りつつ、効率的な救助・救急活動を行

うため、「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸成するよう努め、関係省庁

との連携体制の強化を図るとともに、職員の教育訓練を行い、救助・救急機

能の強化を図る。 

イ（略） 

 

第９節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第１０節 避難体制の整備 

１（略） 

２ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定等 

（１）（略） 

（２）指定避難所 

 ア～キ（略） 

（新設） 

 

 ク～ス（略） 

（３）～（４）（略） 

３～８（略） 

 

第１１節 要配慮者対策 

１（略） 

２ 在宅の要配慮者への配慮 

（１）～（６）（略） 

（７）福祉避難所の指定 

市町は、高齢者や障害者等は避難所内の一般避難スペースでは健康の維持

・確保が困難な要素が多いことから、地区ごとの福祉避難所の指定を進める。 

 

ア～ウ（略） 

（新設） 

 

また、受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、必

要に応じて、福祉避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示する

ほか、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計

画等により、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難す

ることができるよう努める。 

（８）（略） 

３～４（略） 

 

 

 

 

 

第１０節 避難体制の整備 

１（略） 

２ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定等 

（１）（略） 

（２）指定避難所 

 ア～キ（略） 

 ク 停電時に施設・設備の機能が確保されるよう，再生可能エネルギーの活用

を含めた非常用発電設備等の整備に努める。 

 ケ～セ（略） 

（３）～（４）（略） 

３～８（略） 

 

第１１節 要配慮者対策 

１（略） 

２ 在宅の要配慮者への配慮 

（１）～（６）（略） 

（７）福祉避難所の指定 

市町は、高齢者や障害者、医療的ケアを必要とする者等は避難所内の一般

避難スペースでは健康の維持・確保が困難な要素が多いことから、地区ごと

の福祉避難所の指定を進める。 

ア～ウ（略） 

エ 医療的ケアを必要とする者に対しては，人工呼吸器や吸引器等の医療機器

の電源の確保等の必要な配慮をするよう努めること。 

また、受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、必

要に応じて、福祉避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示する

ほか、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計

画等により、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難す

ることができるよう努める。 

（８）（略） 

３～４（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第１２節 緊急輸送体制の整備 

１ 基本方針 

道路管理者は、災害応急対策を実施するための要員及び物資等の輸送に必要

な緊急輸送道路を定め、整備に努める。また、緊急輸送道路について、災害時

の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又

は制限を行うとともに、無電柱化の促進を図るものとする。 

県及び市町は、多重化や代替性・利便性等を考慮しつつ、災害発生時の緊急

輸送活動のために確保すべき道路、港湾、漁港、飛行場等の輸送施設及びトラ

ックターミナル、卸売市場、展示場、体育館等の輸送拠点、ヘリコプター臨時

離着陸場（以下「臨時離着陸場」という。）の適地をあらかじめ把握しておき、

緊急事態に備えるとともに、大量輸送を行うための船舶の確保や港湾、漁港の

整備を図る。 

また、県及び市町は、関係機関と協議の上、県が開設する広域物資輸送拠点、

市町が開設する地域内輸送拠点を経て、各避難所に支援物資を届ける緊急輸送

ネットワークの形成を図るとともに、指定公共機関その他の関係機関等に対す

る周知徹底に努める。 

 

２～３（略） 

４ 港湾・漁港の整備 

（１）港湾等管理者は、人員・物資及び復旧用資機材等の海路による輸送の機能

を確保するため、岸壁・道路等の耐震性を強化する。 

また、緊急物資の集積及び住民の避難等のための広場等についても整備を

図る。 

 

 

（２）（略） 

５（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１２節 緊急輸送体制の整備 

１ 基本方針 

道路管理者は、災害応急対策を実施するための要員及び物資等の輸送に必要

な緊急輸送道路を定め、整備に努める。また、緊急輸送道路について、災害時

の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又

は制限を行うとともに、国が促進する一般送配電事業者，電気通信事業者にお

ける無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を図るものとする。 

県及び市町は、多重化や代替性・利便性等を考慮しつつ、災害発生時の緊急

輸送活動のために確保すべき道路、港湾、漁港、飛行場等の輸送施設及びトラ

ックターミナル、卸売市場、展示場、体育館等の輸送拠点、ヘリコプター臨時

離着陸場（以下「臨時離着陸場」という。）の適地をあらかじめ把握しておき、

緊急事態に備えるとともに、大量輸送を行うための船舶の確保や港湾、漁港の

整備を図る。 

また、県及び市町は、関係機関と協議の上、県が開設する広域物資輸送拠点、

市町が開設する地域内輸送拠点を経て、各避難所に支援物資を届ける緊急輸送

ネットワークの形成を図るとともに、指定公共機関その他の関係機関等に対す

る周知徹底に努める。 

２～３（略） 

４ 港湾・漁港の整備 

（１）港湾等管理者は、人員・物資及び復旧用資機材等の海路による輸送の機能

を確保するため、岸壁・道路等の耐震性を強化する。緊急物資の集積及び住

民の避難等のための広場等についても整備を図る。 

また、港湾管理者は北陸地域港湾の事業継続協議会により、港湾相互間の

広域的な連携による航路啓開等の港湾機能の維持・継続のための対策を検討

し、緊急輸送の確保に関する広域的な体制の構築等、必要な対策を講じる。 

（２）（略） 

５（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 
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現       行 修   正   案 備 考 

第１３節～第１８節（略） 

 

第１９節 公共施設災害予防 

１～５（略） 

６ 電力施設の整備対策 

電力供給事業者は、地震時における電力の供給を確保するため、電力施設の

耐震性の強化を図るとともに、平常時から電力設備の防護対策に努める。 

また、県、電力供給事業者及び電気通信事業者は、倒木等により電力供給網

に支障が生じることへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による

予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた、相互連携の拡大に努める。な

お、事前伐採等の実施に当たっては、市町との協力に努める。 

（１）～（２）（略） 

（略） 

（新設） 

 

 

 

７ 通信施設の整備対策 

震災時における通信機能の確保は、社会的な混乱の防止、災害対策の迅速か

つ的確な実施の上からも極めて重要であり、非常用電源の整備等による通信設

備の防災対策、電信電話、専用通信、放送等の安全な設置場所の確保などによ

る施設設備の安全性の確保及び耐震化、耐火並びに多ルート化に努める。 

また、県、電力供給事業者及び電気通信事業者は、倒木等により電力供給網

に支障が生じることへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による

予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた、相互の連携の拡大に努める。

なお、事前伐採等の実施に当たっては、市町との協力に努める。 

（１）～（５）（略） 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

第１３節～第１８節（略） 

 

第１９節 公共施設災害予防 

１～５（略） 

６ 電力施設の整備対策 

電力供給事業者は、地震時における電力の供給を確保するため、電力施設の

耐震性の強化を図るとともに、平常時から電力設備の防護対策に努める。 

また、県、電力供給事業者及び電気通信事業者は、倒木等により電力供給網

に支障が生じることへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による

予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた、相互連携の拡大に努める。な

お、事前伐採等の実施に当たっては、市町との協力に努める。 

（１）～（２）（略） 

（略） 

 災害時における応急対策業務等に関する協定 

 

 

 

７ 通信施設の整備対策 

震災時における通信機能の確保は、社会的な混乱の防止、災害対策の迅速か

つ的確な実施の上からも極めて重要であり、非常用電源の整備等による通信設

備の防災対策、電信電話、専用通信、放送等の安全な設置場所の確保などによ

る施設設備の安全性の確保及び耐震化、耐火並びに多ルート化に努める。 

また、県、電力供給事業者及び電気通信事業者は、倒木等により電力供給網

に支障が生じることへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による

予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた、相互の連携の拡大に努める。

なお、事前伐採等の実施に当たっては、市町との協力に努める。 

（１）～（５）（略） 

災害時における応急対策業務等に関する協定 

 

 

 

 大規模災害時における相互連携に関する協定 
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現       行 修   正   案 備 考 

８～９（略） 

１０ 農地、農業用施設整備対策 

農地及び排水機、樋門、ため池、水路等の農業用施設の災害は、一般公共

用施設等にも広く被害を及ぼすおそれがあるため、平素から適切な管理を実

施するとともに、老朽化施設等の改修、整備に努める。また、農業上の利用

がなくなり、適切な管理が困難なため池については、廃止を進める。 

防災重点ため池をはじめ、地震による破損等で決壊した場合に大きな被害

をもたらすおそれのあるため池について、関係者で緊急連絡体制等を整備す

るとともに、市町はハザードマップの作成・周知等により、関係住民に適切

な情報提供を図る。 

 

１１（略） 

 

第２０節～第２１節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８～９（略） 

１０ 農地、農業用施設整備対策 

農地及び排水機、樋門、ため池、水路等の農業用施設の災害は、一般公共

用施設等にも広く被害を及ぼすおそれがあるため、平素から適切な管理を実

施するとともに、施設の耐震化、老朽化施設等の改修、整備に努める。また、

農業上の利用がなくなり、適切な管理が困難なため池については、廃止を進

める。 

防災重点ため池をはじめ、地震による破損等で決壊した場合に大きな被害

をもたらすおそれのあるため池について、関係者で緊急連絡体制等を整備す

るとともに、市町はハザードマップの作成・周知等により、関係住民に適切

な情報提供を図ることで、防災・減災対策を推進する。 

１１（略） 

 

第２０節～第２１節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

第３章 地震災害応急対策計画 
 

第１節 初動体制の確立 

１～８（略） 

９ 受援体制の確立 

（１）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるとき、次の応援

協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

ア 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定（本章第 12 節「避難誘導等」

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ～シ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

ス～ナ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 ニ～ホ（略） 

 

 

第３章 地震災害応急対策計画 
 

第１節 初動体制の確立 

１～８（略） 

９ 受援体制の確立 

（１）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるとき、次の応援

協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

ア 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定（本章第 9 節「避難誘導等」

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ～シ（略） 

 ス 大規模災害時における相互連携に関する協定 

章第 19 節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

セ～ニ（略） 

 ヌ 災害時における応急対策業務等に関する協定 

（本章第 24 節「障害物の除去」参照） 

 

 

 

 ネ～ミ（略） 
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（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 マ～ミ（略） 

（７）職員の派遣の要請等 

ア 職員の派遣の要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは災害対策基本法第29

条に基づき、知事は指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に、市町長

は指定地方行政機関の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請する。 

また、知事及び市町長は、必要に応じ、地方自治法第252条の17に基づき、

他の都道府県知事又は他の市町長に対し、職員の派遣を要請する。 

なお、要請に当たっては、知事又は市町長は次の事項を明らかにする。 

 

 

（ア）～（オ）（略） 

イ（略） 

（８）（略） 

１０～１１（略） 

 

第２節（略） 

 

第３節 災害情報の収集・伝達 

１～２（略） 

３ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）～（４）（略） 

 

 

 ム 災害時等における被災者の避難生活への支援、生活再建及び被災地の復旧 

復興に係る連携・協力に関する協定 

（本章第 28 節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 

メ 災害ボランティア活動への支援に関する協定 

（本章第 28 節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 

モ～ヤ（略） 

（７）職員の派遣の要請等 

ア 職員の派遣の要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは災害対策基本法第29

条に基づき、知事は指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に、市町長

は指定地方行政機関の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請する。 

また、知事及び市町長は、必要に応じ、地方自治法第252条の17に基づき、

他の都道府県知事又は他の市町長に対し、職員の派遣を要請する。 

特に、技術職員の派遣を求める場合においては、復旧・復興支援技術職員

派遣制度を活用する。なお、要請に当たっては、知事又は市町長は次の事項

を明らかにする。 

（ア）～（オ）（略） 

イ（略） 

（８）（略） 

１０～１１（略） 

 

第２節（略） 

 

第３節 災害情報の収集・伝達 

１～２（略） 

３ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）～（４）（略） 
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（５）安否情報の収集等 

（新設） 

 

県及び市町は、武力攻撃事態等における安否情報の収集・提供システム等

を活用し、安否情報の収集等を行うものとする。 

（新設） 

 

 

 

（６）～（８）（略） 

４（略） 

 

第４節（略） 

 

第５節 消防防災ヘリコプターの活用等 

１～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集，救助・救急、消火、

医療等の各種活動のための航空機の運用に関し、災害対策本部内に航空機の運

用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地対策本部と連携して必要

な調整を行う。 

航空運用調整班は、防災関係機関の航空機運用関係者などの参画を得て、各

機関の航空機の安全・円滑な運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを

行う。また、必要に応じ自衛隊による局地情報提供に関する調整を行う。 

 

 

 

 

 

第６節 災害広報 

１（略） 

２ 広報機関 

（１）県災害対策本部設置の場合 

ア 災害対策本部設置時には、危機管理班と広報班（県民文化スポーツ部）が

協力して被害状況その他の災害情報を収集し、その広報は、広報班が行う。 

（５）安否情報の収集等 

ア 市町は，要救助者の迅速な把握のため，安否不明者について，関係機関の

協力を得て，積極的に情報収集を行う。 

イ 県及び市町は、武力攻撃事態等における安否情報の収集・提供システム等

を活用し、安否情報の収集等を行うものとする。 

ウ 県は，要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円滑化のために必

要と認めるときは，市町と連携の上，安否不明者の氏名等を公表し，その安

否情報を収集・精査することにより，速やかな安否不明者の絞り込みに努め

る。 

（６）～（８）（略） 

４（略） 

 

第４節（略） 

 

第５節 消防防災ヘリコプターの活用等 

１～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集，救助・救急、消火、

医療等の各種活動のための航空機及び無人航空機の運用に関し、災害対策本部

内に航空機の運用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地対策本部

と連携して必要な調整を行う。 

航空運用調整班は、防災関係機関の航空機運用関係者などの参画を得て、各

機関の航空機の安全・円滑な運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを

行う。必要に応じ自衛隊による局地情報提供に関する調整を行う。 

また、災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図るため，必要に応じて，

国土交通省に対して緊急用務空域の指定を依頼する。なお，同空域が指定され

た際には，指定公共機関，報道機関等からの無人航空機の飛行許可申請に係る

調整を行う。 

 

第６節 災害広報 

１（略） 

２ 広報機関 

（１）県災害対策本部設置の場合 

ア 災害対策本部設置時には、危機管理班と戦略広報班（総務部）が協力して

被害状況その他の災害情報を収集し、その広報は、戦略広報班が行う。 
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イ（略） 

（２）（略） 

３～８（略） 

 

第７節（略） 

 

第８節 自衛隊の災害派遣 

１～４（略） 

５ 活動の内容 

災害派遣活動は､人命又は財産の保護のために行う応急救援及び応急復旧が

終了するまでを限度とし、通常次のとおりとする。 

なお、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は､市町長等、警察官、海上保

安官がその場にいない場合、警戒区域の設定等の措置をとるとともに直ちに、

その旨を市町長に通知する。 

（１）～（８） （略） 

（９）炊飯及び給水 要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認め

る場合は、炊飯及び給水の支援を行う。 

（１０）～（１２） （略） 

６～８（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ（略） 

（２）（略） 

３～８（略） 

 

第７節（略） 

 

第８節 自衛隊の災害派遣 

１～４（略） 

５ 活動の内容 

災害派遣活動は､人命又は財産の保護のために行う応急救援及び応急復旧が

終了するまでを限度とし、通常次のとおりとする。 

なお、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は､市町長等、警察官、海上保

安官がその場にいない場合、警戒区域の設定等の措置をとるとともに直ちに、

その旨を市町長に通知する。 

（１）～（８） （略） 

（９）給食及び給水 要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認め

る場合は、給食及び給水の支援を行う。 

（１０）～（１２） （略） 

６～８（略） 
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第９節 避難誘導等 

１～６（略） 

７ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

ア～エ（略） 

 オ 避難所の運営 

○市町は、自主防災組織の会長や地域住民及び避難所となった学校等施設の 

管理者、ボランティア、避難所運営について専門性を有した外部支援者等の

協力を得て避難所を管理運営する。運営に当たっては各主体の役割分担を明

確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、避難者が相互に

助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、そ

の立ち上げを支援する。 

（略） 

◯市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のた

めに、専門家等との定期的な情報交換に努める。 

（略） 

カ～セ（略） 

（２）（略） 

８（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９節 避難誘導等 

１～６（略） 

７ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

ア～エ（略） 

 オ 避難所の運営 

○市町は、自主防災組織の会長や地域住民及び避難所となった学校等施設の 

管理者、避難所運営について専門性を有したＮＰＯ・ボランティア等の外部

支援者等の協力を得て避難所を管理運営する。運営に当たっては各主体の役

割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、避難

者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行で

きるよう、その立ち上げを支援する。 

（略） 

◯市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のた

めに、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換に努める。 

（略） 

カ～セ（略） 

（２）（略） 

８（略） 
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９ 帰宅困難者対策 

県及び市町は、施設管理者や事業者等と連携し、大規模災害時により交通が

途絶したときは、「むやみに移動しない」という基本原則の広報等により、一

斉帰宅の抑制を図るとともに、通勤、通学者や観光客等の徒歩での帰宅や移動

を支援するため、次の協定により協力を要請するなど、必要な帰宅困難者対策

に努める。 

また、必要に応じて、一時滞在施設の確保等の支援を行うとともに、一時滞

在施設の確保に当たっては、男女のニーズの違いや、要配慮者の多様なニーズ

に配慮した一時滞在施設の運営に努める。 

   災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０（略） 

 

第１０節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 帰宅困難者対策 

県及び市町は、施設管理者や事業者等と連携し、大規模災害時により交通が

途絶したときは、「むやみに移動しない」という基本原則の広報等により、一

斉帰宅の抑制を図るとともに、通勤、通学者や観光客等の徒歩での帰宅や移動

を支援するため、次の協定により協力を要請するなど、必要な帰宅困難者対策

に努める。 

また、必要に応じて、一時滞在施設の確保等の支援を行うとともに、一時滞

在施設の確保に当たっては、男女のニーズの違いや、要配慮者の多様なニーズ

に配慮した一時滞在施設の運営に努める。 

   災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０（略） 

 

第１０節（略） 
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第１１節 災害医療及び救急医療 

１～２（略） 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）～（２）（略） 

（３）石川ＤＭＡＴ指定病院 

 ア（略） 

 イ 石川ＤＭＡＴ指定病院は、県から「石川ＤＭＡＴの出動に関する協定書」

に基づく派遣要請があり、出動が可能と判断した場合には、石川ＤＭＡＴを

出動させる。 

石川ＤＭＡＴの出動に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ～オ（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１節 災害医療及び救急医療 

１～２（略） 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）～（２）（略） 

（３）石川ＤＭＡＴ指定病院 

 ア（略） 

 イ 石川ＤＭＡＴ指定病院は、県から「石川ＤＭＡＴの出動に関する協定書」

に基づく派遣要請があり、出動が可能と判断した場合には、石川ＤＭＡＴを

出動させる。 

    石川ＤＭＡＴの出動に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ～オ（略） 
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（４）災害拠点病院 

 ア 下記の災害拠点病院は、県から派遣要請があったときは、医療救護班を派

遣し、医療救護活動を行う。 

    災害拠点病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ～エ（略） 

（５）～（１０）（略） 

４～１２（略） 

 

第１２節～第１４節（略） 

 

第１５節 災害救助法の適用 

１～４（略） 

５ 災害救助法に基づく救助の実施 

（１）（略） 

（２）別紙「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準

について」の番号１、３から８まで及び１０から１４までに定める救助の他、

知事が必要と認めるものについては､知事は救助の内容及び当該救助を行う

期間を通知し､市町長が行うこととする。 

この場合においては、市町村長は、当該期間において当該事務を行わなけ

ればならない。（令第１７条第１項） 

（３）～（４）（略） 

６～７（略） 

 

 

 

（４）災害拠点病院 

 ア 下記の災害拠点病院は、県から派遣要請があったときは、医療救護班を派

遣し、医療救護活動を行う。 

    災害拠点病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ～エ（略） 

（５）～（１０）（略） 

４～１２（略） 

 

第１２節～第１４節（略） 

 

第１５節 災害救助法の適用 

１～４（略） 

５ 災害救助法に基づく救助の実施 

（１）（略） 

（２）別紙「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準

について」の番号１、２の一部、３から１４までに定める救助の他、知事が

必要と認めるものについては､知事は救助の内容及び当該救助を行う期間を

通知し､市町長が行うこととする。 

この場合においては、市町村長は、当該期間において当該事務を行わなけ

ればならない。（令第１７条第１項） 

（３）～（４）（略） 

６～７（略） 
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別紙 

 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準について 

                           令和元年１０月２３日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準について 

                            令和５年４月１日現在 
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第１６節～第１８節（略） 

 

第１９節 ライフライン施設の応急対策 

１～２（略） 

３ 通信施設 

（略） 

 ＮＴＴ西日本は、次の措置を講ずる。 

（１）～（６）（略） 

（新設） 

 

 

 

４～５（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１６節～第１８節（略） 

 

第１９節 ライフライン施設の応急対策 

１～２（略） 

３ 通信施設 

（略） 

 ＮＴＴ西日本は、次の措置を講ずる。 

（１）～（６）（略） 

 大規模災害時における相互連携に関する協定 

 

 

 

４～５（略） 
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第２０節～第２１節（略） 

 

第２２節 食料の供給 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）（略） 

（２）市町は、被災者及び災害応急対策現地従事者等に対して、必要に応じて食

料の確保状況等の情報を提供するとともに、炊出し等で給食の供給を実施す

る。 

なお、実施にあたっては、やむを得ず避難所に滞在することができない車

中避難者を含む避難所外避難者に対する食料の配布にも努める。 

 

 

３～６（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２０節～第２１節（略） 

 

第２２節 食料の供給 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）（略） 

（２）市町は、被災者及び災害応急対策現地従事者等に対して、必要に応じて食

料の確保状況等の情報を提供するとともに、炊出し等で給食の供給を実施す

る。 

なお、実施にあたっては、やむを得ず避難所に滞在することができない車

中避難者を含む避難所外避難者に対する食料の配布にも努める。 

また、避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセス

メントの実施，食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努める。 

３～６（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第２３節 生活必需品の供給 

１～２（略） 

３ 生活必需品等の確保 

（１）～（２）（略） 

 生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４～５（略） 

 

第２４節 障害物の除去 

１～６（略） 

７ 湛水、堆積土砂、その他障害物件の排除措置 

（１）～（２）（略） 

 

 

第２３節 生活必需品の供給 

１～２（略） 

３ 生活必需品等の確保 

（１）～（２）（略） 

 生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４～５（略） 

 

第２４節 障害物の除去 

１～６（略） 

７ 湛水、堆積土砂、その他障害物件の排除措置 

（１）～（２）（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（３）その他 

   立木等の障害物の除去は、（２）に準じて行う。 

（新設） 

 

 

 

８～１０（略） 

 

第２５節～第２７節（略） 

 

第２８節 ボランティア活動の支援 

１～５（略） 

６ 協力体制 

県は、災害ボランティア活動の円滑な実施のため、必要と認めるときは、次

の協定により協力を要請する。 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

第２９節～第３２節（略） 

 

 

第４章～第５章（略） 
 

（３）その他 

   立木等の障害物の除去は、（２）に準じて行う。 

災害時における応急対策業務等に関する協定 

 

 

 

８～１０（略） 

 

第２５節～第２７節（略） 

 

第２８節 ボランティア活動の支援 

１～５（略） 

６ 協力体制 

県は、災害ボランティア活動の円滑な実施のため、必要と認めるときは、次

の協定により協力を要請する。 

（略） 

   災害時等における被災者の避難生活への支援、生活再建及び被災地の復旧

復興に係る連携・協力に関する協定 

 

 

 

 

   災害ボランティア活動への支援に関する協定 

 

 

 

 

第２９節～第３２節（略） 

 

 

第４章～第５章（略） 
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参考１－２ 

石川県地域防災計画（津波災害対策編）修正（案） 新旧対照表 

現       行 修   正   案 備 考 

 

 
 
 
                                

石川県地域防災計画 
 

津波災害対策編 
 
 

（令和４年修正） 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                       
                                                                
 
                                                                       

石川県地域防災計画 
 

津波災害対策編 
                  
 

（令和５年修正） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 
 

第 1 章 総則 
 

第１節～第２節（略） 

 

第３節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関の管理者は、それぞれの所掌事務又は業務を

通じて石川県の地域に係る津波防災に寄与すべきものである。それぞれが

津波防災に関して処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節～第５節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1 章 総則 
 

第１節～第２節（略） 

 

第３節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関の管理者は、それぞれの所掌事務又は業務を

通じて石川県の地域に係る津波防災に寄与すべきものである。それぞれが

津波防災に関して処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節～第５節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 
 

第２章 津波災害予防計画 
 

【津波災害予防計画の体系】 

津波から県民の生命と財産を守り、安全で安心な県土づくり実現のために、県、

市町及び防災関係機関等は、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの津波を想定

したうえで、住民等の避難を軸としたソフト対策と海岸保全施設等の整備といっ

たハード対策を柔軟に組み合わせて総動員する「多重防御」による地域づくりを

推進し、一丸となって津波予防対策を講じる。 

また、災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合も

あることから、ソフト施策を可能な限りすすめ、ハード・ソフトを組み合わせて

一体的に災害対策を推進する。 

なお、最新の科学的知見を総動員し、起こり得る災害及びその災害によって引

き起こされる被害を的確に想定するとともに、過去に起こった大規模災害の教訓

を踏まえ、絶えず災害対策の改善を図ることとする。 

 

（略） 

第１節 防災知識の普及 

１（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第２章 津波災害予防計画 

 
【津波災害予防計画の体系】 

津波から県民の生命と財産を守り、安全で安心な県土づくり実現のために、県、

市町及び防災関係機関等は、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの津波を想定

したうえで、住民等の避難を軸としたソフト対策と海岸保全施設等の整備といっ

たハード対策を柔軟に組み合わせて総動員する「多重防御」による地域づくりを

推進し、一丸となって津波予防対策を講じる。 

また、災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合も

あることから、ソフト施策を可能な限りすすめ、ハード・ソフトを組み合わせて

一体的に災害対策を推進し、津波に関する防災教育，訓練，津波からの避難の確

保等を効果的に実施するため，津波対策にデジタル技術を活用するよう努める。 

なお、最新の科学的知見を総動員し、起こり得る災害及びその災害によって引

き起こされる被害を的確に想定するとともに、過去に起こった大規模災害の教訓

を踏まえ、絶えず災害対策の改善を図ることとする。 

（略） 

第１節 防災知識の普及 

１（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

２ 津波ハザードマップの作成、周知 

市町は、県の示す津波浸水想定区域図に基づき、津波ハザードマップを作成、

公開するとともに、住民に配布し、津波ハザードマップを活用した地域学習や

防災訓練の継続的な実施を推することにより、津波ハザードマップの正しい理

解と普及啓発に努める。 

なお、津波ハザードマップが安心マップとならないよう、あわせてその特性

や限界を住民に周知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３（略） 

４ 学校教育における防災教育 

児童生徒が正しい防災知識を身につけることは、将来の津波災害に強い県民

を育成する上で重要である。 

そのため、教育委員会及び学校長は、学校における防災訓練等をより実践的

なものにするとともに、住んでいる地域の特徴や過去の津波の教訓等について

も、学校の教育活動全体を通じて、継続的な防災教育を推進する。 

なお、防災教育を含めた安全教育については、各学校で「学校安全計画」、

「危機管理マニュアル」を点検し、教職員の共通理解の下で、学校全体で取り

組みを進める。 

 

（１）～（２）（略） 

５～７（略） 

 

 

 

 

 

 

２ 津波災害警戒区域の指定、津波ハザードマップの作成、周知 

県は，津波浸水想定を踏まえ，住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれ

があると認められる区域を津波災害警戒区域に指定し，津波発生時の警戒避難

体制の整備に努めるものとする。 

  市町は、津波災害警戒区域の指定のあったときは，市町地域防災計画におい

て，当該区域ごとに，津波に関する情報，予報及び警報伝達に関する事項，避

難場所及び避難経路に関する事項，津波避難訓練に関する事項，地下街等（地

下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設）又は主とし

て防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設，学校，医療施設の名称及

び所在地等について定めるものとする。 

  このほか市町においては、県の示す津波災害警戒区域図に基づき、津波ハザ

ードマップを作成、公開するとともに、住民に配布し、津波ハザードマップを

活用した地域学習や防災訓練の継続的な実施を推することにより、津波ハザー

ドマップの正しい理解と普及啓発に努める。 

なお、津波ハザードマップが安心マップとならないよう、あわせてその特性

や限界を住民に周知する。 

３（略） 

４ 学校教育における防災教育 

児童生徒が正しい防災知識を身につけることは、将来の津波災害に強い県民

を育成する上で重要である。 

そのため、教育委員会及び学校長は、学校における防災訓練等では、消防団

員等が参画した体験的・実践的なものにするとともに、住んでいる地域の特徴

や過去の津波の教訓等についても、学校の教育活動全体を通じて、継続的な防

災教育を推進する。 

なお、防災教育を含めた安全教育については、様々な機会における指導を密

接に関連付けながら、学校安全計画に位置づけ、教職員の共通理解の下で、学

校全体で取り組みを進める。 

（１）～（２）（略） 

５～７（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第２節 県民及び事業者等のとるべき措置 

１（略） 

２ 県民のとるべき措置 

  平素から次のことに留意し、万一の場合に備えておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３～４（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 県民及び事業者等のとるべき措置 

１（略） 

２ 県民のとるべき措置 

  平素から次のことに留意し、万一の場合に備えておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３～４（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第３節 自主防災組織の育成 

１（略） 

２ 地域住民等の自主防災組織 

（１）組織の育成 

県及び市町は、住民の自主的な防災組織の重要性を認識し、多様な世代が

参加できるような地域ぐるみの自主防災組織の設立や意識啓発及び防災リ

ーダー等の育成、強化を図り、組織率の向上、活動の活性化及び地域ごとの

連携を促進する。 

その際、自主防災組織が有効に機能し、円滑な避難や避難所運営が行われ

るためには、地域の実情を把握し防災知識等を有する防災士等の防災リーダ

ーが必要であることから、自主防災組織リーダー育成研修会の実施などを通

じてその計画的な育成に努めるとともに、フォローアップ研修を通じて、そ

の技術・技能の維持向上を図る。 

なお、特に女性防災士の育成など女性の参画促進や、地域の実情に応じた

防災資機材の整備に努めるものとし、必要な財政措置等を講ずる。 

また、県は、自主防災組織アドバイザー派遣制度を活用するなど、自主防

災組織のより一層の結成促進を図るとともに、「自主防災組織活動マニュア

ル」を作成し、活動内容の充実を図る。 

（新設） 

 

 

 

 

 

（２）～（４）（略） 

３（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 自主防災組織の育成 

１（略） 

２ 地域住民等の自主防災組織 

（１）組織の育成 

県及び市町は、住民の自主的な防災組織の重要性を認識し、多様な世代が

参加できるような地域ぐるみの自主防災組織の設立や意識啓発及び防災リ

ーダー等の育成、強化を図り、組織率の向上、活動の活性化及び地域ごとの

連携を促進する。 

その際、自主防災組織が有効に機能し、円滑な避難や避難所運営が行われ

るためには、地域の実情を把握し防災知識等を有する防災士等の防災リーダ

ーが必要であることから、自主防災組織リーダー育成研修会の実施などを通

じてその計画的な育成に努めるとともに、フォローアップ研修を通じて、そ

の技術・技能の維持向上を図る。 

なお、特に女性防災士の育成など女性の参画促進や、地域の実情に応じた

防災資機材の整備に努めるものとし、必要な財政措置等を講ずる。 

また、県は、自主防災組織アドバイザー派遣制度を活用するなど、自主防

災組織のより一層の結成促進を図るとともに、「自主防災組織活動マニュア

ル」を作成し、活動内容の充実を図る。 

防災分野における連携に関する協定 

 

 

 

 

 

（２）～（４）（略） 

３（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１ 基本方針 

（１）（略） 

（２）県及び市町は、防災ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・ボラ

ンティア等の三者で連携し、平常時の登録、研修や訓練の制度、災害時にお

ける防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボランティア活

動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等につ

いて整備を推進するとともに、そのための意見交換を行う情報共有会議の整

備・強化を、研修や訓練を通じて推進する。 

 

２～３（略） 

４ 防災ボランティアの育成 

（１）（略） 

（２）県及び市町は、防災ボランティア活動に関する普及啓発を行い、県民や学

生、企業、ＮＰＯ・ボランティア等に積極的に参加を呼びかける。 

（新設） 

 

 

 

（３）～（５）（略） 

 

第５節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１ 基本方針 

（１）（略） 

（２）県及び市町は、防災ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・ボラ

ンティア等の三者で連携し、平常時の登録、ボランティア活動や避難所運営

等に関する研修や訓練の制度、災害時における防災ボランティア活動の受入

れや調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確

保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、そ

のための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて

推進する。 

２～３（略） 

４ 防災ボランティアの育成 

（１）（略） 

（２）県及び市町は、防災ボランティア活動に関する普及啓発を行い、県民や学

生、企業、ＮＰＯ・ボランティア等に積極的に参加を呼びかける。 

    防災分野における連携に関する協定 

 

 

 

（３）～（５）（略） 

 

第５節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第６節 防災体制の整備 

１ 基本方針 

津波災害時における応急、復旧対策を円滑に推進するには、平常時から防災

に係る組織体制の整備、充実に努めるとともに、各対策に必要な機能をできる

限り集約化していくことが必要である。このため、県及び市町は、応急復旧活

動のみならず、予防活動にも活用できる拠点として防災活動施設を整備する。 

また、県、市町及び防災関係機関は、それぞれの機関の防災中枢機能を果た

す施設・設備の充実及び災害に対する安全性の確保、総合的な防災機能を有す

る拠点・街区の整備、推進に努めるとともに、保有する施設・設備について、

代替エネルギーシステムや電動車の活用を含め自家発電設備、LPガス災害用バ

ルク、燃料貯蔵設備等の整備を図り、十分な期間（最低３日間）の発電が可能

となるような燃料の備蓄等を行い、平常時から点検、訓練等に努める。 

さらに、地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により

地域の防災力向上を図るため、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現

場における女性や高齢者、障害者などの参画を拡大し、男女共同参画その他の

多様な視点を取り入れた防災体制の確立に努めるほか、令和２年における新型

コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑制など

感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する。 

 

２ 県の活動体制 

（１）～（２）（略） 

（３）市町、防災関係機関等との緊急連絡体制等の構築 

 ア～エ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

（４）～（９）（略） 

（新設） 

 

 

 

（１０）～（１５）（略） 

 

第６節 防災体制の整備 

１ 基本方針 

津波災害時における応急、復旧対策を円滑に推進するには、平常時から防災

に係る組織体制の整備、充実に努めるとともに、各対策に必要な機能をできる

限り集約化していくことが必要である。このため、県及び市町は、応急復旧活

動のみならず、予防活動にも活用できる拠点として防災活動施設を整備する。 

また、県、市町及び防災関係機関は、それぞれの機関の防災中枢機能を果た

す施設・設備の充実及び災害に対する安全性の確保、総合的な防災機能を有す

る拠点・街区の整備、推進に努めるとともに、保有する施設・設備について、

再生可能エネルギー等の代替エネルギーシステムや電動車の活用を含め自家

発電設備、LPガス災害用バルク、燃料貯蔵設備等の整備を図り、十分な期間（最

低３日間）の発電が可能となるような燃料の備蓄等を行い、平常時から点検、

訓練等に努める。 

さらに、地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により

地域の防災力向上を図るため、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現

場における女性や高齢者、障害者などの参画を拡大し、男女共同参画その他の

多様な視点を取り入れた防災体制の確立に努めるほか、令和２年における新型

コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑制など

感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する。 

２ 県の活動体制 

（１）～（２）（略） 

（３）市町、防災関係機関等との緊急連絡体制等の構築 

 ア～エ（略） 

 オ 県は，他の関係機関と連携の上，災害時に発生する状況を予め想定し，各

機関が実施する災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）

を作成するよう努める。また，災害対応の検証等を踏まえ，必要に応じて同

計画の見直しを行うとともに，平時から訓練や研修等を実施し，同計画の効

果的な運用に努める。 

（４）～（９）（略） 

（１０）安否不明者の氏名等の公表等 

   県は，発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）の氏名等の

公表や安否情報の収集・精査等を行う場合に備え，市町と連携の上，あらか

じめ一連の手続等について整理し，明確にしておくよう努める。 

（１１）～（１６）（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（１６）災害廃棄物の処理体制の整備 

県は、災害廃棄物等の処理に関する基本方針を策定し、市町等へ周知を図

るとともに、大量の災害廃棄物の発生に備え、国、関係機関等とともに、広

域的な連携体制の整備に努める。 

また、県は、災害廃棄物に関する情報や中部ブロック協議会の取組等に関

して、ホームページ等において公開する等、周知に努める。 

 

 

（１７）（略） 

３ 市町の活動体制 

（１）（略） 

（２）国、県との連絡体制等の整備 

 市町は、避難指示を行う際に、国又は県に必要な助言を求めることができ

るよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共

有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておく。 

（新設） 

 

 

 

 

（３）～（１６）（略） 

４～５（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１７）災害廃棄物の処理体制の整備 

県は、災害廃棄物等の処理に関する基本方針を策定し、市町等へ周知を図

るとともに、大量の災害廃棄物の発生に備え、国、関係機関等とともに、広

域的な連携体制の整備に努める。 

また、県は、災害廃棄物に関する情報のほか、災害廃棄物処理支援ネット

ワーク（D.Waste-Net）、災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）、中部

ブロック協議会の取組等に関して、ホームページ等において公開する等、周

知に努める。 

（１８）（略） 

３ 市町の活動体制 

（１）（略） 

（２）国、県との連絡体制等の整備 

ア 市町は、避難指示を行う際に、国又は県に必要な助言を求めることができ

るよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共

有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておく。 

イ 市町は，他の関係機関と連携の上，災害時に発生する状況を予め想定し，

各機関が実施する災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライ

ン）を作成するよう努める。また，災害対応の検証等を踏まえ，必要に応じ

て同計画の見直しを行うとともに，平時から訓練や研修等を実施し，同計画

の効果的な運用に努める。 

（３）～（１６）（略） 

４～５（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第７節 通信及び放送施設災害予防 

１（略） 

２ 通信用施設設備の整備 

（１）県の整備 

県は、有線通信の途絶に備えて、市町及び防災関係機関に対する災害時に

おける迅速かつ的確な無線通信による情報の収集、伝達を図るため、衛星携

帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、防災行政無線のほか、

可搬型衛星無線等の整備を図る。 

また、ヘリコプターテレビシステム、高所監視カメラ、救急医療情報シス

テム等の整備の充実を図るほか、被災市町から県への被災状況の報告ができ

ない場合を想定し、県職員が情報収集のため被災地に赴く場合に、どのよう

な内容の情報をどのような手段で収集するかなどを定めるよう努めるなど、

情報の収集、伝達に万全を期す。 

（２）市町の整備 

ア 市町は、住民等に対する災害時の情報の迅速かつ的確な収集、伝達を図る

ため、地域の実情に応じて、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、全国瞬

時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭを

含む。）、衛星携帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ソー

シャルメディア、ワンセグ、Ｌアラート（災害情報共有システム）等の多様

な情報伝達手段の整備促進を図り、通信の確保に努める。 

また、ＩＰ通信網やケーブルテレビ網等のほか、ヘリコプター映像等の外

部からの被災情報を入手するため、防災行政無線衛星系（VSAT）の活用を図

る。 

さらに、孤立化が懸念される山間地集落等には、衛星携帯電話等の災害に

強い通信機器の配備に努める。 

 

イ（略） 

（３）～（６）（略） 

３～４（略） 

 

 

 

 

 

 

第７節 通信及び放送施設災害予防 

１（略） 

２ 通信用施設設備の整備 

（１）県の整備 

県は、有線通信の途絶に備えて、市町及び防災関係機関に対する災害時に

おける迅速かつ的確な無線通信による情報の収集、伝達を図るため、衛星携

帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ

－ＬＴＥ）、防災行政無線のほか、可搬型衛星無線等の整備を図る。 

また、ヘリコプターテレビシステム、高所監視カメラ、救急医療情報シス

テム等の整備の充実を図るほか、被災市町から県への被災状況の報告ができ

ない場合を想定し、県職員が情報収集のため被災地に赴く場合に、どのよう

な内容の情報をどのような手段で収集するかなどを定めるよう努めるなど、

情報の収集、伝達に万全を期す。 

（２）市町の整備 

ア 市町は、住民等に対する災害時の情報の迅速かつ的確な収集、伝達を図る

ため、地域の実情に応じて、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、全国瞬

時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭを

含む。）、衛星携帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、公共

安全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ）、ソーシャルメディア、ワンセグ、Ｌアラート

（災害情報共有システム）等の多様な情報伝達手段の整備促進を図り、通信

の確保に努める。 

また、ＩＰ通信網やケーブルテレビ網等のほか、ヘリコプター映像等の外

部からの被災情報を入手するため、防災行政無線衛星系（VSAT）の活用を図

る。 

さらに、孤立化が懸念される山間地集落等には、衛星携帯電話等の災害に

強い通信機器の配備に努める。 

イ（略） 

（３）～（６）（略） 

３～４（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第８節 消防力の充実、強化 

１～６（略） 

７ 救助・救急体制の整備 

（１）（略） 

（２）体制の整備 

ア 県及び市町は、職員の安全確保を図りつつ、効率的な救助・救急活動を行

うため、関係省庁との連携体制の強化を図るとともに、職員の教育訓練を行

い、救助・救急機能の強化を図る。 

 

イ（略） 

 

第９節（略） 

 

第１０節 避難体制の整備 

１（略） 

２ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定等 

（１）（略） 

（２）指定避難所 

ア～キ（略） 

（新設） 

 

ク～ス（略） 

（３）（略） 

（４）避難指示の発令基準の策定等 

ア 市町長は、避難指示の意思決定を迅速・的確に実施するため、津波警報等

が発表された場合に直ちに避難指示を発令することを基本とした具体的な

避難指示の発令基準を設定するとともに、必要に応じて見直すよう努める。

また、市町は、首長不在時における発災に備え、避難指示発令に係る代理規

程を整備する。 

 

イ～ウ（略） 

３～９（略） 

 

 

 

第８節 消防力の充実、強化 

１～６（略） 

７ 救助・救急体制の整備 

（１）（略） 

（２）体制の整備 

ア 県及び市町は、職員の安全確保を図りつつ、効率的な救助・救急活動を行

うため、「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸成するよう努め、関係省庁

との連携体制の強化を図るとともに、職員の教育訓練を行い、救助・救急機

能の強化を図る。 

イ（略） 

 

第９節（略） 

 

第１０節 避難体制の整備 

１（略） 

２ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定等 

（１）（略） 

（２）指定避難所 

ア～キ（略） 

 ク 停電時に施設・設備の機能が確保されるよう，再生可能エネルギーの活用

を含めた非常用発電設備等の整備に努める。 

ケ～セ（略） 

（３）（略） 

（４）避難指示の発令基準の策定等 

ア 市町長は、避難指示の意思決定を迅速・的確に実施するため、津波警報等

が発表された場合に直ちに避難指示を発令することを基本とし、津波警報等

で発表される津波高に応じた発令対象区域を定めるなど、具体的な避難指示

の発令基準を設定するとともに、必要に応じて見直すよう努める。また、市

町は、首長不在時における発災に備え、避難指示発令に係る代理規程を整備

する。 

イ～ウ（略） 

３～９（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第１１節 要配慮者対策 

１（略） 

２ 要配慮者対策 

（１）～（６）（略） 

（７）福祉避難所の指定 

市町は、高齢者や障害者等は避難所内の一般避難スペースでは健康の維持

・確保が困難な要素が多いことから、地区ごとの福祉避難所の指定を進める。 

 

 ア～ウ（略） 

（新設） 

 

また、受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、必

要に応じて、福祉避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示する

ほか、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計

画等により、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難す

ることができるよう努める。 

（８）～（９）（略） 

３～４（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１節 要配慮者対策 

１（略） 

２ 要配慮者対策 

（１）～（６）（略） 

（７）福祉避難所の指定 

市町は、高齢者や障害者、医療的ケアを必要とする者等は避難所内の一般

避難スペースでは健康の維持・確保が困難な要素が多いことから、地区ごと

の福祉避難所の指定を進める。 

 ア～ウ（略） 

 エ 医療的ケアを必要とする者に対しては，人工呼吸器や吸引器等の医療機器

の電源の確保等の必要な配慮をするよう努めること。 

また、受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、必

要に応じて、福祉避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示する

ほか、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計

画等により、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難す

ることができるよう努める。 

（８）～（９）（略） 

３～４（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第１２節 緊急輸送体制の整備 

１ 基本方針 

道路管理者は、想定津波による浸水範囲を考慮したうえで、災害応急対策を

実施するための要員及び物資等の輸送に必要な緊急輸送道路を定め、整備に努

める。また、緊急輸送道路について、災害時の交通の確保を図るため、必要に

応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、無電柱化

の促進を図るものとする。 

県及び市町は、多重化や代替性・利便性等を考慮しつつ、災害発生時の緊急

輸送活動のために確保すべき道路、港湾、漁港、飛行場等の輸送施設及びトラ

ックターミナル、卸売市場、展示場、体育館等の輸送拠点、ヘリコプター臨時

離着陸場（以下「臨時離着陸場」という。）の適地をあらかじめ把握しておき、

緊急事態に備えるとともに、大量輸送を行うための船舶の確保や港湾、漁港の

整備を図る。 

また、県及び市町は、関係機関と協議の上、県が開設する広域物資輸送拠点、

市町が開設する地域内輸送拠点を経て、各避難所に支援物資を届ける緊急輸送

ネットワークの形成を図るとともに、指定公共機関その他の関係機関等に対す

る周知徹底に努める。 

 

２～３（略） 

４ 港湾・漁港の整備 

（１）港湾等管理者は、人員・物資及び復旧用資機材等の海路による輸送の機能

を確保するため、岸壁・道路等の耐震性を強化する。 

また、緊急物資の集積及び住民の避難等のための広場等についても整備を

図る。 

 

 

（２）（略） 

５（略） 

 

 

 

 

 

 

 

第１２節 緊急輸送体制の整備 

１ 基本方針 

道路管理者は、想定津波による浸水範囲を考慮したうえで、災害応急対策を

実施するための要員及び物資等の輸送に必要な緊急輸送道路を定め、整備に努

める。また、緊急輸送道路について、災害時の交通の確保を図るため、必要に

応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、国が促進

する一般送配電事業者，電気通信事業者における無電柱化の取組と連携しつ

つ、無電柱化の促進を図るものとする。 

県及び市町は、多重化や代替性・利便性等を考慮しつつ、災害発生時の緊急

輸送活動のために確保すべき道路、港湾、漁港、飛行場等の輸送施設及びトラ

ックターミナル、卸売市場、展示場、体育館等の輸送拠点、ヘリコプター臨時

離着陸場（以下「臨時離着陸場」という。）の適地をあらかじめ把握しておき、

緊急事態に備えるとともに、大量輸送を行うための船舶の確保や港湾、漁港の

整備を図る。 

また、県及び市町は、関係機関と協議の上、県が開設する広域物資輸送拠点、

市町が開設する地域内輸送拠点を経て、各避難所に支援物資を届ける緊急輸送

ネットワークの形成を図るとともに、指定公共機関その他の関係機関等に対す

る周知徹底に努める。 

２～３（略） 

４ 港湾・漁港の整備 

（１）港湾等管理者は、人員・物資及び復旧用資機材等の海路による輸送の機能

を確保するため、岸壁・道路等の耐震性を強化する。緊急物資の集積及び住

民の避難等のための広場等についても整備を図る。 

また、港湾管理者は北陸地域港湾の事業継続協議会により、港湾相互間の

広域的な連携による航路啓開等の港湾機能の維持・継続のための対策を検討

し、緊急輸送の確保に関する広域的な体制の構築等、必要な対策を講じる。 

（２）（略） 

５（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 
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現       行 修   正   案 備 考 

第１３節～第１７節（略） 

 
【津波災害に強い県土づくり】 

「津波災害に強い県土づくり」のために、公共施設や多くの人が集まる施設な

どをはじめとした建物の安全化や河川管理施設などの公共構造物、ライフライン

などの公共的施設の安全化及び急傾斜地崩壊対策事業などその他の県土保全事

業を計画的かつ総合的に推進する。 

また、県は、津波による危険の著しい区域については、人的災害を防止するた

め、津波災害特別警戒区域や災害危険区域の指定について検討を行い、必要な措

置を講ずるものとする。 

さらに、市町は、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画（推進計

画）を作成し、海岸保全施設等、海岸防災林や避難施設の配置、土地利用や警戒

避難体制の整備等についての総合ビジョンを示すことに努める。 

 

 

（略） 

 

第１８節（略） 

 

第１９節 

１～５（略） 

６ 電力施設の整備対策 

電力供給事業者は、津波災害時における電力の供給を確保するため、電力施

設の耐震性・耐浪性の強化を図るとともに、平常時から電力設備の防護対策に

努める。 

また、県、電力供給事業者及び電気通信事業者は、倒木等により電力供給網

に支障が生じることへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による

予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた、相互の連携の拡大に努める。

なお、事前伐採等の実施に当たっては、市町との協力に努める。 

（１）～（２）（略） 

（略） 

（新設） 

 

 

 

第１３節～第１７節（略） 

 

【津波災害に強い県土づくり】 

「津波災害に強い県土づくり」のために、公共施設や多くの人が集まる施設な

どをはじめとした建物の安全化や河川管理施設などの公共構造物、ライフライン

などの公共的施設の安全化及び急傾斜地崩壊対策事業などその他の県土保全事

業を計画的かつ総合的に推進する。 

また、県は、津波による危険の著しい区域については、人的災害を防止するた

め、津波災害特別警戒区域や災害危険区域の指定について検討を行い、必要な措

置を講ずるものとする。 

さらに、市町は、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画（推進計

画）を作成し、海岸保全施設等、海岸防災林や避難施設の配置、土地利用や警戒

避難体制の整備等についての総合ビジョンを示すことに努める。なお、県及び市

町は、地域の特性に応じた避難施設，避難路等の整備の推進に配慮するよう努め

る。 

（略） 

 

第１８節（略） 

 

第１９節 公共施設災害予防 

１～５（略） 

６ 電力施設の整備対策 

電力供給事業者は、津波災害時における電力の供給を確保するため、電力施

設の耐震性・耐浪性の強化を図るとともに、平常時から電力設備の防護対策に

努める。 

また、県、電力供給事業者及び電気通信事業者は、倒木等により電力供給網

に支障が生じることへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による

予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた、相互の連携の拡大に努める。

なお、事前伐採等の実施に当たっては、市町との協力に努める。 

（１）～（２）（略） 

（略） 

 災害時における応急対策業務等に関する協定 
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現       行 修   正   案 備 考 

７ 通信施設の整備対策 

津波災害時における通信機能の確保は、社会的な混乱の防止、災害対策の迅

速かつ的確な実施の上からも極めて重要であり、非常用電源の整備等による通

信設備の防災対策、電信電話、専用通信、放送等の安全な設置場所の確保など

による施設設備の安全性の確保及び耐震化、耐浪化、耐火並びに多ルート化に

努める。 

また、県、電力供給事業者及び電気通信事業者は、倒木等により電力供給網

に支障が生じることへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による

予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた、相互の連携の拡大に努める。

なお、事前伐採等の実施に当たっては、市町との協力に努める。 

（１）～（５）（略） 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

８～９（略） 

１０ 農地、農業用施設整備対策 

農地及び排水機、樋門、ため池、水路等の農業用施設の災害は、一般公共

用施設等にも広く被害を及ぼすおそれがあるため、平素から適切な管理を実

施するとともに、老朽化施設等の改修、整備に努める。また、農業上の利用

がなくなり、適切な管理が困難なため池については、廃止を進める。 

 

１１（略） 

 

第２０節（略） 

 
 
 
 
 
 

７ 通信施設の整備対策 

津波災害時における通信機能の確保は、社会的な混乱の防止、災害対策の迅

速かつ的確な実施の上からも極めて重要であり、非常用電源の整備等による通

信設備の防災対策、電信電話、専用通信、放送等の安全な設置場所の確保など

による施設設備の安全性の確保及び耐震化、耐浪化、耐火並びに多ルート化に

努める。 

また、県、電力供給事業者及び電気通信事業者は、倒木等により電力供給網

に支障が生じることへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による

予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた、相互の連携の拡大に努める。

なお、事前伐採等の実施に当たっては、市町との協力に努める。 

（１）～（５）（略） 

 災害時における応急対策業務等に関する協定 

 

 

 

 大規模災害時における相互連携に関する協定 

 

 

 

８～９（略） 

１０ 農地、農業用施設整備対策 

農地及び排水機、樋門、ため池、水路等の農業用施設の災害は、一般公共

用施設等にも広く被害を及ぼすおそれがあるため、平素から適切な管理を実

施するとともに、施設の耐震化、老朽化施設等の改修、整備に努める。また、

農業上の利用がなくなり、適切な管理が困難なため池については、廃止を進

める。 

１１（略） 

 

第２０節（略） 

 

 
 
 
 
 

協 定 者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ

石川県 石川県森林組合連合会 R4.12. 2 076-237-0121 076-237-6004
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現       行 修   正   案 備 考 

 
 

第３章 津波災害応急対策計画 
 

第１節 初動体制の確立 

１～８（略） 

９ 受援体制の確立 

（１）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるとき、次の応援

協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

ア 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定（本章第 12 節「避難誘導等」

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ～シ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

ス～ナ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 ニ～ホ（略） 

 
 

第３章 津波災害応急対策計画 
 

第１節 初動体制の確立 

１～８（略） 

９ 受援体制の確立 

（１）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるとき、次の応援

協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

ア 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定（本章第 9 節「避難誘導等」

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ～シ（略） 

ス 災害時における応急対策業務等に関する協定 

（本章第 19 節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

セ～ニ（略） 

 ヌ 災害時における応急対策業務等に関する協定 

（本章第 24 節「障害物の除去」参照） 

 

 

 

 ネ～ミ（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 マ～ミ（略） 

（７）職員の派遣の要請等 

 ア 職員の派遣の要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは災害対策基本法第29

条に基づき、知事は指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に、市町長

は指定地方行政機関の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請する。 

また、知事及び市町長は、必要に応じ、地方自治法第252条の17に基づき、

他の都道府県知事又は他の市町長に対し、職員の派遣を要請する。 

なお、要請に当たっては、知事又は市町長は次の事項を明らかにする。 

 

 

（ア）～（オ）（略） 

イ（略） 

（８）（略） 

１０～１１（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ム 災害時等における被災者の避難生活への支援、生活再建及び被災地の復旧 

復興に係る連携・協力に関する協定 

（本章第 28 節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 

メ 災害ボランティア活動への支援に関する協定 

（本章第 28 節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 

モ～ヤ（略） 

（７）職員の派遣の要請等 

 ア 職員の派遣の要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは災害対策基本法第29

条に基づき、知事は指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に、市町長

は指定地方行政機関の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請する。 

また、知事及び市町長は、必要に応じ、地方自治法第252条の17に基づき、

他の都道府県知事又は他の市町長に対し、職員の派遣を要請する。 

特に、技術職員の派遣を求める場合においては、復旧・復興支援技術職員

派遣制度を活用する。なお、要請に当たっては、知事又は市町長は次の事項

を明らかにする。 

（ア）～（オ）（略） 

イ（略） 

（８）（略） 

１０～１１（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第２節 大津波警報・津波警報・注意報の発表 

１～３（略） 

４ 津波に関する予報の伝達 

（１）（略） 

（２）津波警報等の伝達 

 ア（略） 

 イ 警察本部、ＮＴＴ西日本金沢支店、放送機関、県 

（ア） 警察本部、ＮＴＴ西日本金沢支店は他のすべての通信を中断して関係

市町へ伝達し、放送機関は番組を中断して放送する。 

（イ）（略） 

 ウ～オ（略） 

５～７（略） 

第３節 災害情報の収集・伝達 

１～２（略） 

３ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）～（４）（略） 

（５）安否情報の収集等 

（新設） 

 

県及び市町は、武力攻撃事態等における安否情報の収集・提供システム等

を活用し、安否情報の収集等を行うものとする。 

（新設） 

 

 

 

（６）～（８）（略） 

４（略） 

 

第４節（略） 

 

 

 

 

 

 

第２節 大津波警報・津波警報・注意報の発表 

１～３（略） 

４ 津波に関する予報の伝達 

（１）（略） 

（２）津波警報等の伝達 

 ア（略） 

 イ 警察本部、ＮＴＴ西日本北陸支店、放送機関、県 

（ア） 警察本部、ＮＴＴ西日本北陸支店は他のすべての通信を中断して関係

市町へ伝達し、放送機関は番組を中断して放送する。 

（イ）（略） 

 ウ～オ（略） 

５～７（略） 

第３節 災害情報の収集・伝達 

１～２（略） 

３ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）～（４）（略） 

（５）安否情報の収集等 

ア 市町は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者について、関係機関の

協力を得て、積極的に情報収集を行う。 

イ 県及び市町は、武力攻撃事態等における安否情報の収集・提供システム等

を活用し、安否情報の収集等を行うものとする。 

ウ 県は，要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円滑化のために必

要と認めるときは，市町と連携の上，安否不明者の氏名等を公表し，その安

否情報を収集・精査することにより，速やかな安否不明者の絞り込みに努め

る。 

（６）～（８）（略） 

４（略） 

 

第４節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第５節 消防防災ヘリコプターの活用 

１～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集，救助・救急、消火、

医療等の各種活動のための航空機の運用に関し、災害対策本部内に航空機の運

用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地対策本部と連携して必要

な調整を行う。 

航空運用調整班は、防災関係機関の航空機運用関係者などの参画を得て、各

機関の航空機の安全・円滑な運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを

行う。また、必要に応じ自衛隊による局地情報提供に関する調整を行う。 

 

 

 

 

 

第６節 災害広報 

１（略） 

２ 広報機関 

（１）県災害対策本部設置の場合 

 ア 災害対策本部設置時には、危機管理班と広報班（県民文化スポーツ部）が

協力して被害状況その他の災害情報を収集し、その広報は、広報班が行う。 

 イ（略） 

（２）（略） 

３～７（略） 

 

第７節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 消防防災ヘリコプターの活用 

１～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集，救助・救急、消火、

医療等の各種活動のための航空機及び無人航空機の運用に関し、災害対策本部

内に航空機の運用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地対策本部

と連携して必要な調整を行う。 

航空運用調整班は、防災関係機関の航空機運用関係者などの参画を得て、各

機関の航空機の安全・円滑な運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを

行う。必要に応じ自衛隊による局地情報提供に関する調整を行う。 

また、災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図るため，必要に応じて，

国土交通省に対して緊急用務空域の指定を依頼する。なお，同空域が指定され

た際には，指定公共機関，報道機関等からの無人航空機の飛行許可申請に係る

調整を行う。 

 

第６節 災害広報 

１（略） 

２ 広報機関 

（１）県災害対策本部設置の場合 

 ア 災害対策本部設置時には、危機管理班と戦略広報班（総務部）が協力して

被害状況その他の災害情報を収集し、その広報は、戦略広報班が行う。 

 イ（略） 

（２）（略） 

３～７（略） 

 

第７節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第８節 自衛隊の災害派遣 

１～４（略） 

５ 活動の内容 

災害派遣活動は､人命又は財産の保護のために行う応急救援及び応急復旧が

終了するまでを限度とし、通常次のとおりとする。 

なお、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は､市町長等、警察官、海上保

安官がその場にいない場合、警戒区域の設定等の措置をとるとともに直ちに、

その旨を市町長に通知する。 

（１）～（８） （略） 

（９）炊飯及び給水 要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認め

る場合は、炊飯及び給水の支援を行う。 

（１０）～（１２） （略） 

６～８（略） 

 

第９節 避難誘導等 

１（略） 

２ 避難の指示の実施 

（１）～（５）（略） 

（６）相互の連絡協力 

（１）から（５）に掲げる者は、それぞれの措置をとった場合は、相互に

通知､報告するとともに、避難の措置が迅速かつ適切に実施されるよう協力

する。 

また、県及び指定地方行政機関は、市町から求めがあった場合には、避難

指示の対象地域、判断時期等について助言する。また、県は、時機を失する

ことなく避難指示が発令されるよう、市町に積極的に助言する。 

 

 

（７）（略） 

３～６（略） 

 

 

 

 

第８節 自衛隊の災害派遣 

１～４（略） 

５ 活動の内容 

災害派遣活動は､人命又は財産の保護のために行う応急救援及び応急復旧が

終了するまでを限度とし、通常次のとおりとする。 

なお、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は､市町長等、警察官、海上保

安官がその場にいない場合、警戒区域の設定等の措置をとるとともに直ちに、

その旨を市町長に通知する。 

（１）～（８） （略） 

（９）給食及び給水 要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認め

る場合は、給食及び給水の支援を行う。 

（１０）～（１２） （略） 

６～８（略） 

 

第９節 避難誘導等 

１（略） 

２ 避難の指示の実施 

（１）～（５）（略） 

（６）相互の連絡協力 

（１）から（５）に掲げる者は、それぞれの措置をとった場合は、相互に

通知､報告するとともに、避難の措置が迅速かつ適切に実施されるよう協力

する。 

また、県及び指定地方行政機関は、市町から求めがあった場合には、避難

指示の対象地域、判断時期等について助言する。また、県は、時機を失する

ことなく避難指示が発令されるよう、市町に積極的に助言する。 

さらに、市町は、避難指示等の発令に当たり、必要に応じて気象防災アド

バイザー等の専門家の技術的な助言等を活用し、適切に判断を行う。 

（７）（略） 

３～６（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

７ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

 ア～エ（略） 

 オ 避難所の運営 

○市町は、自主防災組織の会長や地域住民及び避難所となった学校等施設の 

管理者、ボランティア、避難所運営について専門性を有した外部支援者等の

協力を得て避難所を管理運営する。運営に当たっては各主体の役割分担を明

確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、避難者が相互に

助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、そ

の立ち上げを支援する。 

（略） 

○市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のた

めに、専門家等との定期的な情報交換に努める。 

（略） 

 カ～セ（略） 

（２）（略） 

８（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

 ア～エ（略） 

 オ 避難所の運営 

○市町は、自主防災組織の会長や地域住民及び避難所となった学校等施設の 

管理者、避難所運営について専門性を有したＮＰＯ・ボランティア等の外部

支援者等の協力を得て避難所を管理運営する。運営に当たっては各主体の役

割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、避難

者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行で

きるよう、その立ち上げを支援する。 

（略） 

○市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のた

めに、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換に努める。 

（略） 

 カ～セ（略） 

（２）（略） 

８（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

９ 帰宅困難者対策 

県及び市町は、施設管理者や事業者等と連携し、大規模災害時により交通が

途絶したときは、「むやみに移動しない」という基本原則の広報等により、一

斉帰宅の抑制を図るとともに、通勤、通学者や観光客等の徒歩での帰宅や移動

を支援するため、次の協定により協力を要請するなど、必要な帰宅困難者対策

に努める。 

また、必要に応じて、一時滞在施設の確保等の支援を行うとともに、一時滞

在施設の確保に当たっては、男女のニーズの違いや、要配慮者の多様なニーズ

に配慮した一時滞在施設の運営に努める。 

 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０（略） 

 

第１０節（略） 

 

第１１節 災害医療及び救急医療 

１～２（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 帰宅困難者対策 

県及び市町は、施設管理者や事業者等と連携し、大規模災害時により交通が

途絶したときは、「むやみに移動しない」という基本原則の広報等により、一

斉帰宅の抑制を図るとともに、通勤、通学者や観光客等の徒歩での帰宅や移動

を支援するため、次の協定により協力を要請するなど、必要な帰宅困難者対策

に努める。 

また、必要に応じて、一時滞在施設の確保等の支援を行うとともに、一時滞

在施設の確保に当たっては、男女のニーズの違いや、要配慮者の多様なニーズ

に配慮した一時滞在施設の運営に努める。 

 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０（略） 

 

第１０節（略） 

 

第１１節 災害医療及び救急医療 

１～２（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）～（２）（略） 

（３）石川ＤＭＡＴ指定病院 

 ア（略） 

 イ 石川ＤＭＡＴ指定病院は、県から「石川ＤＭＡＴの出動に関する協定書」

に基づく派遣要請があり、出動が可能と判断した場合には、石川ＤＭＡＴを

出動させる。 

    石川ＤＭＡＴの出動に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ～オ（略） 

（４）災害拠点病院 

 ア 下記の災害拠点病院は、県から派遣要請があったときは、医療救護班を派

遣し、医療救護活動を行う。 

    災害拠点病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ～エ（略） 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）～（２）（略） 

（３）石川ＤＭＡＴ指定病院 

 ア（略） 

 イ 石川ＤＭＡＴ指定病院は、県から「石川ＤＭＡＴの出動に関する協定書」

に基づく派遣要請があり、出動が可能と判断した場合には、石川ＤＭＡＴを

出動させる。 

    石川ＤＭＡＴの出動に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ～オ（略） 

（４）災害拠点病院 

 ア 下記の災害拠点病院は、県から派遣要請があったときは、医療救護班を派

遣し、医療救護活動を行う。 

    災害拠点病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ～エ（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（５）～（１０）（略） 

４～１２（略） 

 

第１２節～第１４節（略） 

 

第１５節 災害救助法の適用  

１～４（略） 

５ 災害救助法に基づく救助の実施 

（１）（略） 

（２）別紙「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準

について」の番号１、３から８まで及び１０から１４までに定める救助の他、

知事が必要と認めるものについては､知事は救助の内容及び当該救助を行う

期間を通知し､市町長が行うこととする。 

この場合においては、市町村長は、当該期間において当該事務を行わなけ

ればならない。（令第１７条第１項） 

（３）～（４）（略） 

６～７（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）～（１０）（略） 

４～１２（略） 

 

第１２節～第１４節（略） 

 

第１５節 災害救助法の適用  

１～４（略） 

５ 災害救助法に基づく救助の実施 

（１）（略） 

（２）別紙「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準

について」の番号１、２の一部、３から１４までに定める救助の他、知事が

必要と認めるものについては､知事は救助の内容及び当該救助を行う期間を

通知し､市町長が行うこととする。 

この場合においては、市町村長は、当該期間において当該事務を行わなけ

ればならない。（令第１７条第１項） 

（３）～（４）（略） 

６～７（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

別紙 

 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準について 

                           令和元年１０月２３日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準について 

                             令和５年４月１日現在 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１６節～第１８節（略） 

 

第１９節 ライフライン施設の応急対策 

１～２（略） 

３ 通信施設 

（略） 

（１）～（６）（略） 

（新設） 

 

 

 

４～５（略） 

 

第２０節～第２１節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１６節～第１８節（略） 

 

第１９節 ライフライン施設の応急対策 

１～２（略） 

３ 通信施設 

（略） 

（１）～（６）（略） 

 大規模災害時における相互連携に関する協定 

 

 

 

４～５（略） 

 

第２０節～第２１節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第２２節 食料の供給 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）（略） 

（２）市町は、被災者及び災害応急対策現地従事者等に対して、必要に応じて食

料の確保状況等の情報を提供するとともに、炊出し等で給食の供給を実施す

る。 

なお、実施にあたっては、やむを得ず避難所に滞在することができない車

中避難者を含む避難所外避難者に対する食料の配布にも努める。 

 

 

３～６（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２２節 食料の供給 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）（略） 

（２）市町は、被災者及び災害応急対策現地従事者等に対して、必要に応じて食

料の確保状況等の情報を提供するとともに、炊出し等で給食の供給を実施す

る。 

なお、実施にあたっては、やむを得ず避難所に滞在することができない車

中避難者を含む避難所外避難者に対する食料の配布にも努める。 

また、避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセス

メントの実施，食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努める。 

３～６（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第２３節 生活必需品の供給 

１～３（略） 

（１）～（２）（略） 

 生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４～５（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２３節 生活必需品の供給 

１～３（略） 

（１）～（２）（略） 

 生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４～５（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第２４節 障害物の除去 

１～６（略） 

７ 湛水、堆積土砂、その他障害物件の排除措置 

（１）～（２）（略） 

（３）その他 

   立木等の障害物の除去は、（２）に準じて行う。 

（新設） 

 

 

 

８～１０（略） 

 

第２５節～第２７節（略） 

 

第２８節 ボランティア活動の支援 

１～５（略） 

６ 協力体制 

県は、災害ボランティア活動の円滑な実施のため、必要と認めるときは、次

の協定により協力を要請する。 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

第２９節～第３２節（略） 

 
 

第４章～第５章（略） 

第２４節 障害物の除去 

１～６（略） 

７ 湛水、堆積土砂、その他障害物件の排除措置 

（１）～（２）（略） 

（３）その他 

   立木等の障害物の除去は、（２）に準じて行う。 

災害時における応急対策業務等に関する協定 

 

 

 

８～１０（略） 

 

第２５節～第２７節（略） 

 

第２８節 ボランティア活動の支援 

１～５（略） 

６ 協力体制 

県は、災害ボランティア活動の円滑な実施のため、必要と認めるときは、次

の協定により協力を要請する。 

（略） 

   災害時等における被災者の避難生活への支援、生活再建及び被災地の復旧

復興に係る連携・協力に関する協定 

 

 

 

 

   災害ボランティア活動への支援に関する協定 

 

 

 

 

第２９節～第３２節（略） 

 
 

第４章～第５章（略） 
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資料１－３ 

石川県地域防災計画（一般災害対策編）修正（案） 新旧対照表 

現       行 修   正   案 備 考 

 

 
 
 
                                

石川県地域防災計画 
 

一般災害対策編 
 
 

（令和４年修正） 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                       
                                                                
 
                                                                       

石川県地域防災計画 
 

一般災害対策編 
                  
 

（令和５年修正） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

第１章 総則 
 

第１節～第３節（略） 

 

第４節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関は、それぞれの所掌事務又は業務を通じて石

川県の地域に係る防災に寄与すべきものである。それぞれが防災に関して

処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則 
 

第１節～第３節（略） 

 

第４節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関は、それぞれの所掌事務又は業務を通じて石

川県の地域に係る防災に寄与すべきものである。それぞれが防災に関して

処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 
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現       行 修   正   案 備 考 

第５節 本県の特質と既往の災害 

１～２（略） 

３ 気候 

（１）春 

冬の西高東低の気圧配置は２月の終わり頃から次第に崩れ始め、北西の季

節風も弱まり気温は上昇しやすくなりやがて春を迎える。 

春は低気圧と高気圧が交互に本州付近を通過する為、天候は周期的に変化

し、次第に晴れの日が多くなる。４月中旬までは高気圧が本州付近を覆うと、

晴れて夜間の放射冷却によって気温が下がり、「晩霜」が降りる。また、低

気圧が発達しながら日本海を進むと、「フェーン現象」で気温が急上昇し寒

暖の変動が大きい時期でもある。 

４（略） 

５ 過去に災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）が適用された風水害等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 本県の特質と既往の災害 

１～２（略） 

３ 気候 

（１）春 

冬の西高東低の気圧配置は２月の終わり頃から次第に崩れ始め、北西の季

節風も弱まり気温は上昇しやすくなりやがて春を迎える。 

春は低気圧と高気圧が交互に本州付近を通過する為、天候は周期的に変化

し、次第に晴れの日が多くなる。主に４月までは高気圧が本州付近を覆うと、

晴れて夜間の放射冷却によって気温が下がり、「晩霜」が降りる。また、低

気圧が発達しながら日本海を進むと、「フェーン現象」で気温が急上昇し寒

暖の変動が大きい時期でもある。 

４（略） 

５ 過去に災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）が適用された風水害等 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

第２章 災害予防計画 
 

第１節 防災知識の普及 

１～２（略） 

３ 学校教育における防災教育 

児童生徒が正しい防災知識を身につけることは、将来の災害に強い県民を育

成する上で重要である。 

そのため、教育委員会及び学校長は、学校における防災訓練等をより実践的

なものにするとともに、学校の教育活動全体を通じて、継続的な防災教育を推

進する。特に、水害・土砂災害のリスクがある学校においては、避難訓練と合

わせた防災教育の実施に努める。 

なお、防災教育を含めた安全教育については、各学校で「学校安全計画」、

「危機管理マニュアル」を点検し、教職員の共通理解の下で、学校全体で取り

組みを進める。 

（１）～（２）（略） 

４～６（略） 

 

第２節県民及び事業者等のとるべき措置 

１（略） 

２ 県民のとるべき措置 

（１）平素から次のことに留意し、災害時に備えておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

３～４（略） 

 

 

第２章 災害予防計画 
 

第１節 防災知識の普及 

１～２（略） 

３ 学校教育における防災教育 

児童生徒が正しい防災知識を身につけることは、将来の災害に強い県民を育

成する上で重要である。 

そのため、教育委員会及び学校長は、学校における防災訓練等では、消防団

員等が参画した体験的・実践的なものにするとともに、学校の教育活動全体を

通じて、継続的な防災教育を推進する。特に、水害・土砂災害のリスクがある

学校においては、避難訓練と合わせた防災教育の実施に努める。 

なお、防災教育を含めた安全教育については、様々な機会における指導を密

接に関連付けながら、学校安全計画に位置づけ、教職員の共通理解の下で、学

校全体で取り組みを進める。 

（１）～（２）（略） 

４～６（略） 

 

第２節 県民及び事業者等のとるべき措置 

１（略） 

２ 県民のとるべき措置 

（１）平素から次のことに留意し、災害時に備えておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

３～４（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第３節 自主防災組織の育成 

１（略） 

２ 地域住民等の自主防災組織 

（１）組織の育成 

県及び市町は、住民の自主的な防災組織の重要性を認識し、多様な世代が

参加できるような地域ぐるみの自主防災組織の設立や意識啓発及び防災リ

ーダー等の育成、強化を図り、組織率の向上、活動の活性化及び地域ごとの

連携を促進する。 

その際、自主防災組織が有効に機能し、円滑な避難や避難所運営が行われ

るためには、地域の実情を把握し防災知識等を有する防災士等の防災リーダ

ーが必要であることから、自主防災組織リーダー育成研修会の実施などを通

じてその計画的な育成に努めるとともに、フォローアップ研修を通じて、そ

の技術・技能の維持向上を図る。 

なお、特に女性防災士の育成など女性の参画促進や、地域の実情に応じた

防災資機材の整備に努めるものとし、必要な財政措置等を講ずる。 

また、県は、自主防災組織アドバイザー派遣制度を活用するなど、自主防

災組織のより一層の結成促進を図るとともに、「自主防災組織活動マニュア

ル」を作成し、活動内容の充実を図る。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

３（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 自主防災組織の育成 

１（略） 

２ 地域住民等の自主防災組織 

（１）組織の育成 

県及び市町は、住民の自主的な防災組織の重要性を認識し、多様な世代が

参加できるような地域ぐるみの自主防災組織の設立や意識啓発及び防災リ

ーダー等の育成、強化を図り、組織率の向上、活動の活性化及び地域ごとの

連携を促進する。 

その際、自主防災組織が有効に機能し、円滑な避難や避難所運営が行われ

るためには、地域の実情を把握し防災知識等を有する防災士等の防災リーダ

ーが必要であることから、自主防災組織リーダー育成研修会の実施などを通

じてその計画的な育成に努めるとともに、フォローアップ研修を通じて、そ

の技術・技能の維持向上を図る。 

なお、特に女性防災士の育成など女性の参画促進や、地域の実情に応じた

防災資機材の整備に努めるものとし、必要な財政措置等を講ずる。 

また、県は、自主防災組織アドバイザー派遣制度を活用するなど、自主防

災組織のより一層の結成促進を図るとともに、「自主防災組織活動マニュア

ル」を作成し、活動内容の充実を図る。 

    防災分野における連携に関する協定 

 

 

 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

３（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

協定者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ

石川県 石川県婦人団体協議会 R4.9.2 076-263-4643 076-263-0118

協定者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ

石川県 石川県町会区長会連合会 R4.12.21 076-220-2466 076-222-0119
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現       行 修   正   案 備 考 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１ 基本方針 

（１）（略） 

（２）県及び市町は、防災ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・ボラ

ンティア等の三者で連携し、平常時の登録、研修や訓練の制度、災害時にお

ける防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボランティア活

動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等につ

いて整備を推進するとともに、そのための意見交換を行う情報共有会議の整

備・強化を、研修や訓練を通じて推進する。 

 

２～３（略） 

４ 防災ボランティアの育成 

（１）（略） 

（２）県及び市町は、防災ボランティア活動に関する普及啓発を行い、県民や学

生、企業、ＮＰＯ・ボランティア等に積極的に参加を呼びかける。 

（新設） 

 

 

 

 

（３）～（５）（略） 

 

第５節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１ 基本方針 

（１）（略） 

（２）県及び市町は、防災ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・ボラ

ンティア等の三者で連携し、平常時の登録、ボランティア活動や避難所運営

等に関する研修や訓練の制度、災害時における防災ボランティア活動の受入

れや調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確

保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、そ

のための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて

推進する。 

２～３（略） 

４ 防災ボランティアの育成 

（１）（略） 

（２）県及び市町は、防災ボランティア活動に関する普及啓発を行い、県民や学

生、企業、ＮＰＯ・ボランティア等に積極的に参加を呼びかける。 

    防災分野における連携に関する協定 

 

 

 

 

（３）～（５）（略） 

 

第５節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第６節 防災体制の整備 

１ 基本方針 

災害時における応急、復旧対策を円滑に推進するには、平常時から防災に係

る組織体制の整備、充実に努めるとともに、各対策に必要な機能をできる限り

集約化していくことが必要である。このため、県及び市町は、応急復旧活動の

みならず、予防活動にも活用できる拠点として防災活動施設を整備する。 

また、県、市町及び防災関係機関は、洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域

等に配慮しつつ、それぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設・設備の充実及

び洪水対策等の強化と、総合的な防災機能を有する拠点・街区の整備、推進に

努めるとともに、保有する施設・設備について、代替エネルギーシステムや電

動車の活用を含め自家発電設備、LPガス災害用バルク、燃料貯蔵設備等の整備

を図り、十分な期間（最低３日間）の発電が可能となるような燃料の備蓄等を

行い、平常時から点検、訓練等に努める。 

さらに、地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により

地域の防災力向上を図るため、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現

場における女性や高齢者、障害者などの参画を拡大し、男女共同参画その他の

多様な視点を取り入れた防災体制の確立に努めるほか、令和２年における新型

コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑制など

感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する。 

２ 県の活動体制 

（１）～（２）（略） 

（３）市町、防災関係機関等との緊急連絡体制等の構築 

 ア～エ 

（新設） 

 

 

 

 

（４）～（７）（略） 

（新設） 

 

 

 

（８）～（１２）（略） 

 

第６節 防災体制の整備 

１ 基本方針 

災害時における応急、復旧対策を円滑に推進するには、平常時から防災に係

る組織体制の整備、充実に努めるとともに、各対策に必要な機能をできる限り

集約化していくことが必要である。このため、県及び市町は、応急復旧活動の

みならず、予防活動にも活用できる拠点として防災活動施設を整備する。 

また、県、市町及び防災関係機関は、洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域

等に配慮しつつ、それぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設・設備の充実及

び洪水対策等の強化と、総合的な防災機能を有する拠点・街区の整備、推進に

努めるとともに、保有する施設・設備について、再生可能エネルギー等の代替

エネルギーシステムや電動車の活用を含め自家発電設備、LPガス災害用バル

ク、燃料貯蔵設備等の整備を図り、十分な期間（最低３日間）の発電が可能と

なるような燃料の備蓄等を行い、平常時から点検、訓練等に努める。 

さらに、地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により

地域の防災力向上を図るため、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現

場における女性や高齢者、障害者などの参画を拡大し、男女共同参画その他の

多様な視点を取り入れた防災体制の確立に努めるほか、令和２年における新型

コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑制など

感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する。 

２ 県の活動体制 

（１）～（２）（略） 

（３）市町、防災関係機関等との緊急連絡体制等の構築 

 ア～エ 

 オ 県は，他の関係機関と連携の上，災害時に発生する状況を予め想定し、各

機関が実施する災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）

を作成するよう努める。また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同

計画の見直しを行うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効

果的な運用に努める。 

（４）～（７）（略） 

（８）安否不明者の氏名等の公表等 

   県は、発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）の氏名等の

公表や安否情報の収集・精査等を行う場合に備え、市町と連携の上、あらか

じめ一連の手続等について整理し、明確にしておくよう努める。 

（９）～（１３）（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

３ 市町の活動体制 

（１）（略） 

（２）国、県との連絡体制等の整備 

   市町は、避難指示等の解除を行う際に、国又は県に必要な助言を求めるこ

とができるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連

絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておく。 

（新設） 

 

 

 

 

（３）～（１５）（略） 

４～５（略） 

 

第７節（略） 

 

第８節 通信及び放送施設災害予防 

１（略） 

２ 通信用施設設備の整備 

（１）県の整備 

県は、有線通信の途絶に備えて、市町及び防災関係機関に対する災害時に

おける迅速かつ的確な無線通信による情報の収集、伝達を図るため、衛星携

帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、防災行政無線のほか、

可搬型衛星無線等の整備を図る。 

また、ヘリコプターテレビシステム、高所監視カメラ、救急医療情報シス

テム等の整備の充実を図るほか、被災市町から県への被災状況の報告ができ

ない場合を想定し、県職員が情報収集のため被災地に赴く場合に、どのよう

な内容の情報をどのような手段で収集するかなどを定めるよう努めるなど、

情報の収集、伝達に万全を期す。 

 

 

 

 

 

 

３ 市町の活動体制 

（１）（略） 

（２）国、県との連絡体制等の整備 

 ア 市町は、避難指示等の解除を行う際に、国又は県に必要な助言を求めるこ

とができるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連

絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておく。 

 イ 市町は，他の関係機関と連携の上，災害時に発生する状況を予め想定し，

各機関が実施する災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライ

ン）を作成するよう努める。また，災害対応の検証等を踏まえ，必要に応じ

て同計画の見直しを行うとともに，平時から訓練や研修等を実施し，同計画

の効果的な運用に努める。 

（３）～（１５）（略） 

４～５（略） 

 

第７節（略） 

 

第８節 通信及び放送施設災害予防 

１（略） 

２ 通信用施設設備の整備 

（１）県の整備 

県は、有線通信の途絶に備えて、市町及び防災関係機関に対する災害時に

おける迅速かつ的確な無線通信による情報の収集、伝達を図るため、衛星携

帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ

－ＬＴＥ）、防災行政無線のほか、可搬型衛星無線等の整備を図る。 

また、ヘリコプターテレビシステム、高所監視カメラ、救急医療情報シス

テム等の整備の充実を図るほか、被災市町から県への被災状況の報告ができ

ない場合を想定し、県職員が情報収集のため被災地に赴く場合に、どのよう

な内容の情報をどのような手段で収集するかなどを定めるよう努めるなど、

情報の収集、伝達に万全を期す。 
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現       行 修   正   案 備 考 

（２）市町の整備 

ア 市町は、住民等に対する災害時の情報の迅速かつ的確な収集、伝達を図る

ため、地域の実情に応じて、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、全国瞬

時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭを

含む。）、衛星携帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ソー

シャルメディア、ワンセグ、Ｌアラート（災害情報共有システム）等の多様

な情報伝達手段の整備促進を図り、通信の確保に努める。 

また、ＩＰ通信網やケーブルテレビ網等のほか、ヘリコプター映像等の外

部からの被災情報を入手するため、防災行政無線衛星系（VSAT）の活用を図

る。 

さらに、孤立化が懸念される山間地集落等には、衛星携帯電話等の災害に

強い通信機器の配備に努める。 

 

 イ（略） 

（３）～（５）（略） 

３～４（略） 

 

第９節 水防予防 

１ 基本方針 

水害を予防するため、治山治水事業の促進、多目的ダムによる総合開発、河

川・海岸管理の強化及び水防体制の充実強化等に努める。 

また、豪雨又は高潮・高波に伴う河川、ダム、ため池、海岸等の堤防亀裂、

沈下、崩れの発生、更には護岸、水門、樋門等の構造物の破損は、水害となっ

て後背地に被害を及ぼすこととなるので、石川県水防計画の定めに準じて所要

の警戒措置をとる。 

さらに、複合的な災害にも多層的に備え、社会全体で被害を防止・軽減させ

るためのハード・ソフト対策を総合的かつ一体的に推進することを目的とし

て、国土交通大臣及び知事が組織する大規模氾濫減災協議会等を活用し、国、

地方公共団体、河川管理者、水防管理者に加え、公共交通事業者、メディア関

係者、利水ダム管理者等の多様な関係者で、密接な連携体制を構築する。 

 

２～７（略） 

 

 

 

（２）市町の整備 

ア 市町は、住民等に対する災害時の情報の迅速かつ的確な収集、伝達を図る

ため、地域の実情に応じて、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、全国瞬

時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭを

含む。）、衛星携帯電話、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、公共

安全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ）、ソーシャルメディア、ワンセグ、Ｌアラート

（災害情報共有システム）等の多様な情報伝達手段の整備促進を図り、通信

の確保に努める。 

また、ＩＰ通信網やケーブルテレビ網等のほか、ヘリコプター映像等の外 

部からの被災情報を入手するため、防災行政無線衛星系（VSAT）の活用を図

る。 

さらに、孤立化が懸念される山間地集落等には、衛星携帯電話等の災害に

強い通信機器の配備に努める。 

 イ（略） 

（３）～（５）（略） 

３～４（略） 

 

第９節 水防予防 

１ 基本方針 

水害を予防するため、治山治水事業の促進、多目的ダムによる総合開発、河

川・海岸管理の強化及び水防体制の充実強化等に努める。 

また、豪雨又は高潮・高波に伴う河川、ダム、ため池、海岸等の堤防亀裂、

沈下、崩れの発生、更には護岸、水門、樋門等の構造物の破損は、水害となっ

て後背地に被害を及ぼすこととなるので、石川県水防計画の定めに準じて所要

の警戒措置をとる。 

さらに、気候変動による影響を踏まえ、社会全体で被害を防止・軽減させる

ためのハード・ソフト対策を総合的かつ一体的に推進することを目的として、

国土交通大臣及び知事が組織する大規模氾濫減災協議会、流域治水協議会等を

活用し、国、地方公共団体、河川管理者、水防管理者に加え、公共交通事業者、

メディア関係者、利水ダム管理者等の集水域を含めた流域全体のあらゆる関係

者が協働し、流域治水の取組を推進するための密接な連携体制を構築する。 

２～７（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

８ 避難準備措置の確立 

（１）（略） 

（２）洪水予報河川、水位周知河川の洪水浸水想定区域の指定等 

      国及び県は、水防法に基づき指定した洪水予報を実施する河川又は氾濫危 

険水位（（水防法第 13 条で規定される特別警戒水位）以下「氾濫危険水位」 

という。）を定めその水位に到達した旨の情報を提供する河川において、想 

定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区 

域を洪水浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定さ 

れる水深、浸水範囲等を公表するとともに、関係市町の長へ通知し、必要に 

応じ報道機関の協力を求めて、一般に周知するものとする。また、県は、そ 

の他の河川についても、過去の浸水実績を活用する等、河川の状況に応じた 

方法を用いて、市町へ浸水想定の情報を提供するよう努める。 

      市町長は、洪水浸水想定区域が指定されていない中小河川について、河川 

管理者から必要な情報提供、助言等を受けつつ、過去の浸水実績等を把握し 

たときは、これを水害リスク情報として住民、滞在者その他の者へ周知する 

ものとする。 

      水防管理者（市町長、水防事務組合長）は、洪水浸水想定区域内にある輪 

中堤防等盛土構造物が浸水の拡大を抑制する効用があると認めたときには、 

河川管理者から必要な情報提供、助言等を受けつつ、浸水被害軽減地区に指 

定することができる。 

（３）（略） 

（４）洪水ハザードマップの作成 

洪水浸水想定区域をその区域に含む市町は、国及び県からの洪水浸水想定

区域に関する情報に基づいて県の「洪水等避難計画作成支援マニュアル」等

を活用し、地域の実情に応じた「避難計画」等をあらかじめ作成するととも

に、市町地域防災計画に定められた、上記（３）の事項について示した洪水

ハザードマップ等を作成し、住民に周知するものとする。なお、ハザードマ

ップ等の配布又は回覧に際しては、居住する地域の災害リスクや住宅の条件

等を考慮したうえでとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に

努めるとともに、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、

避難先として安全な親戚・知人宅等も選択肢としてあること、警戒レベル４

で「危険な場所から全員避難」すべきこと等の避難に関する情報の意味の理

解の促進に努める。その際、河川近傍や浸水深の大きい区域については「早

期の立退き避難が必要な区域」として明示するとともに、避難時に活用する

道路において冠水が想定されていないか住民等に確認を促すよう努める。 

８ 避難準備措置の確立 

（１） 

（２）洪水予報河川、水位周知河川、その他の河川の洪水浸水想定区域の指定等 

      国及び県は、水防法に基づき指定した洪水予報を実施する河川又は氾濫危 

険水位（（水防法第 13 条で規定される特別警戒水位）以下「氾濫危険水位」 

という。）を定めその水位に到達した旨の情報を提供する河川又はその他の 

河川において、想定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水 

が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水し 

た場合に想定される水深、浸水範囲等を公表するとともに、関係市町の長へ 

通知し、必要に応じ報道機関の協力を求めて、一般に周知するものとする。 

      水防管理者（市町長、水防事務組合長）は、洪水浸水想定区域内にある輪 

中堤防等盛土構造物が浸水の拡大を抑制する効用があると認めたときには、 

河川管理者から必要な情報提供、助言等を受けつつ、浸水被害軽減地区に指 

定することができる。 

 

 

 

 

 

 

（３）（略） 

（４）洪水ハザードマップの作成 

洪水浸水想定区域をその区域に含む市町は、国及び県からの洪水浸水想定

区域に関する情報に基づいて県の「洪水等避難計画作成支援マニュアル」等

を活用し、地域の実情に応じた「避難計画」等をあらかじめ作成するととも

に、市町地域防災計画に定められた、上記（３）の事項について示した洪水

ハザードマップ等を作成し、住民に周知するものとする。なお、ハザードマ

ップ等の配布又は回覧に際しては、居住する地域の災害リスクや住宅の条件

等を考慮したうえでとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に

努めるとともに、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、

避難先として安全な親戚・知人宅等も選択肢としてあること、警戒レベル４

で「危険な場所から全員避難」すべきこと等の避難に関する情報の意味の理

解の促進に努める。その際、河川近傍や浸水深の大きい区域については「早

期の立退き避難が必要な区域」として明示するとともに、避難時に活用する

道路において冠水が想定されていないか住民等に確認を促すよう努める。 
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現       行 修   正   案 備 考 

また、洪水予報河川、水位周知河川以外の氾濫のおそれがある中小河川に

ついても市町は、県の「洪水等避難計画作成支援マニュアル」を活用し、簡

易浸水想定区域図及び避難計画等の作成に努める。 

なお、避難計画の作成にあたっては、避難時の周囲の状況等により、屋内

に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないときは、「屋内安全確保」を

講ずべきことにも留意するとともに、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、台

風等による高潮と河川洪水との同時発生等、複合的な災害が発生することを

考慮するよう努める。 

（５）（略） 

９～１０（略） 

 

第１０節（略） 

 

第１１節 消防力の充実、強化 

１～９（略） 

１０ 救助・救急体制の整備 

（１）（略） 

 

 

（２）体制の整備 

ア 県及び市町は、職員の安全確保を図りつつ、効率的な救助・救急活動を行

うため、関係省庁との連携体制の強化を図るとともに、職員の教育訓練を行

い、救助・救急機能の強化を図る。 

 

イ（略） 

 

第１２節 防災体制の整備 

１（略） 

２ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定等 

（１）（略） 

（２）指定避難所 

 ア～キ（略） 

（新設） 

 

 ク～ス（略） 

なお、避難計画の作成にあたっては、避難時の周囲の状況等により、屋内

に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないときは、「緊急安全確保」を

講ずべきことにも留意するとともに、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、台

風等による高潮と河川洪水との同時発生等、複合的な災害が発生することを

考慮するよう努める。 

 

 

 

（５）（略） 

９～１０（略） 

 

第１０節（略） 

 

第１１節 消防力の充実、強化 

１～９（略） 

１０ 救助・救急体制の整備 

（１）（略） 

 

 

（２）体制の整備 

ア 県及び市町は、職員の安全確保を図りつつ、効率的な救助・救急活動を行

うため、「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸成するよう努め、関係省庁

との連携体制の強化を図るとともに、職員の教育訓練を行い、救助・救急機

能の強化を図る。 

イ（略） 

 

第１２節 防災体制の整備 

１（略） 

２ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定等 

（１）（略） 

（２）指定避難所 

 ア～キ（略） 

 ク 停電時に施設・設備の機能が確保されるよう，再生可能エネルギーの活用

を含めた非常用発電設備等の整備に努める。 

 ケ～セ（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（３）～（５）（略） 

３～８（略） 

 

第１３節 要配慮者対策 

１（略） 

２ 在宅の要配慮者への配慮 

（１）～（５）（略） 

（６）福祉避難所の指定 

市町は、高齢者や障害者等は避難所内の一般避難スペースでは健康の維持

・確保が困難な要素が多いことから、地区ごとの福祉避難所の指定を進める。 

 

 ア～ウ（略） 

（新設） 

 

また、受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、必

要に応じて、福祉避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示する

ほか、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計

画等により、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難す

ることができるよう努める。 

（７）～（８）（略） 

３～４（略） 

 

第１４節 緊急輸送体制の整備 

１ 基本方針 

道路管理者は、災害応急対策を実施するための要員及び物資等の輸送に必要

な緊急輸送道路を定め、整備に努める。また、緊急輸送道路について、災害時

の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又

は制限を行うとともに、無電柱化の促進を図るものとする。 

県及び市町は、多重化や代替性・利便性等を考慮しつつ、災害発生時の緊急

輸送活動のために確保すべき道路、港湾、漁港、飛行場等の輸送施設及びトラ

ックターミナル、卸売市場、展示場、体育館等の輸送拠点、ヘリコプター臨時

離着陸場（以下「臨時離着陸場」という。）の適地をあらかじめ把握しておき、

緊急事態に備えるとともに、大量輸送を行うための船舶の確保や港湾、漁港の

整備を図る。 

また、県及び市町は、関係機関と協議の上、県が開設する広域物資輸送拠点、

（３）～（５）（略） 

３～８（略） 

 

第１３節 要配慮者対策 

１（略） 

２ 在宅の要配慮者への配慮 

（１）～（５）（略） 

（６）福祉避難所の指定 

市町は、高齢者や障害者、医療的ケアを必要とする者等は避難所内の一般

避難スペースでは健康の維持・確保が困難な要素が多いことから、地区ごと

の福祉避難所の指定を進める。 

 ア～ウ（略） 

 エ 医療的ケアを必要とする者に対しては，人工呼吸器や吸引器等の医療機器

の電源の確保等の必要な配慮をするよう努めること。 

また、受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、必

要に応じて、福祉避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示する

ほか、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計

画等により、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難す

ることができるよう努める。 

（７）～（８）（略） 

３～４（略） 

 

第１４節 緊急輸送体制の整備 

１ 基本方針 

道路管理者は、災害応急対策を実施するための要員及び物資等の輸送に必要

な緊急輸送道路を定め、整備に努める。また、緊急輸送道路について、災害時

の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又

は制限を行うとともに、国が促進する一般送配電事業者，電気通信事業者にお

ける無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を図るものとする。 

県及び市町は、多重化や代替性・利便性等を考慮しつつ、災害発生時の緊急

輸送活動のために確保すべき道路、港湾、漁港、飛行場等の輸送施設及びトラ

ックターミナル、卸売市場、展示場、体育館等の輸送拠点、ヘリコプター臨時

離着陸場（以下「臨時離着陸場」という。）の適地をあらかじめ把握しておき、

緊急事態に備えるとともに、大量輸送を行うための船舶の確保や港湾、漁港の

整備を図る。 
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現       行 修   正   案 備 考 

市町が開設する地域内輸送拠点を経て、各避難所に支援物資を届ける緊急輸送

ネットワークの形成を図るとともに、指定公共機関その他の関係機関等に対す

る周知徹底に努める。 

 

２～３（略） 

４ 港湾・漁港の整備 

港湾等管理者は、人員・物資及び復旧用資機材等の海路による輸送の機能を

確保するため、岸壁・道路等を強化する。 

また、緊急物資の集積及び住民の避難等のための広場等についても整備を図

る。 

 

 

５（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、県及び市町は、関係機関と協議の上、県が開設する広域物資輸送拠点、

市町が開設する地域内輸送拠点を経て、各避難所に支援物資を届ける緊急輸送

ネットワークの形成を図るとともに、指定公共機関その他の関係機関等に対す

る周知徹底に努める。 

２～３（略） 

４ 港湾・漁港の整備 

港湾等管理者は、人員・物資及び復旧用資機材等の海路による輸送の機能を

確保するため、岸壁・道路等を強化する。緊急物資の集積及び住民の避難等の

ための広場等についても整備を図る。 

また、港湾管理者は北陸地域港湾の事業継続協議会により、港湾相互間の広

域的な連携による航路啓開等の港湾機能の維持・継続のための対策を検討し、

緊急輸送の確保に関する広域的な体制の構築等、必要な対策を講じる。 

５（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 
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現       行 修   正   案 備 考 

第１５節～第１８節（略） 

 

第１９節 噴火災害予防 

１～３（略） 

４ 事前措置及び応急措置 

（１）（略） 

（２）市町は、火山現象による負傷者等の捜索、救出及び救護を行う場合、警察

及び消防機関及び災害現場にある者の協力を得て実施する。 

（新設） 

 

 

 

（３）（略） 

 

第２０節～第２３節（略） 

 

第２４節 公共施設災害予防 

１～５（略） 

６ 電力施設の整備対策 

電力供給事業者は、災害時における電力の供給を確保するため、電力施設の

強化を図るとともに、平常時から電力設備の防護対策に努める。 

また、県、電力供給事業者及び電気通信事業者は、倒木等により電力供給網

に支障が生じることへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による

予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた、相互の連携の拡大に努める。

なお、事前伐採等の実施に当たっては、市町との協力に努める。 

（１）～（２）（略） 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

第１５節～第１８節（略） 

 

第１９節 噴火災害予防 

１～３（略） 

４ 事前措置及び応急措置 

（１）（略） 

（２）市町は、火山現象による負傷者等の捜索、救出及び救護を行う場合、警察

及び消防機関及び災害現場にある者の協力を得て実施する。 

  登山届連携／遭難 ZERO 協定 

 

 

 

（３）（略） 

 

第２０節～第２３節（略） 

 

第２４節 公共施設災害予防 

１～５（略） 

６ 電力施設の整備対策 

電力供給事業者は、災害時における電力の供給を確保するため、電力施設の

強化を図るとともに、平常時から電力設備の防護対策に努める。 

また、県、電力供給事業者及び電気通信事業者は、倒木等により電力供給網

に支障が生じることへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による

予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた、相互の連携の拡大に努める。

なお、事前伐採等の実施に当たっては、市町との協力に努める。 

（１）～（２）（略） 

（略） 

 災害時における応急対策業務等に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

協 定 者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ

石川県 株式会社ヤマップ R5. 3.27 092-710-5511 092-710-7070
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現       行 修   正   案 備 考 

７ 通信施設の整備対策 

  災害時における通信機能の確保は、社会的な混乱の防止、災害対策を迅速か

つ的確に実施する上からも極めて重要であり、非常用電源の整備等による通信

設備の防災対策、電信電話、専用通信、放送等の安全な設置場所の確保などに

よる施設設備の安全性の確保及び耐火並びに多ルート化に努める。 

また、県、電力供給事業者及び電気通信事業者は、倒木等により電力供給網

に支障が生じることへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による

予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた、相互の連携の拡大に努める。

なお、事前伐採等の実施に当たっては、市町との協力に努める。 

（１）～（５）（略） 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

８ 農地、農業用施設整備対策 

農地及び排水機、樋門、ため池、水路等の農業用施設の災害は、一般公共用

施設等にも広く被害を及ぼすおそれがあるため、平素から適切な管理を実施す

るとともに、老朽化施設等の改修、整備に努める。また、農業上の利用がなく

なり、適切な管理が困難なため池については、廃止を進める。 

防災重点ため池をはじめ、災害による破損等で決壊した場合に大きな被害を

もたらすおそれのあるため池について、関係者で緊急連絡体制等を整備すると

ともに、市町はハザードマップの作成・周知等により、関係住民に適切な情報

提供を図る。 

９（略） 

 

 

 

 

 

 

 

７ 通信施設の整備対策 

  災害時における通信機能の確保は、社会的な混乱の防止、災害対策を迅速か

つ的確に実施する上からも極めて重要であり、非常用電源の整備等による通信

設備の防災対策、電信電話、専用通信、放送等の安全な設置場所の確保などに

よる施設設備の安全性の確保及び耐火並びに多ルート化に努める。 

また、県、電力供給事業者及び電気通信事業者は、倒木等により電力供給網

に支障が生じることへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による

予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた、相互の連携の拡大に努める。

なお、事前伐採等の実施に当たっては、市町との協力に努める。 

（１）～（５）（略） 

 災害時における応急対策業務等に関する協定 

 

 

 

大規模害災害時における相互連携に関する協定 

 

 

 

８ 農地、農業用施設整備対策 

農地及び排水機、樋門、ため池、水路等の農業用施設の災害は、一般公共用

施設等にも広く被害を及ぼすおそれがあるため、平素から適切な管理を実施す

るとともに、施設の耐震化、老朽化施設等の改修、整備に努める。また、農業

上の利用がなくなり、適切な管理が困難なため池については、廃止を進める。 

防災重点ため池をはじめ、災害による破損等で決壊した場合に大きな被害を

もたらすおそれのあるため池について、関係者で緊急連絡体制等を整備すると

ともに、市町はハザードマップの作成・周知等により、関係住民に適切な情報

提供を図ることで、防災・減災対策を推進する。 

９（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第２５節 地盤災害予防 

１～５（略） 

６ 地盤災害防止施設の整備、促進 

（１）（略） 

（２）治山対策の推進 

山地災害危険地区等における山地治山、防災林造成の整備を行うととも

に、山地災害危険地区の周知等の総合的な山地災害対策を推進する。 

特に、流木災害が発生するおそれのある森林について、流木捕捉式治山ダ

ムの設置や間伐等の森林整備などの対策を推進する。また、山腹崩壊等対策

や流木対策等を複合的に組み合わせた治山対策を推進するとともに、住民等

と連携した山地災害危険地区等の定期点検等を実施する。 

 

 

（３）～（４）（略） 

７～８（略） 

 

第２６節～第２７節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２５節 地盤災害予防 

１～５（略） 

６ 地盤災害防止施設の整備、促進 

（１）（略） 

（２）治山対策の推進 

山地災害危険地区等における治山施設の整備等のハード対策と，山地災害

危険地区に係る監視体制の強化、情報提供等のソフト対策の一体的な実施

や、地域の避難体制との連携による減災効果の向上を図るとともに、森林の

整備・保全の推進により、山地災害の発生防止に努める。 

特に、尾根部からの崩落等による土砂流出量の増大、流木災害の激甚化、

広域にわたる河川氾濫など、災害の発生形態の変化等に対応するため、流域

治水の取組と連携しつつ、土砂流出の抑制、森林土壌の保全強化、流木対策

等を推進する。 

（３）～（４）（略） 

７～８（略） 

 

第２６節～第２７節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

第３章 災害応急対策計画 
 

第１節 初動体制の確立 

１（略） 

２ 災害対策本部設置等に係る配備体制及びその基準等 

（１）（略） 

（２）火山災害発生時等の配備体制は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３～８（略） 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 災害応急対策計画 
 

第１節 初動体制の確立 

１（略） 

２ 災害対策本部設置等に係る配備体制及びその基準等 

（１）（略） 

（２）火山災害発生時等の配備体制は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３～８（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

９ 受援体制の確立 

（１）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、次の

応援協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

ア 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定（本章第 12 節「避難誘導等」

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ～シ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

ス～ナ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 ニ～ホ（略） 

 

 

 

 

 

９ 受援体制の確立 

（１）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、次の

応援協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

ア 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定（本章第 12 節「避難誘導等」

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ～シ（略） 

 ス 大規模災害時における相互連携に関する協定 

本章第 21 節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

 セ～ニ（略） 

 ヌ 災害時における応急対策業務等に関する協定 

（本章第 26 節「障害物の除去」参照） 

 

 

 

 ネ～ミ（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 マ～ミ（略） 

（７）職員の派遣の要請等 

 ア 職員の派遣の要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第２

９条に基づき、知事は指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に、市町

長は指定地方行政機関の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請する。 

また、知事及び市町長は、必要に応じ、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第252条の17に基づき、他の都道府県知事又は他の市町長に対し、職員

の派遣を要請する。 

なお、要請に当たっては、知事又は市町長は次の事項を明らかにする。 

 

 

  （ア）～（オ）（略） 

 イ（略） 

（８）（略） 

１０～１１（略） 

 

第２節（略） 

 

 

 

 

 

 ム 災害時等における被災者の避難生活への支援、生活再建及び被災地の復旧 

復興に係る連携・協力に関する協定 

（本章第 30 節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 

メ 災害ボランティア活動への支援に関する協定 

（本章第 30 節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 

 

モ～ヤ（略） 

（７）職員の派遣の要請等 

 ア 職員の派遣の要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第２

９条に基づき、知事は指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に、市町

長は指定地方行政機関の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請する。 

また、知事及び市町長は、必要に応じ、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第252条の17に基づき、他の都道府県知事又は他の市町長に対し、職員

の派遣を要請する。 

特に、技術職員の派遣を求める場合においては、復旧・復興支援技術職員

派遣制度を活用する。なお、要請に当たっては、知事又は市町長は次の事項

を明らかにする。 

  （ア）～（オ）（略） 

 イ（略） 

（８）（略） 

１０～１１（略） 

 

第２節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第３節 気象業務法に定める予報・注意報・警報等の細分区域及び種類並びに発

表基準 

１～２（略） 

３ 種類及び発表基準 

（１）警戒レベルを用いた防災情報の提供 

警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて「居住者等がとるべ

き行動」を５段階に分け、「居住者等がとるべき行動」と「当該行動を居住

者等に促す情報」とを関連付けるものである。「居住者等がとるべき行動」、

「行動を居住者等に促す情報」及び「行動をとる際の判断に参考となる情報

（警戒レベル相当情報）」をそれぞれ警戒レベルに対応させることで、出さ

れた情報からとるべき行動を直感的に理解できるよう、災害の切迫度に応じ

て、５段階の警戒レベルにより提供する。 

なお、居住者等には「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、避難情

報が発令された場合はもちろんのこと、発令される前であっても行政等が出

す防災気象情報に十分留意し、災害が発生する前に自らの判断で自発的に避

難することが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 気象業務法に定める予報・注意報・警報等の細分区域及び種類並びに発

表基準 

１～２（略） 

３ 種類及び発表基準 

（１）警戒レベルを用いた防災情報の提供 

警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて「居住者等がとるべ

き行動」を５段階に分け、「居住者等がとるべき行動」と「当該行動を居住

者等に促す情報」とを関連付けるものである。「居住者等がとるべき行動」、

「当該行動を居住者等に促す情報」及び「当該行動をとる際の判断に参考と

なる情報（警戒レベル相当情報）」をそれぞれ警戒レベルに対応させること

で、出された情報からとるべき行動を直感的に理解できるよう、災害の切迫

度に応じて、５段階の警戒レベルにより提供する。 

なお、居住者等には「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、避難情

報が発令された場合はもちろんのこと、発令される前であっても行政等が出

す防災情報に十分留意し、災害が発生する前に自らの判断で自発的に避難す

ることが望まれる。 
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現       行 修   正   案 備 考 

（２）特別警報・警報・注意報 

大雨や強風等の気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには

「注意報」が、重大な災害が起こるおそれのあるときには「警報」が、重大

な災害が起こるおそれが著しく大きい場合には「特別警報」が、現象の危険

度と雨量、風速、潮位等の予想値を時間帯ごとに明示して、石川県内の市町

ごとに発表される。また、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・氾濫、

竜巻等による激しい突風、落雷等については、実際に危険度が高まっている

場所が「キキクル（危険度分布）」や「雷ナウキャスト」、「竜巻発生確度

ナウキャスト」等で発表される。 

なお、大雨や洪水等の警報等が発表された場合のテレビやラジオによる放

送等では、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられるよう、これまでどおり

市町をまとめた地域の名称を用いる場合がある。 

ア 特別警報・警報・注意報の概要 

 

 

 

 

 

 

 イ 特別警報・警報・注意報の種類と概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）特別警報・警報・注意報 

大雨や強風等の気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには

「注意報」が、重大な災害が起こるおそれのあるときには「警報」が、予想

される現象が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大

きいときには「特別警報」が、石川県内の市町ごとに現象の危険度と雨量、

風速、潮位等の予想値を時間帯ごとに示して発表される。また、土砂災害や

低地の浸水、中小河川の増水・氾濫、竜巻等による激しい突風、落雷等によ

り実際に危険度が高まっている場所は「キキクル」や「雷ナウキャスト」、

「竜巻発生確度ナウキャスト」等で発表される。 

なお、大雨や洪水等の警報等が発表された場合のテレビやラジオによる放

送等では、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられるよう、これまでどおり

市町をまとめた地域の名称を用いる場合がある。 

 ア 特別警報・警報・注意報の概要 

 

 

 

 

 

 

 イ 特別警報・警報・注意報の種類と概要 
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現       行 修   正   案 備 考 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

ウ 警報等の基準 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

ウ 警報等の基準 

（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）全般気象情報、北陸地方気象情報、石川県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起す

る場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の

注意を解説する場合等に発表される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）全般気象情報、北陸地方気象情報、石川県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起す

る場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の

留意点が解説される場合等に発表される。 
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現       行 修   正   案 備 考 

（４）記録的短時間大雨情報 

県内で大雨警報発表中に二次細分区域において、キキクルの「非常に危険」

（うすい紫）が出現し、かつ数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨

（１時間降水量）が観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダ

ーと地上の雨量計を組み合わせた分析）されたときに気象庁から発表され

る。この情報が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水

・氾濫といった災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であ 

り、実際に災害発生の危険度が高まっている場所をキキクルで確認する必要

がある。 

（５）竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して

注意を呼びかける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等

の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、天気予報の対象

地域と同じ発表単位（加賀・能登）で発表される。なお、実際に危険度が高

まっている場所は、「竜巻発生確度ナウキャスト」で確認することができる。

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、

その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まって

いる旨を付加した情報が天気予報の対象地域と同じ発表単位（加賀・能登）

で発表される。この情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。 

（６）～（７）（略） 

４～５（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）記録的短時間大雨情報 

県内で大雨警報発表中に二次細分区域において、キキクル（危険度分布）

の「危険」（紫）が出現し、かつ数年に一度程度しか発生しないような猛烈

な雨（１時間降水量）が観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レ

ーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）されたときに気象庁から発表さ

れる。この情報が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増

水・氾濫といった災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であ 

り、実際に災害発生の危険度が高まっている場所をキキクルで確認する必要

がある。 

（５）竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して

注意を呼びかける情報で、竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況にな

っているときに、天気予報の対象地域と同じ発表単位（加賀・能登）で発表

される。なお、実際に危険度が高まっている場所は、「竜巻発生確度ナウキ

ャスト」で確認することができる。また、竜巻の目撃情報が得られた場合に

は、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が

発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報が天気予報の対象

地域と同じ発表単位（加賀・能登）で発表される。この情報の有効期間は、

発表から概ね１時間である。 

（６）～（７）（略） 

４～５（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

６ 水防法及び気象業務法に定める指定河川洪水予報 

手取川及び梯川について直轄管理区間を対象に、水防法第１０条第２項及び

気象業務法第１４条の２第２項の規定に基づき、国土交通省金沢河川国道事務

所と金沢地方気象台は、洪水注意報及び警報を発表する。 

また、国土交通大臣は、直轄管理区間を対象に水防法第１０条第３項の規定

に基づき、当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区

域として指定する。 

（１）洪水予報の発表基準 

河川の増水や氾濫等に対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考と

なるように、あらかじめ指定した河川について、区間を決めて水位又は流量

を示して発表される警報及び注意報である。手取川・梯川については、金沢

河川国道事務所と金沢地方気象台が共同で下表の標題により発表する。警戒

レベル２～５に相当する。 

指定河川洪水予報の種類、標題と概要 

 

 

 

 

 

 

（２）～（４）（略） 

７（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 水防法及び気象業務法に定める指定河川洪水予報 

手取川及び梯川について直轄管理区間を対象に、水防法第１０条第２項及び

気象業務法第１４条の２第２項の規定に基づき、国土交通省金沢河川国道事務

所と金沢地方気象台は、洪水注意報及び警報を発表する。 

また、国土交通大臣は、直轄管理区間を対象に水防法第１０条第３項の規定

に基づき、当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区

域として指定する。 

（１）洪水予報の発表基準 

河川の増水や氾濫等に対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考と

なるように、あらかじめ指定した河川について、区間を決めて水位又は流量

を示して発表される警報及び注意報である。手取川・梯川については、金沢

河川国道事務所と金沢地方気象台が共同で下表の標題により発表する。警戒

レベル２～５に相当する。 

指定河川洪水予報の種類、標題と概要 

 

 

 

 

 

 

（２）～（４）（略） 

７（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種 類 標 題 概 要

洪水警報 氾濫危険情報 氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水位以上の状態
が継続しているときに発表される。
いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫
発生に対する対応を求める段階であり、避難情報の発令
の判断の参考とする。危険な場所からの避難が必要とさ
れる警戒レベル４に相当。
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現       行 修   正   案 備 考 

８ 噴火警報等 

（１）噴火警報・予報 

 ア 噴火警報・予報の種類 

 （ア）噴火警報 

気象庁火山監視・警報センターが、噴火に伴って発生し生命に危険を及

ぼす火山現象（大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等、発生から短時間

で火口周辺や居住地域に到達し、避難までの時間的猶予がほとんどない火

山現象）の発生やその拡大が予想される場合に、「警戒が必要な範囲」（生

命に危険を及ぼす範囲）を明示して発表する。「警戒が必要な範囲」に居

住地域が含まれる場合は「噴火警報（居住地域）」、含まれない場合は「噴

火警報（火口周辺）」として発表する。噴火警報（居住地域）は、警戒が

必要な居住地域を含む市町村に対する火山現象特別警報に位置づけられ

る。 

 （イ）噴火予報 

    気象庁火山監視・警報センターが、予想される火山現象の状況が静穏で

ある場合、その他火口周辺等においても影響を及ぼすおそれがない場合

で、火山の状態の変化等を周知する必要があると認める場合に発表する。 

 イ 噴火警戒レベル 

   気象庁火山監視・警報センターが、火山活動の状況に応じて「警戒が必要

な範囲」と防災関係機関や住民等の「とるべき防災対応」を５段階に区分し、

噴火予報・警報に付して発表する指標。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 噴火警報等 

（１）噴火警報・予報 

 ア 噴火警報・予報の種類 

 （ア）噴火警報 

気象庁が、噴火に伴って発生し生命に危険を及ぼす火山現象（大きな噴

石、火砕流、融雪型火山泥流等、発生から短時間で火口周辺や居住地域に

到達し、避難までの時間的猶予がほとんどない火山現象）の発生が予想さ

れる場合やその危険が及ぶ範囲の拡大が予想される場合に、「警戒が必要

な範囲」（生命に危険を及ぼす範囲）を明示して発表する。「警戒が必要

な範囲」が居住地域まで及ぶ場合は「噴火警報（居住地域）」、火口周辺

に限られる場合は「噴火警報（火口周辺）」として発表する。噴火警報（居

住地域）は、警戒が必要な居住地域を含む市町村に対する火山現象特別警

報に位置づけられる。 

 （イ）噴火予報 

    気象庁が、火山活動の状況が静穏である場合、あるいは火山活動の状況

が噴火警報には及ばない程度と予想される場合に発表する。 

  

イ 噴火警戒レベル 

   気象庁が、火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災関係機関

や住民等の「とるべき防災対応」を５段階に区分し、噴火予報・警報に付し

て発表する指標。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 29 - 

現       行 修   正   案 備 考 

ウ 噴火警報・予報の名称、発表基準、噴火警戒レベル等 

  白山の噴火警戒レベル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 噴火警報・予報の名称、発表基準、噴火警戒レベル等 

  白山の噴火警戒レベル 
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現       行 修   正   案 備 考 

（２）噴火速報 

噴火の発生事実を迅速に発表する情報。登山者や周辺の住民に、火山が噴

火したことを端的にいち早く伝え、身を守る行動を取ってもらうために、火

山活動を24時間体制で観測・監視している火山を対象に発表する。 

噴火速報は以下のような場合に発表する。 

・噴火警報が発表されていない常時観測火山において、噴火が発生した場合 

・噴火警報が発表されている常時観測火山において、噴火警戒レベルの引上

げや警戒が必要な範囲の拡大を検討する規模の噴火が発生した場合（※） 

・このほか、社会的に影響が大きく、噴火の発生を速やかに伝える必要があ

ると判断した場合 

※噴火の規模が確認できない場合は発表する。 

（３）火山の状況に関する解説情報 

火山性地震や微動の回数、噴火等の状況や警戒事項を取りまとめたもの

で、定期的又は必要に応じて臨時に発表する。 

臨時に発表する際は、火山活動のリスクの高まりが伝わるよう、臨時の発

表であることを明示する。 

 

 

 

 

 

 

（４）（略） 

（５）火山ガス予報 

居住地域に長時間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合に、火

山ガスの濃度が高まる可能性のある地域を発表する予報で、気象庁火山監視

・警報センターが発表する。 

（６）火山現象に関する情報等 

噴火警報・予報、降灰予報及び火山ガス予報以外に、火山活動の状況等を

お知らせするための情報等で、気象庁火山監視・警報センターが発表する。 

ア 火山活動解説資料 

地図や図表等を用いて火山活動の状況や警戒事項を詳細に取りまとめた

もので、毎月又は必要に応じて臨時に発表する。 

 

イ（略） 

（２）噴火速報 

気象庁が、登山者や周辺の住民に対して、火山が噴火したことを端的にい

ち早く伝え、身を守る行動を取ってもらうために発表する。 

噴火速報は以下のような場合に発表する。 

・噴火警報が発表されていない常時観測火山において、噴火が発生した場合 

・噴火警報が発表されている常時観測火山において、噴火警戒レベルの引上

げや警戒が必要な範囲の拡大を検討する規模の噴火が発生した場合（※） 

・このほか、社会的に影響が大きく、噴火の発生を速やかに伝える必要があ

ると判断した場合 

※噴火の規模が確認できない場合は発表する。 

 

（３）火山の状況に関する解説情報 

気象庁が、現時点で、噴火警戒レベルの引き上げ基準に達していない、ま

たは、噴火警報を発表し「警戒が必要な範囲」の拡大を行うような状況では

ないが、今後の活動の推移によっては噴火警報を発表し、噴火警戒レベルの

引上げや、「警戒が必要な範囲」の拡大を行う可能性があると判断した場合

等に、火山活動の状況や防災上警戒・注意すべき事項を伝えるため、「火山

の状況に関する解説情報（臨時）」を発表する。 

また、現時点では、噴火警戒レベルを引き上げる可能性は低い、または、

噴火警報を発表し「警戒が必要な範囲」の拡大を行う可能性は低いが、火山

活動に変化がみられるなど、火山活動の状況を伝える必要があると判断した

場合に、「火山の状況に関する解説情報」を適時発表する。 

（４）（略） 

（５）火山ガス予報 

気象庁が、居住地域に長時間影響するような多量の火山ガスの放出がある

場合に、火山ガスの濃度が高まる可能性のある地域を発表する。 

 

（６）火山現象に関する情報等 

気象庁が、噴火警報・予報、噴火速報、火山の状況に関する解説情報、降

灰予報及び火山ガス予報以外に、火山活動の状況等をお知らせするために発

表する。 

ア 火山活動解説資料 

写真や図表等を用いて火山活動の状況や防災上警戒・注意すべき事項等に

ついて解説するため、臨時及び定期的に発表する。 

イ（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

ウ 噴火に関する火山観測報 

主に航空関係機関向けの情報で、噴火が発生したときに、発生時刻や噴煙

高度等の情報を直ちに発表する。 

 

９～１１（略） 

 

第４節（略） 

 

第５節 災害予警報別の伝達 

１～２（略） 

３ 水防警報及び避難判断水位到達情報等の伝達 

  水防警報等の伝達については、次のとおりとする。 

（１）～（４）（略） 

（略） 

梯川水防警報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

ウ 噴火に関する火山観測報 

噴火が発生したことや、噴火に関する情報（噴火の発生時刻・噴煙高度・

噴煙の流れる方向・噴火に伴って観測された火山現象等）を噴火後直ちにお

知らせするために発表する。 

９～１１（略） 

 

第４節（略） 

 

第５節 災害予警報別の伝達 

１～２（略） 

３ 水防警報及び避難判断水位到達情報等の伝達 

  水防警報等の伝達については、次のとおりとする。 

（１）～（４）（略） 

（略） 

梯川水防警報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

４ 洪水予報の伝達 

（１）（略） 

（２）梯川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５～６（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 洪水予報の伝達 

（１）（略） 

（２）梯川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５～６（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

７ 噴火警報等の伝達 

  金沢地方気象台は、気象庁火山監視・警報センターが噴火警報・予報及び火

山情報等を発表したときは、次のとおり速やかに各関係機関に伝達する。 

噴火警報等の伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８～１１（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 噴火警報等の伝達 

  金沢地方気象台は、気象庁が噴火警報・予報及び火山情報等を発表したとき

は、次のとおり速やかに各関係機関に伝達する。 

  噴火警報等の伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８～１１（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第６節 災害情報の収集・伝達 

１（略） 

２ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）～（４）（略） 

（５）安否情報の収集等 

（新設） 

 

  県及び市町は、武力攻撃事態等における安否情報の収集・提供システム等

を活用し、安否情報の収集等を行う。 

（新設） 

 

 

 

（６）～（８）（略） 

３（略） 

 

第７節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 災害情報の収集・伝達 

１（略） 

２ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）～（４）（略） 

（５）安否情報の収集等 

ア 市町は，要救助者の迅速な把握のため，安否不明者について，関係機関の

協力を得て，積極的に情報収集を行う。 

イ 県及び市町は、武力攻撃事態等における安否情報の収集・提供システム等

を活用し、安否情報の収集等を行う。 

ウ 県は，要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円滑化のために必

要と認めるときは，市町と連携の上，安否不明者の氏名等を公表し，その安

否情報を収集・精査することにより，速やかな安否不明者の絞り込みに努め

る。 

（６）～（８）（略） 

３（略） 

 

第７節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第８節 消防防災ヘリコプターの活用等 

１～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集，救助・救急、消火、

医療等の各種活動のための航空機の運用に関し、災害対策本部内に航空機の運

用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地対策本部と連携して必要

な調整を行う。 

航空運用調整班は、防災関係機関の航空機運用関係者などの参画を得て、各

機関の航空機の安全・円滑な運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを

行う。また、必要に応じ自衛隊による局地情報提供に関する調整を行う。 

 

 

 

 

 

第９節 災害広報 

１（略） 

２ 広報機関 

（１）県災害対策本部設置の場合 

ア 災害対策本部設置時には、危機管理班と広報班（県民文化スポーツ部）が

協力して被害状況その他の災害情報を収集し、その広報は、広報班が行う。 

 イ（略） 

（２）（略） 

３～７（略） 

 

第１０節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８節 消防防災ヘリコプターの活用等 

１～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集，救助・救急、消火、

医療等の各種活動のための航空機及び無人航空機の運用に関し、災害対策本部

内に航空機の運用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地対策本部

と連携して必要な調整を行う。 

航空運用調整班は、防災関係機関の航空機運用関係者などの参画を得て、各

機関の航空機の安全・円滑な運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを

行う。必要に応じ自衛隊による局地情報提供に関する調整を行う。 

また、災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図るため，必要に応じて，

国土交通省に対して緊急用務空域の指定を依頼する。なお，同空域が指定され

た際には，指定公共機関，報道機関等からの無人航空機の飛行許可申請に係る

調整を行う。 

 

第９節 災害広報 

１（略） 

２ 広報機関 

（１）県災害対策本部設置の場合 

ア 災害対策本部設置時には、危機管理班と戦略広報班（総務部）が協力して

被害状況その他の災害情報を収集し、その広報は、戦略広報班が行う。 

 イ（略） 

（２）（略） 

３～７（略） 

 

第１０節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第１１節 自衛隊の災害派遣 

１～４（略） 

５ 活動の内容 

  災害派遣活動は、人命又は財産の保護のために行う応急救援及び応急復旧が

終了するまでを限度とし、通常次のとおりとする。なお、災害派遣を命ぜられ

た部隊等の自衛官は、市町長等、警察官、海上保安官がその場にいない場合、

警戒区域の設定等の措置をとるとともに直ちに、その旨を市町長に通知する。 

（１）～（８） （略） 

（９）炊飯及び給水 要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認め

る場合は、炊飯及び給水の支援を行う。 

（１０）～（１２） （略） 

６～８（略） 

 

第１２節 避難誘導等 

１（略） 

２ 避難の勧告又は指示の実施及び基準 

（１）～（６）（略） 

（７）相互の連絡協力 

（１）から（５）に掲げる者は、それぞれの措置をとった場合は、相互に

通知、報告するとともに、避難の措置が迅速、適切に実施されるよう協力す

る。 

また、県及び指定地方行政機関は、市町から求めがあった場合には、避難

指示等の対象地域、判断時期等について助言する。また、県は、時機を失す

ることなく避難指示等が発令されるよう、市町に積極的に助言する。 

 

 

（８）（略） 

３～７（略） 

 

 

 

 

 

第１１節 自衛隊の災害派遣 

１～４（略） 

５ 活動の内容 

  災害派遣活動は、人命又は財産の保護のために行う応急救援及び応急復旧が

終了するまでを限度とし、通常次のとおりとする。なお、災害派遣を命ぜられ

た部隊等の自衛官は、市町長等、警察官、海上保安官がその場にいない場合、

警戒区域の設定等の措置をとるとともに直ちに、その旨を市町長に通知する。 

（１）～（８） （略） 

（９）給食及び給水 要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認め

る場合は、給食及び給水の支援を行う。 

（１０）～（１２） （略） 

６～８（略） 

 

第１２節 避難誘導等 

１（略） 

２ 避難の勧告又は指示の実施及び基準 

（１）～（６）（略） 

（７）相互の連絡協力 

（１）から（５）に掲げる者は、それぞれの措置をとった場合は、相互に

通知、報告するとともに、避難の措置が迅速、適切に実施されるよう協力す

る。 

また、県及び指定地方行政機関は、市町から求めがあった場合には、避難

指示等の対象地域、判断時期等について助言する。また、県は、時機を失す

ることなく避難指示等が発令されるよう、市町に積極的に助言する。 

さらに、市町は、避難指示等の発令に当たり、必要に応じて気象防災アド

バイザー等の専門家の技術的な助言等を活用し、適切に判断を行う。 

（８）（略） 

３～７（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

８ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

 ア～エ（略） 

 オ 避難所の運営 

○ 市町は、自主防災組織の会長や地域住民及び避難所となった学校等施設 

の管理者、ボランティア、避難所運営について専門性を有した外部支援者 

等の協力を得て避難所を管理運営する。運営に当たっては各主体の役割分 

担を明確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、避難者 

が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行でき 

るよう、その立ち上げを支援する。 

（略） 

◯ 市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保 

のために、専門家等との定期的な情報交換に努める。 

（略） 

 カ～セ（略） 

（２）（略） 

９（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

 ア～エ（略） 

 オ 避難所の運営 

○ 市町は、自主防災組織の会長や地域住民及び避難所となった学校等施設 

の管理者、避難所運営について専門性を有したＮＰＯ・ボランティア等の 

外部支援者等の協力を得て避難所を管理運営する。運営に当たっては各主 

体の役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮しつ 

つ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期 

に移行できるよう、その立ち上げを支援する。 

（略） 

◯ 市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保 

のために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換に努める。 

（略） 

 カ～セ（略） 

（２）（略） 

９（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

１０ 帰宅困難者対策 

県及び市町は、施設管理者や事業者等と連携し、大規模災害時により交通

が途絶したときは、「むやみに移動しない」という基本原則の広報等により、

一斉帰宅の抑制を図るとともに、通勤、通学者や観光客等の徒歩での帰宅や

移動を支援するため、次の協定により協力を要請するなど、必要な帰宅困難

者対策に努める。 

また、必要に応じて、一時滞在施設の確保等の支援を行うとともに、一時

滞在施設の確保に当たっては、男女のニーズの違いや、要配慮者の多様なニ

ーズに配慮した一時滞在施設の運営に努める。 

災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１（略） 

 

第１３節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 帰宅困難者対策 

県及び市町は、施設管理者や事業者等と連携し、大規模災害時により交通

が途絶したときは、「むやみに移動しない」という基本原則の広報等により、

一斉帰宅の抑制を図るとともに、通勤、通学者や観光客等の徒歩での帰宅や

移動を支援するため、次の協定により協力を要請するなど、必要な帰宅困難

者対策に努める。 

また、必要に応じて、一時滞在施設の確保等の支援を行うとともに、一時

滞在施設の確保に当たっては、男女のニーズの違いや、要配慮者の多様なニ

ーズに配慮した一時滞在施設の運営に努める。 

災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１（略） 

 

第１３節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第１４節 災害医療及び救急医療 

１～２（略） 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）～（２）（略） 

（３）石川ＤＭＡＴ指定病院 

 ア（略） 

 イ 石川ＤＭＡＴ指定病院は、県から「石川ＤＭＡＴの出動に関する協定書」

に基づく派遣要請があり、出動が可能と判断した場合には、石川ＤＭＡＴを

出動させる。 

    石川ＤＭＡＴの出動に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ～オ（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４節 災害医療及び救急医療 

１～２（略） 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）～（２）（略） 

（３）石川ＤＭＡＴ指定病院 

 ア（略） 

 イ 石川ＤＭＡＴ指定病院は、県から「石川ＤＭＡＴの出動に関する協定書」

に基づく派遣要請があり、出動が可能と判断した場合には、石川ＤＭＡＴを

出動させる。 

    石川ＤＭＡＴの出動に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ～オ（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石川ＤＭＡＴの出動に関する協定書

協定者 協定締結日

石川県 金沢大学附属病院 H22.4.1

金沢医科大学病院 H22.4.1

H22.4.1国立病院機構金沢医療センター
公立能登総合病院 H22.4.1

県立中央病院 H22.4.1

金沢赤十字病院 H25.3.1

H25.3.1金沢市立病院
市立輪島病院 H25.3.1

小松市民病院 H25.3.1

公立松任石川中央病院 H26.4.1

公立羽咋病院 H26.4.1

H26.7.1珠洲市総合病院
R4.6.1加賀市医療センター
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現       行 修   正   案 備 考 

（４）災害拠点病院 

 ア 下記の災害拠点病院は、県から派遣要請があったときは、医療救護班を派

遣し、医療救護活動を行う。 

    災害拠点病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ～エ（略） 

（５）～（１０）（略） 

４～１２（略） 

 

第１５節～第１７節（略） 

 

第１８節 災害救助法の適用 

１～４（略） 

５ 災害救助法に基づく救助の実施 

（１）（略） 

（２）別紙「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準

について」の番号１、３から８まで及び１０から１４までに定める救助の他、

知事が必要と認めるものについては、知事は救助の内容及び当該救助を行う

期間を通知し、市町長が行うこととする。 

この場合においては、市町長は、当該期間において当該事務を行わなけれ

ばならない。（令第１７条第１項） 

（３）～（４）（略） 

６～７（略） 

 

 

 

（４）災害拠点病院 

 ア 下記の災害拠点病院は、県から派遣要請があったときは、医療救護班を派

遣し、医療救護活動を行う。 

    災害拠点病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ～エ（略） 

（５）～（１０）（略） 

４～１２（略） 

 

第１５節～第１７節（略） 

 

第１８節 災害救助法の適用 

１～４（略） 

５ 災害救助法に基づく救助の実施 

（１）（略） 

（２）別紙「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準

について」の番号１、２の一部、３から１４までに定める救助の他、知事が

必要と認めるものについては、知事は救助の内容及び当該救助を行う期間を

通知し、市町長が行うこととする。 

この場合においては、市町長は、当該期間において当該事務を行わなけれ

ばならない。（令第１７条第１項） 

（３）～（４）（略） 

６～７（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

別紙 

 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準について 

                           令和元年１０月２３日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準について 

                            令和５年４月１日現在 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１９節～第２０節（略） 

 

第２１節 ライフライン施設の応急対策 

１～２（略） 

３ 通信施設 

  ＮＴＴ西日本は、次の措置を講ずる。 

（１）～（６）（略） 

（新設） 

 

 

 

４（略） 

 

第２２節～第２３節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１９節～第２０節（略） 

 

第２１節 ライフライン施設の応急対策 

１～２（略） 

３ 通信施設 

  ＮＴＴ西日本は、次の措置を講ずる。 

（１）～（６）（略） 

 大規模災害時における相互連携に関する協定 

 

 

 

４（略） 

 

第２２節～第２３節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第２４節 食料の供給 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）（略） 

（２）市町は、被災者及び災害応急対策現地従事者等に対して、必要に応じて食

料の確保状況等の情報を提供するとともに、炊出し等で給食の供給を実施す

る。 

なお、実施にあたっては、やむを得ず避難所に滞在することができない車

中避難者を含む避難所外避難者に対する食料の配布にも努める。 

 

 

３～６（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２４節 食料の供給 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）（略） 

（２）市町は、被災者及び災害応急対策現地従事者等に対して、必要に応じて食

料の確保状況等の情報を提供するとともに、炊出し等で給食の供給を実施す

る。 

なお、実施にあたっては、やむを得ず避難所に滞在することができない車

中避難者を含む避難所外避難者に対する食料の配布にも努める。 

   また、避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセス

メントの実施，食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努める。 

３～６（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 44 - 

現       行 修   正   案 備 考 

第２５節 生活必需品の供給 

１～２（略） 

３ 生活必需品等の確保 

（１）～（２）（略） 

生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４～５（略） 

 

第２６節 障害物の除去 

１～６（略） 

７ 湛水、堆積土砂、その他障害物件の排除措置 

（１）～（２）（略） 

 

 

第２５節 生活必需品の供給 

１～２（略） 

３ 生活必需品等の確保 

（１）～（２）（略） 

生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４～５（略） 

 

第２６節 障害物の除去 

１～６（略） 

７ 湛水、堆積土砂、その他障害物件の排除措置 

（１）～（２）（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（新設） 

 

 

 

（３） その他 

   立木等の障害物物件の除去は、（２）に準じて行う。 

（新設） 

 

 

 

８～１０（略） 

 

第２７節～第２９節（略） 

 

第３０節 ボランティア活動の支援 

１～５（略） 

６ 協力体制 

県は、災害ボランティア活動の円滑な実施のため、必要と認めるときは、次

の協定により協力を要請する。 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

第３１節～第３６節（略） 

 

 

第４章～第５章（略） 

（３）軽石除去 

港湾管理者及び漁港管理者は，その所管する港湾区域及び漁港区域内の航

路等について，軽石により船舶の航行が危険と認められる場合には，国に報

告するとともに，軽石除去による航路啓開に努める。 

（４）その他 

   立木等の障害物物件の除去は、（２）に準じて行う。 

     災害時における応急対策業務等に関する協定 

 

 

 

８～１０（略） 

 

第２７節～第２９節（略） 

 

第３０節 ボランティア活動の支援 

１～５（略） 

６ 協力体制 

県は、災害ボランティア活動の円滑な実施のため、必要と認めるときは、次

の協定により協力を要請する。 

（略） 

   災害時等における被災者の避難生活への支援、生活再建及び被災地の復旧

復興に係る連携・協力に関する協定 

 

 

 

 

   災害ボランティア活動への支援に関する協定 

 

 

 

 

第３１節～第３６節（略） 

 

 

第４章～第５章（略） 



 - 46 - 

 



 - 1 - 

参考１－４ 

石川県地域防災計画（雪害対策編）修正（案） 新旧対照表 

現       行 修   正   案 備 考 

 

 
 
 
                                

石川県地域防災計画 
 

雪害対策編 
 
 

（令和４年修正） 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                       
                                                                
 
                                                                       

石川県地域防災計画 
 

雪害対策編 
                  
 

（令和５年修正） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 
 

第 1 章 総則 
 

第１節～第２節（略） 

 

第３節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関は、それぞれの所掌事務又は業務を通じて石

川県の地域に係る雪害に対する防災に寄与すべきものである。それぞれが

雪害に関して処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

第４節 本県の特質と既往の雪害 

１～５（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1 章 総則 
 

第１節～第２節（略） 

 

第３節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関は、それぞれの所掌事務又は業務を通じて石

川県の地域に係る雪害に対する防災に寄与すべきものである。それぞれが

雪害に関して処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

第４節 本県の特質と既往の雪害 

１～５（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

６ 既往の主な雪害とその被害 

県内に特に大きな被害をもたらした豪雪・大雪として、「３８豪雪」、「５

２豪雪」、「５６豪雪」、「５９豪雪」、「６１豪雪」、「平成１３年大雪」、

「平成１８年豪雪」、「平成３０年大雪」がある。 

（１）～（８）（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 既往の主な雪害とその被害 

県内に特に大きな被害をもたらした豪雪・大雪として、「３８豪雪」、「５

２豪雪」、「５６豪雪」、「５９豪雪」、「６１豪雪」、「平成１３年大雪」、

「平成１８年豪雪」、「平成３０年大雪」、「令和５年大雪」がある。 

（１）～（８）（略） 

（９）令和５年大雪（令和４年１２月～２月：２０２３年） 

 ア 気象の状況 

12 月 18 日から 19 日にかけて、北陸地方の上空約 1500ｍに氷点下 9.0℃

以下の寒気が流れ込んだため、強い冬型の気圧配置となった。このため、県

内では能登を中心に大雪となり、19 日には珠洲市、穴水町、能登町に大雪

警報が発表された。19 日の最深積雪は、珠洲で 44cm、輪島で 30cm を観測し

た。樹木等への着雪により雪の重みで樹木が倒れ、電線を切断するなど停電

が発生した。また、倒れた樹木が道路をふさいで孤立集落が発生した。 

12 月 23 日から 25 日にかけて、北陸地方の上空約 5000 メートルには氷点

下 39 度以下の寒気が流れ込んだため、強い冬型の気圧配置となった。県内

では大雪となり、23 日には金沢市を対象に「顕著な大雪に関する気象情報」

が発表された。 

1 月 24 日から 26 日にかけて、北陸地方の上空約 5000 メートルには氷点

下 42 度以下の非常に強い寒気が流れ込んだため、強い冬型の気圧配置とな

った。県内では、冷え込みが厳しく、25 日の最低気温は、金沢で氷点下 5.1

度、輪島市三井では氷点下 8.1 度を観測した。水道管の凍結や破裂が相次ぎ、

各地で断水が発生した。 

 

 イ 降雪量の状況【資料：金沢地方気象台調べ】 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７（略） 

８ 既往の主な雪害と県、市町の対策組織 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ウ 被害の状況【資料：危機対策課調べ】 

 

 

 

  死者の内訳：除雪作業中（２名） 

エ 主な雪害対策の状況【資料：前同】 

（ア）対策組織 

県：災害対策本部（12/22～12/28） 

市町：災害対策本部（3 市 1 町）  

   輪島市(12/20～12/24、1/27～1/30)、羽咋市(1/27～1/29)、 

かほく市(1/27～2/2)、宝達志水町(1/26～1/30) 

   雪害対策本部 

   金沢市(12/23～12/28) 

（イ）自衛隊の活動状況 

水道管凍結による断水のため、給水活動を実施(輪島市：1/28～1/30)  

７（略） 

８ 既往の主な雪害と県、市町の対策組織 
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現       行 修   正   案 備 考 

 
 

第２章 雪害予防計画 
 

第１節 防災知識の普及 

１～２（略） 

３ 学校教育における防災教育 

児童生徒が正しい防災知識を身につけることは、将来の災害に強い県民を育

成する上で重要である。 

そのため、教育委員会及び学校長は、学校における防災訓練等をより実践的

なものにするとともに、学校の教育活動全体を通じて、継続的な防災教育を推

進する。 

なお、防災教育を含めた安全教育については、各学校で「学校安全計画」、

「危機管理マニュアル」を点検し、教職員の共通理解の下で、学校全体で取り

組みを進める。 

（１）～（２）（略） 

４ 住民に対する防災知識の普及 

県、市町及び防災関係機関は、防災思想の高揚を図り、自主防災体制の確立

を期するため、住民に対して、防災訓練の実施や防災マップの作成・配布等あ

らゆる機会を利用して防災知識の普及の徹底を図る。 

なお、防災マップの作成にあたっては住民も参加する等の工夫をすることに

より、災害からの避難に対する住民等の理解の促進を図るよう努める。 

また、雪崩危険箇所等の存在、融雪時の対応、雪崩に関する情報等について

わかりやすくとりまとめた災害発生時の行動マニュアルやハザードマップ等

の作成、配布に努め住民に周知徹底を図る。 

（１）（略） 

（２）普及の内容 

ア～ウ（略） 

（新設）  

 

 

エ～ケ（略） 

５～７（略） 

 
 

 
 

第２章 雪害予防計画 
 

第１節 防災知識の普及 

１～２（略） 

３ 学校教育における防災教育 

児童生徒が正しい防災知識を身につけることは、将来の災害に強い県民を育

成する上で重要である。 

そのため、教育委員会及び学校長は、学校における防災訓練等では、消防団

員等が参画した体験的・実践的なものにするとともに、学校の教育活動全体を

通じて、継続的な防災教育を推進する。 

なお、防災教育を含めた安全教育については、様々な機会における指導を密

接に関連付けながら、学校安全計画に位置づけ、教職員の共通理解の下で、学

校全体で取り組みを進める。 

（１）～（２）（略） 

４ 住民に対する防災知識の普及 

県、市町及び防災関係機関は、防災思想の高揚を図り、自主防災体制の確立

を期するため、住民に対して、防災訓練の実施や防災マップの作成・配布等あ

らゆる機会を利用して防災知識の普及の徹底を図る。 

なお、防災マップの作成にあたっては住民も参加する等の工夫をすることに

より、災害からの避難に対する住民等の理解の促進を図るよう努める。 

また、雪崩危険箇所等の存在、融雪時の対応、雪崩に関する情報等について

わかりやすくとりまとめた災害発生時の行動マニュアルやハザードマップ等

の作成、配布に努め住民に周知徹底を図る。 

（１）（略） 

（２）普及の内容 

ア～ウ（略） 

 エ 除雪作業の危険性と対応策 

（既存住宅に対する命綱固定アンカーの設置、除排雪の安全を確保するため

の装備、克雪に係る技術）  

オ～コ（略） 

５～７（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第２節県民及び事業者等のとるべき措置 

１（略） 

２ 県民のとるべき措置 

（１）平素から次のことに留意し、雪害時に備えておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

３～４（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 県民及び事業者等のとるべき措置 

１（略） 

２ 県民のとるべき措置 

（１）平素から次のことに留意し、雪害時に備えておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

３～４（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第３節 自主防災組織の育成 

１（略） 

２ 地域住民等の自主防災組織 

（１）組織の育成 

県及び市町は、住民の自主的な防災組織の重要性を認識し、多様な世代が

参加できるような地域ぐるみの自主防災組織の設立や意識啓発及び防災リ

ーダー等の育成、強化を図り、組織率の向上、活動の活性化及び地域ごとの

連携を促進する。 

その際、自主防災組織が有効に機能し、円滑な避難や避難所運営が行われ

るためには、地域の実情を把握し防災知識等を有する防災士等の防災リーダ

ーが必要であることから、自主防災組織リーダー育成研修会の実施などを通

じてその計画的な育成に努めるとともに、フォローアップ研修を通じて、そ

の技術・技能の維持向上を図る。 

なお、特に女性防災士の育成など女性の参画促進や、地域の実情に応じた

防災資機材の整備に努めるものとし、必要な財政措置等を講ずる。 

また、県は、自主防災組織アドバイザー派遣制度を活用するなど、自主防

災組織のより一層の結成促進を図るとともに、「自主防災組織活動マニュア

ル」を作成し、活動内容の充実を図る。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

３（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 自主防災組織の育成 

１（略） 

２ 地域住民等の自主防災組織 

（１）組織の育成 

県及び市町は、住民の自主的な防災組織の重要性を認識し、多様な世代が

参加できるような地域ぐるみの自主防災組織の設立や意識啓発及び防災リ

ーダー等の育成、強化を図り、組織率の向上、活動の活性化及び地域ごとの

連携を促進する。 

その際、自主防災組織が有効に機能し、円滑な避難や避難所運営が行われ

るためには、地域の実情を把握し防災知識等を有する防災士等の防災リーダ

ーが必要であることから、自主防災組織リーダー育成研修会の実施などを通

じてその計画的な育成に努めるとともに、フォローアップ研修を通じて、そ

の技術・技能の維持向上を図る。 

なお、特に女性防災士の育成など女性の参画促進や、地域の実情に応じた

防災資機材の整備に努めるものとし、必要な財政措置等を講ずる。 

また、県は、自主防災組織アドバイザー派遣制度を活用するなど、自主防

災組織のより一層の結成促進を図るとともに、「自主防災組織活動マニュア

ル」を作成し、活動内容の充実を図る。 

 防災分野における連携に関する協定 

 

 

 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

３（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１ 基本方針 

（１）（略） 

（２）県及び市町は、防災ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・ボラ

ンティア等の三者で連携し、平常時の登録、研修や訓練の制度、災害時にお

ける防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボランティア活

動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等につ

いて整備を推進するとともに、そのための意見交換を行う情報共有会議の整

備・強化を、研修や訓練を通じて推進する。 

 

２～３（略） 

４ 防災ボランティアの育成 

（１）（略） 

（２）県及び市町は、防災ボランティア活動に関する普及啓発を行い、県民や学

生、企業、ＮＰＯ・ボランティア等に積極的に参加を呼びかける。 

（新設） 

 

 

 

 

（３）～（５）（略） 

 

第５節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１ 基本方針 

（１）（略） 

（２）県及び市町は、防災ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・ボラ

ンティア等の三者で連携し、平常時の登録、ボランティア活動や避難所運営

等に関する研修や訓練の制度、災害時における防災ボランティア活動の受入

れや調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確

保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、そ

のための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて

推進する。 

２～３（略） 

４ 防災ボランティアの育成 

（１）（略） 

（２）県及び市町は、防災ボランティア活動に関する普及啓発を行い、県民や学

生、企業、ＮＰＯ・ボランティア等に積極的に参加を呼びかける。 

    防災分野における連携に関する協定 

 

 

 

 

（３）～（５）（略） 

 
第５節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第６節 防災体制の整備 

１ 基本方針 

雪害時における応急、復旧対策を円滑に推進するには、平常時から防災に係

る組織体制の整備、充実に努めるとともに、各対策に必要な機能をできる限り

集約化していくことが必要である。このため、県及び市町は、応急復旧活動の

みならず、予防活動にも活用できる拠点として防災活動施設を整備する。 

また、県、市町及び防災関係機関は、雪崩災害の危険箇所等に配慮しつつ、

それぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設・設備の充実に努めるとともに、

保有する施設・設備について、代替エネルギーシステムや電動車の活用を含め

自家発電設備、LP ガス災害用バルク、燃料貯蔵設備等の整備を図り、十分な

期間（最低３日間）の発電が可能となるような燃料の備蓄等を行い、平常時か

ら点検、訓練等に努める。 

さらに、地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により

地域の防災力向上を図るため、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現

場における女性や高齢者、障害者などの参画を拡大し、男女共同参画その他の

多様な視点を取り入れた防災体制の確立に努めるほか、令和２年における新型

コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑制など

感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する。 

２ 県の活動体制 

（１）～（２）（略） 

（３）市町、防災関係機関等との緊急連絡体制等の構築 

 ア～エ 

（新設） 

 

 

 

 

（４）～（８）（略） 

（新設） 

 

 

 

（９）～（１４）（略） 

 

 

第６節 防災体制の整備 

１ 基本方針 

雪害時における応急、復旧対策を円滑に推進するには、平常時から防災に係

る組織体制の整備、充実に努めるとともに、各対策に必要な機能をできる限り

集約化していくことが必要である。このため、県及び市町は、応急復旧活動の

みならず、予防活動にも活用できる拠点として防災活動施設を整備する。 

また、県、市町及び防災関係機関は、雪崩災害の危険箇所等に配慮しつつ、

それぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設・設備の充実に努めるとともに、

保有する施設・設備について、再生可能エネルギー等の代替エネルギーシステ

ムや電動車の活用を含め自家発電設備、LP ガス災害用バルク、燃料貯蔵設備

等の整備を図り、十分な期間（最低３日間）の発電が可能となるような燃料の

備蓄等を行い、平常時から点検、訓練等に努める。 

さらに、地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により

地域の防災力向上を図るため、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現

場における女性や高齢者、障害者などの参画を拡大し、男女共同参画その他の

多様な視点を取り入れた防災体制の確立に努めるほか、令和２年における新型

コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑制など

感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する。 

２ 県の活動体制 

（１）～（２）（略） 

（３）市町、防災関係機関等との緊急連絡体制等の構築 

 ア～エ 

 オ 県は，他の関係機関と連携の上，災害時に発生する状況を予め想定し、各

機関が実施する災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）

を作成するよう努める。また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同

計画の見直しを行うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効

果的な運用に努める。 

（４）～（８）（略） 

（９）安否不明者の氏名等の公表等 

   県は，発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）の氏名等の

公表や安否情報の収集・精査等を行う場合に備え，市町と連携の上，あらか

じめ一連の手続等について整理し，明確にしておくよう努める。 

（１０）～（１５）（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

３ 市町の活動体制 

（１）（略） 

（２）国、県との連絡体制等の整備 

 市町は、避難指示を行う際に、国又は県に必要な助言を求めることができ

るよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共

有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておく。 

（新設） 

 

 

 

 

（３）～（１５）（略） 

４～５（略） 

 

第７節（略） 

 

第８節 通信及び放送施設災害予防  

１（略） 

２ 通信用施設設備の整備 

（１）県の整備 

県は、有線通信の途絶に備えて、市町及び防災関係機関に対する雪害時に

おける迅速かつ的確な無線通信による情報の収集、伝達を図るため、衛星携

帯電話、携帯電話、防災行政無線のほか、可搬型衛星地球局等の整備を図る。 

また、ヘリコプターテレビ電送システム、高所監視カメラ、総合防災情報

システム、土木部総合通信情報システム、救急医療情報システム等の整備の

充実を図るほか、被災市町から県への被災状況の報告ができない場合を想定

し、県職員が情報収集のため被災地に赴く場合に、どのような内容の情報を

どのような手段で収集するかなどを定めるよう努めるなど、情報の収集、伝

達に万全を期す。 

 

 

 

 

 

 

３ 市町の活動体制 

（１）（略） 

（２）国、県との連絡体制等の整備 

ア 市町は、避難指示を行う際に、国又は県に必要な助言を求めることができ

るよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共

有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておく。 

イ 市町は，他の関係機関と連携の上，災害時に発生する状況を予め想定し，

各機関が実施する災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライ

ン）を作成するよう努める。また，災害対応の検証等を踏まえ，必要に応じ

て同計画の見直しを行うとともに，平時から訓練や研修等を実施し，同計画

の効果的な運用に努める。 

（３）～（１５）（略） 

４～５（略） 

 

第７節（略） 

 

第８節 通信及び放送施設災害予防  

１（略） 

２ 通信用施設設備の整備 

（１）県の整備 

県は、有線通信の途絶に備えて、市町及び防災関係機関に対する雪害時に

おける迅速かつ的確な無線通信による情報の収集、伝達を図るため、衛星携

帯電話、携帯電話、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ）、防災行政無線のほか、

可搬型衛星地球局等の整備を図る。 

また、ヘリコプターテレビ電送システム、高所監視カメラ、総合防災情報

システム、土木部総合通信情報システム、救急医療情報システム等の整備の

充実を図るほか、被災市町から県への被災状況の報告ができない場合を想定

し、県職員が情報収集のため被災地に赴く場合に、どのような内容の情報を

どのような手段で収集するかなどを定めるよう努めるなど、情報の収集、伝

達に万全を期す。 
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現       行 修   正   案 備 考 

（２）市町の整備 

ア 市町は、住民等に対する雪害時の情報を迅速かつ的確な収集、伝達を図る

ため、地域の実情に応じて、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、携帯端

末の緊急速報メール機能、ソーシャルメディア、ワンセグ放送、Ｌアラート

（災害情報共有システム）等の整備促進を図り、通信の確保に努める。 

また、ＩＰ通信網やケーブルテレビ網等のほか、ヘリコプター映像等の外

部からの被災情報を入手するため、防災行政無線衛星系（VSAT）の活用を図

る。 

さらに、孤立化が懸念される山間地集落等には、衛星携帯電話等の災害に

強い通信機器の配備に努める。 

 

 イ（略） 

（３）～（５）（略） 

 

第９節（略） 

 

第１０節 消防力の充実、強化 

１～９（略） 

１０ 救助・救急体制の整備 

ア 県及び市町は、職員の安全確保を図りつつ、効率的な救助・救急活動を行

うため、関係省庁との連携体制の強化を図るとともに、職員の教育訓練を行

い、救助・救急機能の強化を図る。 

 

 

 イ（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市町の整備 

ア 市町は、住民等に対する雪害時の情報を迅速かつ的確な収集、伝達を図る

ため、地域の実情に応じて、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、携帯端

末の緊急速報メール機能、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ）、ソーシャルメ

ディア、ワンセグ放送、Ｌアラート（災害情報共有システム）等の整備促進

を図り、通信の確保に努める。 

また、ＩＰ通信網やケーブルテレビ網等のほか、ヘリコプター映像等の外

部からの被災情報を入手するため、防災行政無線衛星系（VSAT）の活用を図

る。 

さらに、孤立化が懸念される山間地集落等には、衛星携帯電話等の災害に

強い通信機器の配備に努める。 

 イ（略） 

（３）～（５）（略） 

 

第９節（略） 

 

第１０節 消防力の充実、強化 

１～９（略） 

１０ 救助・救急体制の整備 

ア 県及び市町は、職員の安全確保を図りつつ、効率的な救助・救急活動を行

うため、「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸成するよう努め、関係省庁

との連携体制の強化を図るとともに、職員の教育訓練を行い、救助・救急機

能の強化を図る。 

 イ（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第１１節 避難体制の整備 

１（略） 

２ 指定避難所、避難路の指定等 

市町は、雪害時に住民が安全かつ迅速に避難できるよう次の事項に留意し、

指定避難所、避難路を指定するとともに、町内会、自主防災組織等を通じて、

防災訓練の実施や防災マップの作成・配布等により、その内容の住民等への周

知徹底を図る。 

（１）指定避難所 

 ア～ク（略） 

（新設） 

  

ケ～セ（略） 

（２）（略） 

３～８（略） 

 

第１２節 要配慮者対策 

１（略） 

２ 在宅の要配慮者への配慮 

（１）～（８）（略） 

（９）福祉避難所の指定 

市町は、高齢者や障害者等は避難所内の一般避難スペースでは健康の維持

・確保が困難な要素が多いことから、地区ごとの福祉避難所の指定を進める。 

 

ア～ウ（略） 

（新設） 

 

（１０）～（１１）（略） 

３～４（略） 

 

 

 

 

 

 

 

第１１節 避難体制の整備 

１（略） 

２ 指定避難所、避難路の指定等 

市町は、雪害時に住民が安全かつ迅速に避難できるよう次の事項に留意し、

指定避難所、避難路を指定するとともに、町内会、自主防災組織等を通じて、

防災訓練の実施や防災マップの作成・配布等により、その内容の住民等への周

知徹底を図る。 

（１）指定避難所 

 ア～ク（略） 

 ケ 停電時に施設・設備の機能が確保されるよう，再生可能エネルギーの活用

を含めた非常用発電設備等の整備に努める。 

 コ～ソ（略） 

（２）（略） 

３～８（略） 

 

第１２節 要配慮者対策 

１（略） 

２ 在宅の要配慮者への配慮 

（１）～（８）（略） 

（９）福祉避難所の指定 

市町は、高齢者や障害者、医療的ケアを必要とする者等は避難所内の一般

避難スペースでは健康の維持・確保が困難な要素が多いことから、地区ごと

の福祉避難所の指定を進める。 

ア～ウ（略） 

エ 医療的ケアを必要とする者に対しては，人工呼吸器や吸引器等の医療機器

の電源の確保等の必要な配慮をするよう努めること。 

（１０）～（１１）（略） 

３～４（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第１３節 緊急輸送体制の整備 

１ 基本方針 

道路管理者は、災害応急対策を実施するための要員及び物資等の輸送に必要

な緊急輸送道路を定め、整備に努める。また、緊急輸送道路について、災害時

の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又

は制限を行うとともに、無電柱化の促進を図るものとする。 

県及び市町は、多重化や代替性・利便性等を考慮しつつ、災害発生時の緊急

輸送活動のために確保すべき道路、港湾、漁港、飛行場等の輸送施設及びトラ

ックターミナル、卸売市場、展示場、体育館等の輸送拠点、ヘリコプター臨時

離着陸場（以下「臨時離着陸場」という。）の適地をあらかじめ把握しておき、

緊急事態に備えるとともに、大量輸送を行うための船舶の確保や港湾、漁港の

整備を図る。 

また、県及び市町は、関係機関と協議の上、県が開設する広域物資輸送拠点、

市町が開設する地域内輸送拠点を経て、各避難所に支援物資を届ける緊急輸送

ネットワークの形成を図るとともに、指定公共機関その他の関係機関等に対す

る周知徹底に努める。 

 

２～３（略） 

４ 港湾・漁港の整備 

港湾管理者は、人員、物資及び復旧用資機材等の海路による輸送の機能を確

保するため、岸壁・道路等を強化する。 

また、緊急物資の集積及び住民の避難等のための広場等についても整備を図

り、雪害時に港湾等を使用することとなった場合には、船舶等が接岸し、作業

できるように除排雪に協力する。 

 

 

５（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３節 緊急輸送体制の整備 

１ 基本方針 

道路管理者は、災害応急対策を実施するための要員及び物資等の輸送に必要

な緊急輸送道路を定め、整備に努める。また、緊急輸送道路について、災害時

の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又

は制限を行うとともに、国が促進する一般送配電事業者，電気通信事業者にお

ける無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を図るものとする。 

県及び市町は、多重化や代替性・利便性等を考慮しつつ、災害発生時の緊急

輸送活動のために確保すべき道路、港湾、漁港、飛行場等の輸送施設及びトラ

ックターミナル、卸売市場、展示場、体育館等の輸送拠点、ヘリコプター臨時

離着陸場（以下「臨時離着陸場」という。）の適地をあらかじめ把握しておき、

緊急事態に備えるとともに、大量輸送を行うための船舶の確保や港湾、漁港の

整備を図る。 

また、県及び市町は、関係機関と協議の上、県が開設する広域物資輸送拠点、

市町が開設する地域内輸送拠点を経て、各避難所に支援物資を届ける緊急輸送

ネットワークの形成を図るとともに、指定公共機関その他の関係機関等に対す

る周知徹底に努める。 

２～３（略） 

４ 港湾・漁港の整備 

港湾管理者は、人員、物資及び復旧用資機材等の海路による輸送の機能を確

保するため、岸壁・道路等を強化する。緊急物資の集積及び住民の避難等のた

めの広場等についても整備を図り、雪害時に港湾等を使用することとなった場

合には、船舶等が接岸し、作業できるように除排雪に協力する。 

また、港湾管理者は北陸地域港湾の事業継続協議会により、港湾相互間の広

域的な連携による航路啓開等の港湾機能の維持・継続のための対策を検討し、

緊急輸送の確保に関する広域的な体制の構築等、必要な対策を講じる。 

５（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４節～第２２節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４節～第２２節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第２３節 公共施設災害予防 

１～２（略） 

３ 電力施設の整備対策 

電力供給事業者は、雪害時における電力の供給を確保するため、電力施設の

強化を図るとともに、平常時から電力設備の防護対策に努める。 

また、県，電力供給事業者及び電気通信事業者は、倒木等により電力供給網

に支障が生じることへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による

予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた、相互の連携の拡大に努める。

なお、事前伐採等の実施に当たっては，市町との協力に努める。 

（１）～（２）（略） 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２３節 公共施設災害予防 

１～２（略） 

３ 電力施設の整備対策 

電力供給事業者は、雪害時における電力の供給を確保するため、電力施設の

強化を図るとともに、平常時から電力設備の防護対策に努める。 

また、県，電力供給事業者及び電気通信事業者は、倒木等により電力供給網

に支障が生じることへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による

予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた、相互の連携の拡大に努める。

なお、事前伐採等の実施に当たっては，市町との協力に努める。 

（１）～（２）（略） 

（略） 

災害時における応急対策業務等に関する協定 
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現       行 修   正   案 備 考 

４ 通信施設の整備対策 

雪害時における通信機能の確保は、社会的な混乱の防止、災害対策を迅速か

つ的確に実施する上からも極めて重要であり、非常用電源の整備等による通信

設備の防災対策、電信電話、専用通信、放送等の安全な設置場所の確保などに

よる施設設備の安全性の確保及び耐火並びに多ルート化に努める。 

また、県、電力供給事業者及び電気通信事業者は、倒木等により電力供給網

に支障が生じることへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による

予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた、相互の連携の拡大に努める。

なお、事前伐採等の実施に当たっては、市町との協力に努める。 

（１）～（５）（略） 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

５～６（略） 

 

第２４節（略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 通信施設の整備対策 

雪害時における通信機能の確保は、社会的な混乱の防止、災害対策を迅速か

つ的確に実施する上からも極めて重要であり、非常用電源の整備等による通信

設備の防災対策、電信電話、専用通信、放送等の安全な設置場所の確保などに

よる施設設備の安全性の確保及び耐火並びに多ルート化に努める。 

また、県、電力供給事業者及び電気通信事業者は、倒木等により電力供給網

に支障が生じることへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による

予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた、相互の連携の拡大に努める。

なお、事前伐採等の実施に当たっては、市町との協力に努める。 

（１）～（５）（略） 

災害時における応急対策業務等に関する協定 

 

 

 

 大規模災害時における相互連携に関する協定 

 

 

 

５～６（略） 

 

第２４節（略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

協 定 者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ

石川県 石川県森林組合連合会 R4.12. 2 076-237-0121 076-237-6004

協 定 者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ

石川県 西日本電信電話株式会社 R5. 2.10 076-282-9847 076-253-3464
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現       行 修   正   案 備 考 

 
 

第３章 雪害応急対策計画 
 

第１節 初動体制の確立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１～２ 

３ 通報連絡体制及び県職員の動員 

（１）～（２）（略） 

（３）職員の動員 

 ア～イ（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第３章 雪害応急対策計画 
 

第１節 初動体制の確立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１～２ 

３ 通報連絡体制及び県職員の動員 

（１）～（２）（略） 

（３）職員の動員 

 ア～イ（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 ウ 警戒配備体制時における系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 雪害対策本部 

（１）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ 警戒配備体制時における系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 雪害対策本部 

（１）（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（２）雪害対策本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）雪害対策本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（４）雪害対策本部の班名及び所掌事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５～９（略） 

１０ 受援体制の確立 

（１）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、次の応

援協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

 ア 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定（本章第 12 節「避難誘導等」

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ～ト（略） 

（４）雪害対策本部の班名及び所掌事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５～９（略） 

１０ 受援体制の確立 

（１）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、次の応

援協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

 ア 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定（本章第 13 節「避難誘導等」

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ～ト（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（新設） 

 

 

 

 ナ～ネ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

ノ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

ハ～ミ（略） 

（７）職員の派遣の要請等 

 ア 職員の派遣の要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第２

９条に基づき、知事は指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に、市町

長は指定地方行政機関の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請する。 

また、知事及び市町長は、必要に応じ、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第２５２条の１７に基づき、他の都道府県知事又は他の市町長に対し、

職員の派遣を要請する。 

なお、要請に当たっては、知事又は市町長は次の事項を明らかにする。 

 

 

 ナ 災害時における応急対策業務等に関する協定 

 

 

 

 ニ～ノ（略） 

 ハ 災害時等における被災者の避難生活への支援、生活再建及び被災地の復旧 

復興に係る連携・協力に関する協定 

（本章第 25 節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 

 

ヒ 災害ボランティア活動への支援に関する協定 

（本章第 25 節「ボランティア活動の支援」参照） 

 

 

 

フ（略） 

へ 大規模災害時における相互連携に関する協定 

（本章第 28 節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

ホ～ヤ（略） 

（７）職員の派遣の要請等 

 ア 職員の派遣の要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第２

９条に基づき、知事は指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に、市町

長は指定地方行政機関の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請する。 

また、知事及び市町長は、必要に応じ、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第２５２条の１７に基づき、他の都道府県知事又は他の市町長に対し、

職員の派遣を要請する。 

特に、技術職員の派遣を求める場合においては、復旧・復興支援技術職員

派遣制度を活用する。なお、要請に当たっては、知事又は市町長は次の事項

を明らかにする。 
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現       行 修   正   案 備 考 

 イ（略） 

（８）（略） 

１１～１２（略） 

 
第２節（略） 

 

第３節 雪に関する防災気象情報 

１～３（略） 

４ 降雪予報 

（１）（４） 

（５）降雪・積雪観測所（金沢地方気象台） 

 

 

 

 

 

 

 

５（略） 

 

第４節～第５節（略） 

 
第６節 雪害情報の収集・伝達 

１（略） 

２ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）～（４）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ（略） 

（８）（略） 

１１～１２（略） 

 
第２節（略） 

 

第３節 雪に関する防災気象情報 

１～３（略） 

４ 降雪予報 

（１）（４） 

（５）降雪・積雪観測所（金沢地方気象台） 

 

 

 

 

 

 

 

５（略） 

 

第４節～第５節（略） 

 
第６節 雪害情報の収集・伝達 

１（略） 

２ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）～（４）（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（５）安否情報の収集等 

（新設） 

 

 県及び市町は、武力攻撃事態等における安否情報の収集・提供システム等

を活用し、安否情報の収集等を行うものとする。 

（新設） 

 

 

 

（６）～（８）（略） 

３（略） 

 
第７節（略） 

 

第８節 消防防災ヘリコプターの活用等 

１～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集，救助・救急、消火、

医療等の各種活動のための航空機の運用に関し、災害対策本部内に航空機の運

用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地対策本部と連携して必要

な調整を行う。 

航空運用調整班は、防災関係機関の航空機運用関係者などの参画を得て、各

機関の航空機の安全・円滑な運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを

行う。また、必要に応じ自衛隊による局地情報提供に関する調整を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）安否情報の収集等 

ア 市町は，要救助者の迅速な把握のため，安否不明者について，関係機関の

協力を得て，積極的に情報収集を行う。 

イ 県及び市町は、武力攻撃事態等における安否情報の収集・提供システム等

を活用し、安否情報の収集等を行うものとする。 

ウ 県は，要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円滑化のために必

要と認めるときは，市町と連携の上，安否不明者の氏名等を公表し，その安

否情報を収集・精査することにより，速やかな安否不明者の絞り込みに努め

る。 

（６）～（８）（略） 

３（略） 

 
第７節（略） 

 

第８節 消防防災ヘリコプターの活用等 

１～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集，救助・救急、消火、

医療等の各種活動のための航空機及び無人航空機の運用に関し、災害対策本部

内に航空機の運用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地対策本部

と連携して必要な調整を行う。 

航空運用調整班は、防災関係機関の航空機運用関係者などの参画を得て、各

機関の航空機の安全・円滑な運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを

行う。必要に応じ自衛隊による局地情報提供に関する調整を行う。 

また、災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図るため，必要に応じて，

国土交通省に対して緊急用務空域の指定を依頼する。なお，同空域が指定され

た際には，指定公共機関，報道機関等からの無人航空機の飛行許可申請に係る

調整を行う。 
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現       行 修   正   案 備 考 

第９節 災害広報 

１（略） 

２ 広報機関 

（２）警戒配備体制、雪害対策本部設置の場合 

警戒配備体制、雪害対策本部設置時には、危機対策課(班)と県民交流課

(班)が協力して被害状況その他の雪害情報を収集し、広報活動を行う。 

（３）災害対策本部設置の場合 

ア 災害対策本部設置時には、危機管理班と広報班（県民文化スポーツ部）が

協力して被害状況その他の雪害情報を収集し、その広報は、広報班が行う。 

イ（略） 

３～７（略） 

 
第１０節 道路等の交通確保対策 

１～３（略） 

４ 公共交通の確保 

（１）ＪＲ西日本の運行 

 ア～イ（略） 

 ウ 災害対策 

（ア）～（ウ）（略） 

 （エ）列車遅延情報の提供 

利用者に対し、列車運行状況を的確、迅速に把握し、提供するため、通

常7:00～21:00の時間で営業している北陸案内センターを、12月20日～2

月末日の冬期間については、4:30～22:30に営業時間を延長して案内する。 

 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

 
第１１節（略） 

 
 
 
 
 

第９節 災害広報 

１（略） 

２ 広報機関 

（２）警戒配備体制、雪害対策本部設置の場合 

警戒配備体制、雪害対策本部設置時には、危機対策課(班)と戦略広報課

(班)が協力して被害状況その他の雪害情報を収集し、広報活動を行う。 

（３）災害対策本部設置の場合 

ア 災害対策本部設置時には、危機管理班と戦略広報班（総務部）が協力して

被害状況その他の雪害情報を収集し、その広報は、戦略広報班が行う。 

イ（略） 

３～７（略） 

 
第１０節 道路等の交通確保対策 

１～３（略） 

４ 公共交通の確保 

（１）ＪＲ西日本の運行 

 ア～イ（略） 

 ウ 災害対策 

（ア）～（ウ）（略） 

 （エ）列車遅延情報等の提供 

利用者に適切且つ迅速な列車運行状況（列車遅延・運休情報等）を提供

するため、駅頭掲示・ホームページ（ＪＲおでかけネット[https://www.

jr-odekake.net/]）・ＪＲ西日本列車運行情報アプリ等による情報配信の

ほか、関係行政機関及び報道機関等への前広な情報提供を実施する。  

 

 

 

（２）～（３）（略） 

 
第１１節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第１２節 自衛隊の災害派遣 

１～４（略） 

５ 活動の内容 

災害派遣活動は、人命又は財産の保護のために行う応急救援及び応急復旧が

終了するまでを限度とし、通常次のとおりとする。なお、災害派遣を命ぜられ

た部隊等の自衛官は、市町長等、警察官、海上保安官がその場にいない場合、

警戒区域の設定等の措置をとるとともに、直ちに、その旨を市町長に通知する。 

（１）～（６） （略） 

（７）炊飯及び給水 要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認め

る場合は、炊飯及び給水の支援を行う。 

（８）～（９） （略） 

６～８（略） 

 

第１３節 避難誘導等 

１（略） 

２ 避難の指示の実施 

（１）～（２）（略） 

（５）相互の連絡協力 

   （１）から（２）に掲げる者は、それぞれの措置をとった場合は、相互に

通知、報告するとともに、避難の措置が迅速、適切に実施されるよう協力す

る。 

また、県及び指定地方行政機関は、市町から求めがあった場合には、避難

指示等の対象地域、判断時期等について助言する。また、県は、時機を失す

ることなく避難指示等が発令されるよう、市町に積極的に助言する。 

 

 

（６）～（７）（略） 

３～６（略） 

 

 

 

 

 

第１２節 自衛隊の災害派遣 

１～４（略） 

５ 活動の内容 

災害派遣活動は、人命又は財産の保護のために行う応急救援及び応急復旧が

終了するまでを限度とし、通常次のとおりとする。なお、災害派遣を命ぜられ

た部隊等の自衛官は、市町長等、警察官、海上保安官がその場にいない場合、

警戒区域の設定等の措置をとるとともに、直ちに、その旨を市町長に通知する。 

（１）～（６） （略） 

（７）給食及び給水 要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認め

る場合は、給食及び給水の支援を行う。 

（８）～（９） （略） 

６～８（略） 

 
第１３節 避難誘導等 

１（略） 

２ 避難の指示の実施 

（１）～（２）（略） 

（５）相互の連絡協力 

   （１）から（２）に掲げる者は、それぞれの措置をとった場合は、相互に

通知、報告するとともに、避難の措置が迅速、適切に実施されるよう協力す

る。 

また、県及び指定地方行政機関は、市町から求めがあった場合には、避難

指示等の対象地域、判断時期等について助言する。また、県は、時機を失す

ることなく避難指示等が発令されるよう、市町に積極的に助言する。 

さらに、市町は、避難指示等の発令に当たり、必要に応じて気象防災アド

バイザー等の専門家の技術的な助言等を活用し、適切に判断を行う。 

（６）～（７）（略） 

３～６（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

７ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

 ア～エ（略） 

 オ 避難所の運営 

◯ 市町は、自主防災組織の会長や地域住民及び避難所となった学校等施設 

の管理者、ボランティア、避難所運営について専門性を有した外部支援者 

等の協力を得て避難所を管理運営する。運営に当たっては各主体の役割分 

担を明確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、避難者 

が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行でき 

るよう、その立ち上げを支援する。 

（略） 

◯ 市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保 

のために、専門家等との定期的な情報交換に努める。 

（略） 

 

 カ～セ（略） 

（２）（略） 

８（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

 ア～エ（略） 

 オ 避難所の運営 

◯ 市町は、自主防災組織の会長や地域住民及び避難所となった学校等施設 

の管理者、避難所運営について専門性を有したＮＰＯ・ボランティア等の外

部支援者等の協力を得て避難所を管理運営する。運営に当たっては各主体の

役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、避

難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行

できるよう、その立ち上げを支援する。 

（略） 

◯ 市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保 

のために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換に努める。 

（略） 

 

 カ～セ（略） 

（２）（略） 

８（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

９ 帰宅困難者対策 

県及び市町は、施設管理者や事業者等と連携し、大規模災害時により交通が

途絶したときは、「むやみに移動しない」という基本原則の広報等により、一

斉帰宅の抑制を図るとともに、通勤、通学者や観光客等の徒歩での帰宅や移動

を支援するため、次の協定により協力を要請するなど、必要な帰宅困難者対策

に努める。 

また、必要に応じて、一時滞在施設の確保等の支援を行うとともに、一時滞

在施設の確保に当たっては、男女のニーズの違いや、要配慮者の多様なニーズ

に配慮した一時滞在施設の運営に努める。 

災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０（略） 

 

第１４節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 帰宅困難者対策 

県及び市町は、施設管理者や事業者等と連携し、大規模災害時により交通が

途絶したときは、「むやみに移動しない」という基本原則の広報等により、一

斉帰宅の抑制を図るとともに、通勤、通学者や観光客等の徒歩での帰宅や移動

を支援するため、次の協定により協力を要請するなど、必要な帰宅困難者対策

に努める。 

また、必要に応じて、一時滞在施設の確保等の支援を行うとともに、一時滞

在施設の確保に当たっては、男女のニーズの違いや、要配慮者の多様なニーズ

に配慮した一時滞在施設の運営に努める。 

災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０（略） 

 

第１４節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第１５節 災害医療及び救急医療 

１～２（略） 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）～（２）（略） 

（３）石川ＤＭＡＴ指定病院 

 ア（略） 

イ 石川ＤＭＡＴ指定病院は、県から「石川ＤＭＡＴの出動に関する協定書」

に基づく派遣要請があり、出動が可能と判断した場合には、石川ＤＭＡＴを

出動させる。 

石川ＤＭＡＴの出動に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ～オ（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１５節 災害医療及び救急医療 

１～２（略） 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）～（２）（略） 

（３）石川ＤＭＡＴ指定病院 

 ア（略） 

イ 石川ＤＭＡＴ指定病院は、県から「石川ＤＭＡＴの出動に関する協定書」

に基づく派遣要請があり、出動が可能と判断した場合には、石川ＤＭＡＴを

出動させる。 

石川ＤＭＡＴの出動に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ～オ（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（４）災害拠点病院 

ア 下記の災害拠点病院は、県から派遣要請があったときは、医療救護班を派

遣し、医療救護活動を行う。 

災害拠点病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ～エ（略） 

（５）～（１０）（略） 

４～１２（略） 

第１６節（略） 

 

第１７節 救助・救急活動 

雪害発生時には、倒壊家屋等の下敷き、車両事故等による負傷者など、救助

・救急活動を要する事案が数多く現出するものと考えられる。このため県、市

町及び防災関係機関は、相互に連携して県民、自主防災組織及び事業所に協力

を呼びかけ、生命、身体が危険となった者を直ちに救助し、負傷者を医療機関

に搬送する。 

また、必要に応じ、現地対策本部との合同会議を活用する等により、非常 

 本部等、現地対策本部、国の各機関や他の地方公共団体に応援を要請する。 

 

 

 

 

 

 

２～５（略） 

 

（４）災害拠点病院 

ア 下記の災害拠点病院は、県から派遣要請があったときは、医療救護班を派

遣し、医療救護活動を行う。 

災害拠点病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ～エ（略） 

（５）～（１０）（略） 

４～１２（略） 

第１６節（略） 

 

第１７節 救助・救急活動 

１ 基本方針 

雪害発生時には、倒壊家屋等の下敷き、車両事故等による負傷者など、救助

・救急活動を要する事案が数多く現出するものと考えられる。このため県、市

町及び防災関係機関は、相互に連携して県民、自主防災組織及び事業所に協力

を呼びかけ、生命、身体が危険となった者を直ちに救助し、負傷者を医療機関

に搬送する。 

  また、車両の滞留状況や開放の見通し等に関する道路管理者が有する情報等

から，積雪に伴う大規模な立ち往生が発生し，滞留車両の開放に長時間を要す

ると見込まれる場合には，相互に連携の上，支援体制を構築し，滞留車両の乗

員に対し救援物資の提供や避難所への一時避難の支援等を行うよう努めるも

のとする。 

なお、必要に応じ、現地対策本部との合同会議を活用する等により、非常 

 本部等、現地対策本部、国の各機関や他の地方公共団体に応援を要請する。 

２～５（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第１８節 災害救助法の適用 

１～４（略） 

５ 災害救助法に基づく救助の実施 

（１）（略） 

（２）別紙「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準

について」の番号１、３から８まで及び１０から１４までに定める救助の他、

知事が必要と認めるものについては、知事は救助の内容及び当該救助を行う

期間を通知し、市町長が行うこととする。 

この場合においては、市町長は、当該期間において当該事務を行わなけれ

ばならない。（令第１７条第１項） 

（３）～（４）（略） 

６～７（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１８節 災害救助法の適用 

１～４（略） 

５ 災害救助法に基づく救助の実施 

（１）（略） 

（２）別紙「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準

について」の番号１、２の一部、３から１４までに定める救助の他、知事が

必要と認めるものについては、知事は救助の内容及び当該救助を行う期間を

通知し、市町長が行うこととする。 

この場合においては、市町長は、当該期間において当該事務を行わなけれ

ばならない。（令第１７条第１項） 

（３）～（４）（略） 

６～７（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

別紙 

 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準について 

                           令和元年１０月２３日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準について 

                            令和５年４月１日現在 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１９節～第２０節（略） 

 

第２１節 飲料水・食料の供給 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）（略） 

（２）市町は、被災者及び災害応急対策現地従事者等に対して、必要に応じて飲

料水・食料の確保状況等の情報を提供するとともに、応急給水・炊出し等で

飲料水・給食の供給を実施する。 

なお、実施にあたっては、やむを得ず避難所に滞在することができない車

中避難者を含む避難所外避難者に対する飲料水・食料の配布にも努める。 

 

 

３～８（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１９節～第２０節（略） 

 

第２１節 飲料水・食料の供給 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）（略） 

（２）市町は、被災者及び災害応急対策現地従事者等に対して、必要に応じて飲

料水・食料の確保状況等の情報を提供するとともに、応急給水・炊出し等で

飲料水・給食の供給を実施する。 

なお、実施にあたっては、やむを得ず避難所に滞在することができない車

中避難者を含む避難所外避難者に対する飲料水・食料の配布にも努める。 

また、避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセス

メントの実施，食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努める。 

３～８（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第２２節 生活必需品の供給 

１～２（略） 

３ 生活必需品等の確保 

（１）～（２）（略） 

 生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４～５（略） 

 
第２３節～第２４節（略） 

 
 
 
 
 

第２２節 生活必需品の供給 

１～２（略） 

３ 生活必需品等の確保 

（１）～（２）（略） 

生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４～５（略） 

 
第２３節～第２４節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第２５節 ボランティア活動の支援  

１～５（略） 

６ 協力体制 

  県は、災害ボランティア活動の円滑な実施のため、必要と認めるときは、次

の協定により協力を要請する。 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

第２６節～第２７節（略） 

 

第２８節 ライフライン施設の応急対策 

１～２（略） 

３ 通信施設 

  ＮＴＴ西日本は次の措置を講ずる。 

（１）～（６）（略） 

（新設） 

 
 
 
４～６（略） 

 
第２９節～第３２節（略） 

 
 

第４章～第５章（略） 
 

第２５節 ボランティア活動の支援  

１～５（略） 

６ 協力体制 

  県は、災害ボランティア活動の円滑な実施のため、必要と認めるときは、次

の協定により協力を要請する。 

（略） 

   災害時等における被災者の避難生活への支援、生活再建及び被災地の復旧

復興に係る連携・協力に関する協定 

 

 

 

 

   災害ボランティア活動への支援に関する協定 

 

 

 

 

第２６節～第２７節（略） 

 

第２８節 ライフライン施設の応急対策 

１～２（略） 

３ 通信施設 

  ＮＴＴ西日本は次の措置を講ずる。 

（１）～（６）（略） 

    大規模災害時における相互連携に関する協定 

 
 
 
４～６（略） 

 
第２９節～第３２節（略） 

 
 

第４章～第５章（略） 
 

協定者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ

石 川 県 西日本電信電話（株） R5.2.10 076-282-9847 076-253-3464
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参考２ 

石川県地域防災計画（原子力防災計画編）修正（案） 新旧対照表 

現       行 修   正   案 備 考 

 

 
 
 
                                

石川県地域防災計画 
 

原子力防災計画編 
 
 

（令和４年修正） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

第１章 総則 
 

第１節～第３節 （略） 

第４節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

 （略） 

１～１０ （略） 

１１ 指定公共機関 

機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

日 本 郵 便 株 式 会 社 

北 陸 支 社 

１ 災害時における郵便業務の確保に関す

ること。 

２ 災害時における郵便業務に係る災害特

別事務取扱い及び援護対策に関すること。 

西 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 

金 沢 支 社 
緊急輸送に対する協力に関すること。 

日 本 貨 物 鉄 道 株 式 会 社 

金 沢 支 店 
救援物資の輸送に対する協力に関すること。 

西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 

北 陸 支 店 

通信の確保に関すること。 

ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 

北 陸 営 業 支 店 

株 式 会 社 Ｎ Ｔ Ｔ ド コ モ 

北 陸 支 社 

Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ 株 式 会 社 

北 陸 総 支 社 

ソ フ ト バ ン ク 株 式 会 社 

地 域 総 務 部 （ 北 陸 ） 

（ 新 設 ） 

日 本 赤 十 字 社 

石 川 県 支 部 

１ 医療救護に関すること。 

２ 義援金品の募集及び配分に関すること。 

（ 新 設 ） （新設） 

 

 

第１章 総則 
 

第１節～第３節 （略） 

第４節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

 （略） 

１～１０ （略） 

１１ 指定公共機関 

機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

日 本 郵 便 株 式 会 社 

北 陸 支 社 

１ 災害時における郵便業務の確保に関す

ること。 

２ 災害時における郵便業務に係る災害特

別事務取扱い及び援護対策に関すること。 

西 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 

金 沢 支 社 
緊急輸送に対する協力に関すること。 

日 本 貨 物 鉄 道 株 式 会 社 

金 沢 支 店 
救援物資の輸送に対する協力に関すること。 

西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 

北 陸 支 店 

通信の確保に関すること。 

ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 

北 陸 営 業 支 店 

株 式 会 社 Ｎ Ｔ Ｔ ド コ モ 

北 陸 支 社 

Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ 株 式 会 社 

北 陸 総 支 社 

ソ フ ト バ ン ク 株 式 会 社 

地 域 総 務 部 （ 北 陸 ） 

楽 天 モ バ イ ル 株 式 会 社 

( 金 沢 支 社 ) 

日 本 赤 十 字 社 

石 川 県 支 部 

１ 医療救護に関すること。 

２ 義援金品の募集及び配分に関すること。 

北 陸 電 力 送 配 電 株 式 会 社 

石 川 支 社 
電力供給に関すること。  
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現       行 修   正   案 備 考 

 

日 本 放 送 協 会 

金 沢 放 送 局 

１ 原子力防災に係る知識の普及に関する

こと。 

２ 災害情報、各種指示等の伝達に関するこ

と。 

日 本 銀 行 

（ 金 沢 支 店 ） 

災害時における金融上の措置等に関するこ

と。 

中 日 本 高 速 道 株 式 会 社 

１ 高速自動車道の維持管理及び防災対策

の実施に関すること 

２ 災害時の高速自動車道の輸送路の確保

に関すること。 

３ 高速自動車道の早期災害復旧に関する

こと。 

日 本 通 運 株 式 会 社 

（ 金 沢 支 店 ） 

災害時における陸路の緊急輸送の確保に関

すること。 

福 山 通 運 株 式 会 社 

（ 金 沢 支 店 ） 

佐 川 急 便 株 式 会 社 

（ 北 陸 支 店 ） 

ヤ マ ト 運 輸 株 式 会 社 

（ 金 沢 主 管 支 店 ） 

イ オ ン 株 式 会 社 

災害時における物資の調達・供給確保 

ユ ニ ー 株 式 会 社 

株式会社ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

株 式 会 社 ロ ー ソ ン 

株式会社ファミリーマート 

株式会社セブン＆アイ・ホール

デ ィ ン グ ス 

 

１２～１４ （略） 

 

第５節 （略） 

 

 

 

日 本 放 送 協 会 

金 沢 放 送 局 

１ 原子力防災に係る知識の普及に関する

こと。 

２ 災害情報、各種指示等の伝達に関するこ

と。 

日 本 銀 行 

（ 金 沢 支 店 ） 

災害時における金融上の措置等に関するこ

と。 

中 日 本 高 速 道 株 式 会 社 

１ 高速自動車道の維持管理及び防災対策

の実施に関すること 

２ 災害時の高速自動車道の輸送路の確保

に関すること。 

３ 高速自動車道の早期災害復旧に関する

こと。 

日 本 通 運 株 式 会 社 

（ 金 沢 支 店 ） 

災害時における陸路の緊急輸送の確保に関

すること。 

福 山 通 運 株 式 会 社 

（ 金 沢 支 店 ） 

佐 川 急 便 株 式 会 社 

（ 北 陸 支 店 ） 

ヤ マ ト 運 輸 株 式 会 社 

（ 金 沢 主 管 支 店 ） 

イ オ ン 株 式 会 社 

災害時における物資の調達・供給確保 

ユ ニ ー 株 式 会 社 

株式会社ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

株 式 会 社 ロ ー ソ ン 

株式会社ファミリーマート 

株式会社セブン＆アイ・ホール

デ ィ ン グ ス 

 

１２～１４ （略） 

 

第５節 （略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

第２章 原子力災害予防計画 
第１節 （略） 

第２節 原子力防災体制等の整備 

１～６ （略） 

７ 防災関係機関相互の連携体制の整備 

（１）～（７） （略） 

（８） 国、県、関係市町及び原子力事業者は、応急対策を行う防災業務関係

者の安全確保のため、相互に密接な情報交換を行うものとする。 

 

８～１３ （略） 

 

第３節 原子力防災知識の普及 

（略） 

１ 防災業務関係者に対する教育 

原子力災害対策を円滑かつ有効に実施するためには、防災業務関係者が、自ら

の業務に習熟することが必要であり、原子力災害対策に関する教育及び訓練を行

うことが重要である。又、教育及び訓練を通じて、組織の風土として「安全文化」

を醸成し、これを維持・向上していく必要がある。そのため県は、国、関係市町

及び防災関係機関と連携して、防災業務関係者等に対して、原子力災害の発生又

は拡大を防止し、原子力災害の復旧を図るために必要な対策の円滑かつ有効な実

施を図るため、次に掲げる事項について教育を実施する。 

（１）～（２） （略） 

 

２～３ （略） 

 

第４節～第７節 （略） 

 

第８節 原子力災害医療体制の整備 

１ 原子力災害医療体制の整備 

（１） 県は、国が示す施設要件に基づき、原子力災害拠点病院を指定すると

ともに、原子力災害対策に協力できる原子力災害医療機関を登録する。 

（２） 県は、おおむね３年ごとに原子力災害拠点病院及び原子力災害医療協

力機関が施設要件に合致しているか否かを確認し、原子力災害医療体制の

維持を図るものとする。 

 

第２章 原子力災害予防計画 
第１節 （略） 

第２節 原子力防災体制等の整備 

１～６ （略） 

７ 防災関係機関相互の連携体制の整備 

（１）～（７） （略） 

（８） 国、県、関係市町及び原子力事業者は、被ばくの可能性がある環境下

で活動する防災業務関係者の安全確保のため、相互に密接な情報交換を行

うものとする。 

８～１３ （略） 

 

第３節 原子力防災知識の普及 

（略） 

１ 防災業務関係者に対する教育 

原子力災害対策を円滑かつ有効に実施するためには、防災業務関係者が、自ら

の業務に習熟することが必要であり、原子力災害対策に関する教育及び訓練を受

けることが重要である。又、教育及び訓練を通じて、組織の風土として「安全文

化」を醸成し、これを維持・向上していく必要がある。そのため県は、国、関係

市町及び防災関係機関と連携して、防災業務関係者等に対して、原子力災害の発

生又は拡大を防止し、原子力災害の復旧を図るために必要な対策の円滑かつ有効

な実施を図るため、次に掲げる事項について教育を実施する。 

（１）～（２） （略） 

 

２～３ （略） 

 

第４節～第７節 （略） 

 

第８節 原子力災害医療体制の整備 

１ 原子力災害医療体制の整備 

（１） 県は、国が示す指定要件に基づき、原子力災害拠点病院を指定すると

ともに、原子力災害対策に協力できる原子力災害医療機関を登録する。 

（２） 県は、おおむね３年ごとに原子力災害拠点病院及び原子力災害医療協

力機関が指定要件に合致していることを確認し、原子力災害医療体制の維

持を図るものとする。 
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現       行 修   正   案 備 考 

（３） （略） 

（４） 県は、国と連携して、高度被ばく医療支援センター、原子力災害医療

・総合支援センター、原子力災害拠点病院等の診療状況等の情報を迅速に

把握するために、原子力災害医療に係る情報システムの整備に努めるもの

とする。 

 

（５） 高度被ばく医療支援センター、原子力災害医療・総合支援センター、

原子力災害拠点病院等は、原子力災害医療に係る情報システムの活用に努

める。 

（６） 県は、国、高度被ばく医療支援センター、原子力災害医療・総合支援

センター及び原子力災害拠点病院と連携して、原子力災害医療に関係する

者に対する研修・訓練を実施する。 

 

 

第９節 防護資機材等の整備 

１ 防護資機材等の整備 

県、関係市町及び防災関係機関は、災害応急対策に従事する防災業務関係者の

安全を確保するため、防護資機材等を整備する。 

 

第１０節～第１８節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） （略） 

（４） 県は、国と連携して、原子力災害医療・総合支援センター、高度被ば

く医療支援センター（基幹高度被ばく医療支援センターを含む。以下（５）、

（６）において同じ。）及び原子力災害拠点病院等の診療状況等の情報を

迅速に把握するために、原子力災害医療に係る情報システムの整備に努め

るものとする。 

（５） 原子力災害医療・総合支援センター、高度被ばく医療支援センター及

び原子力災害拠点病院等は、原子力災害医療に係る情報システムの活用に

努める。 

（６） 県は、国、原子力災害医療・総合支援センター、高度被ばく医療支援

センター及び原子力災害拠点病院と連携して、原子力災害医療に関係する

者に対して、複合災害や多数の傷病者等への対応も考慮した研修・訓練を

実施する。 

 

第９節 防護資機材等の整備 

１ 防護資機材等の整備 

県、関係市町及び防災関係機関は、被ばくの可能性がある環境下で活動する防

災業務関係者の安全を確保するため、防護資機材等を整備する。 

 

第１０節～第１８節 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

第３章 原子力災害応急対策計画 
 

第１節～第２節 （略） 

第３節 緊急時の措置 

１～３ （略） 

４ 第一次本部体制及び第二次本部体制 

（略） 

（１）～（２）イ （略） 

ウ 県現地本部の班名及び所掌事務 

班名 所掌事務 

連絡調整班 

１ 県現地本部の運営に関すること。 
２ 県本部との連絡調整に関すること。 
３ 県現地災害対策本部員会議に関すること。 
４ 現地事故対策連絡会議又は国の原子力災害現地対策本部と
の連絡調整に関すること。 

５ 合同対策協議会総括班、広報班及び運営支援班との連絡・調
整に関すること。 

６ オフサイトセンターの管理、運営の支援に関すること。 
７ 災害情報の収集及び伝達に関すること。 
８ 関係市町及び現地防災関係機関との連絡・調整に関するこ
と。 

９ 住民への広報に関すること。 
10 その他県現地本部長が指示する事項に関すること。 

原子力災害
医療班 

１ 合同対策協議会医療班との連絡・調整に関すること。 
２ 原子力災害医療措置に関すること。 
３ 県及び関係市町の防災業務関係者の被ばく管理に関するこ
と。 

４ その他県現地本部長が指示する事項に関すること。 
 
 

住民生活班 

１ 合同対策協議会住民安全班との連絡・調整に関すること。 
２ 生活必需物資の供給に関すること。 
３ 飲食物の摂取制限等に関すること。 
４ 立入制限、交通規制等に関すること。 
５ 住民等の避難等に関すること。 
６ 住民等からの問い合わせに関すること。 
７ その他県現地本部長が指示する事項に関すること。 

 

第３章 原子力災害応急対策計画 
 

第１節～第２節 （略） 

第３節 緊急時の措置 

１～３ （略） 

４ 第一次本部体制及び第二次本部体制 

（略） 

（１）～（２）イ （略） 

ウ 県現地本部の班名及び所掌事務 

班名 所掌事務 

連絡調整班 

１ 県現地本部の運営に関すること。 
２ 県本部との連絡調整に関すること。 
３ 県現地災害対策本部員会議に関すること。 
４ 現地事故対策連絡会議又は国の原子力災害現地対策本部と
の連絡調整に関すること。 

５ 合同対策協議会総括班、広報班及び運営支援班との連絡・調
整に関すること。 

６ オフサイトセンターの管理、運営の支援に関すること。 
７ 災害情報の収集及び伝達に関すること。 
８ 関係市町及び現地防災関係機関との連絡・調整に関するこ
と。 

９ 住民への広報に関すること。 
10 その他県現地本部長が指示する事項に関すること。 

原子力災害
医療班 

１ 合同対策協議会医療班との連絡・調整に関すること。 
２ 原子力災害医療措置に関すること。 
３ 県及び関係市町の防災業務関係者の被ばく管理に関するこ
と 

４ 県及び関係市町が緊急事態応急対策の実施を要請した民間
事業者等の被ばく管理や健康管理の支援に関すること。 

５ その他県現地本部長が指示する事項に関すること。 

住民生活班 

１ 合同対策協議会住民安全班との連絡・調整に関すること。 
２ 生活必需物資の供給に関すること。 
３ 飲食物の摂取制限等に関すること。 
４ 立入制限、交通規制等に関すること。 
５ 住民等の避難等に関すること。 
６ 住民等からの問い合わせに関すること。 
７ その他県現地本部長が指示する事項に関すること。 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

（３）～（７） （略） 

 

５～１３ （略） 

 

第４節～第６節 （略） 

第７節 屋内退避、避難等の防護対策 

１０ 防災業務関係者の防護措置 

（１） 防災業務関係者の安全確保 

県現地本部長及び関係市町の長は、防災業務関係者が被ばくする可能性

のある環境下で活動する場合には、国から派遣された専門家及び現場指揮

者との連携を密にし、適切な被ばく管理を行うとともに、災害特有の異常

心理下での活動において冷静な判断と行動がとれるように配意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）～（７） （略） 

 

５～１３ （略） 

 

第４節～第６節 （略） 

第７節 屋内退避、避難等の防護対策 

１０ 被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者の防護措置 

（１）被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者の安全確保 

被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者が属する組織

は、当該防災業務関係者の安全確保のため、原子力災害合同対策協議会等

の場を活用して相互の密接な情報交換を行うとともに、国から派遣された

専門家等との連携を密にし、当該者の被ばく線量を管理し、健康管理に特

段の配慮を行うものとする。被ばくの可能性がある環境下での活動を要請

した組織は、当該防災業務関係者が属する組織が実施する被ばく線量の管

理や健康管理を支援するものとする。 

被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者は、事態の進展

に応じ、国の指示に従って、防護装備を携行・装着し、安定ヨウ素剤を服

用するとともに、放射線防護に係る指標を踏まえ、当該者が属する組織又

は緊急事態応急対策の実施を要請した組織の判断に従って行動する。 

 

 （２）被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者に対する原子力

災害対策 

ア 被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者（ただし、

民間事業者及び他の法令等により線量限度が定められている場合を除

く）が属する組織は、次の指標を参考にすることを基本とし、放射線

防護に係る指標を定めるものとする。 

 

指標：実効線量で１年間につき 50mSv かつ、５年間につき 100mSv を上

限とする。 

ただし、人命救助等緊急やむを得ない作業を実施する場合の被

ばく線量は、実効線量で 100mSv を上限とし、作業内容に応じて、

必要とあれば、次の被ばく線量をあわせて用いる。 

眼の水晶体：等価線量で 300mSv を上限とする。 

    皮膚：等価線量で 1Sv を上限とする。 
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 （２） 防災業務関係者の被ばく管理 

   ア 防災業務関係者の被ばく管理は、原則として、国、県及び関係市町並

びに防災関係機関がそれぞれ責任をもって行う。 

イ 県及び関係市町の防災業務関係者の被ばく管理は、県現地本部原子力

災害医療班が緊急時モニタリングセンター及び関係市町の協力を得て行

う。 

ウ 防災業務関係者の安全確保のため、原子力災害合同対策協議会等の場

を活用して相互の密接な情報交換を行うものとする。 

エ 防災業務関係者の被ばく管理については、原子力災害対策指針を踏ま

え、次の対応を行うなど、防災対策に係る被ばく線量をできるだけ少な

くする努力を講じる。 

(ｱ) 直読式個人線量計（ポケット線量計、アラームメータ等）、被ばく

を低減するための防護マスク及びそのフィルタ並びに必要な保護衣を

十分な数量を配布する。 

(ｲ) 必要に応じて安定ヨウ素剤を予防服用させること、また、後日にお

いてホールボディカウンターによる内部被ばく測定を行う。 

(ｳ) 輸送手段、連絡手段を確保する。 

 

 

１１～１４ （略） 

 

なお、この防災業務関係者の放射線防護にかかる指標は上限であり、

防災活動に係る被ばく線量はできる限り少なくするよう努める。特に女

性については、胎児防護の観点から、適切な配慮を行う。 

また、要請を受けて緊急事態応急対策を実施する組織は、指標の設定

に当たり、必要に応じて、要請を行う組織と協議することとする。 

 

イ 県及び関係市町は、自らの組織に属し、被ばくの可能性がある環

境下で活動する防災業務関係者について、その活動内容に応じた防

護装備（直読式個人線量計、防護マスク、防護衣等）、輸送手段及

び連絡手段をあらかじめ整備する。民間事業者等に緊急事態応急対

策の実施を要請する場合には、当該要請を行う組織は、被ばくの可

能性がある環境下で活動する防災業務関係者が防護装備等を速やか

に利用できるよう、必要な整備を行わなければならない。 

 

（３）被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者の被ばく管理等 

被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者が属する組織

は、当該防災業務関係者の被ばく線量を管理し、緊急事態応急対策の実施

後に、必要に応じて、当該者に医師による健康診断を受けさせるなど、健

康管理に配慮しなければならない。 

県及び関係市町の被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係

者の被ばく管理は、県現地本部原子力災害医療班が緊急時モニタリングセ

ンター及び関係市町の協力を得て行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１～１４ （略） 
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第８節～第９節 （略） 

第１０節 緊急輸送車両等の確保及び必需物資の調達 

１～５ （略） 

 

６ 協力体制 

 災害応急対策用貨物自動車の確保等に関する協定書 

協定者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ 

石川県 
(一社)石川県 

トラック協会 
H8.3.28 076-239-2511 076-239-2287 

 

災害時におけるタクシー車両による緊急輸送に関する協定 

協定者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ 

石川県 
(一社)石川県 

タクシー協会 
R2.12.14 076-254-1348 076-268-1349 

 

 災害時等におけるバスによる人員等の輸送に関する協定 

協定者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ 

石川県 
(一社)石川県 

バス協会 
R4.3.2 076-225-7560 076-225-7510 

 

災害時等における海上緊急輸送業務に関する協定 

協定者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ 

石川県 石川県漁業協同組合 H25.9.19 076-234-8815 076-265-5204 

石川県 北陸信越旅客船協会 H25.9.19 025-245-3455 025-247-0453 

石川県 

特定非営利活動法人 

石 川 県 小 型 船 

安 全 協 会 

H27.2.26 076-287-6782 076-287-6783 

 

第１１節～第１５節 （略） 

 

第４章 （略） 
 

第５章 （略） 

第８節～第９節 （略） 

第１０節 緊急輸送車両等の確保及び必需物資の調達 

１～５ （略） 

 

６ 協力体制 

 災害応急対策用貨物自動車による物資の緊急・救護輸送等に関する協定書 

協定者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ 

石川県 
(一社)石川県 

トラック協会 
H17.12.19 076-239-2511 076-239-2287 

 

災害時におけるタクシー車両による緊急輸送に関する協定 

協定者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ 

石川県 
(一社)石川県 

タクシー協会 
R2.12.14 076-254-1348 076-268-1349 

 

 災害時等におけるバスによる人員等の輸送に関する協定 

協定者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ 

石川県 
(一社)石川県 

バス協会 
R4.3.2 076-225-7560 076-225-7510 

 

災害時等における海上緊急輸送業務に関する協定 

協定者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ 

石川県 石川県漁業協同組合 H25.9.19 076-234-8815 076-265-5204 

石川県 北陸信越旅客船協会 H25.9.19 025-245-3455 025-247-0453 

石川県 

特定非営利活動法人 

石 川 県 小 型 船 

安 全 協 会 

H27.2.26 076-287-6782 076-287-6783 

 

第１１節～第１５節 （略） 

 

第４章 （略） 
 

第５章 （略） 

 


	【参考1-1】地震災害対策編
	【参考1-2】津波災害対策編
	【参考1-3】一般災害対策編
	【参考1-4】雪害対策編
	【参考2】原子力防災計画編

